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ははじじめめにに  

社会福祉法人東北福祉会   
認知症介護研究・研修仙台センター  

センター長  加 藤  伸  司

高齢者虐待防止法（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律）
が平成 18（2006）年 4 月に施行されてから、すでに 15 年以上が経過しました。  
「高齢者は、尊厳及び保障を持って、肉体的・精神的虐待から解放された生活を送るこ

とができるべきである。」と謳った高齢者のための国連原則（1991 年）を持ち出すまでも
なく、どのような状況にある人でも、人が尊厳をもち自分らしく生きていくという基本的
な権利は脅かされるべきものではありません。  
しかしながら、高齢者虐待防止法が施行されて以降も、高齢者に対する虐待の事例は後

を絶ちません。養介護施設従事者等による高齢者虐待については、虐待が繰り返されたり、
過去にサービス提供にあたって指導等受けていたにも関わらず虐待に至ったりする事例も
確認されています。また、養護者による高齢者虐待については、市町村等の体制整備が進
んでいる方が単位人口あたりの相談・通報件数や虐待判断件数が多いなど、潜在している
事例が未だ多いことが示唆されています。  
このような状況を踏まえて、令和 3（2021）年度の介護報酬改定・基準省令改正によっ

て、すべての介護サービスにおいて高齢者虐待防止のための体制整備等の取り組みが義務
化されました（3 年間は経過措置期間）。  
本事業は、省令改正初年度の各施設・事業所の対応状況を把握するための全国調査を実

施するとともに、その結果を踏まえて、今後体制整備の取り組みを進めていくための具体
的な考え方や方法を整理することを目的に実施いたしました。後者については、報告書別
冊として作成しておりますので、併せてご活用ください。  
本事業の成果が、わが国の高齢者虐待防止施策を進めていくために、少しでも役立つこ

とができれば幸いです。  

令和 4 年 3 月  
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令和 3 年度介護報酬改定・基準省令改正において、「高齢者虐待防止の推進」と銘打って、全て

の介護サービス事業者を対象に、虐待の発生・再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、

研修の実施、担当者の選任が義務付けられることとなった。

これらの義務付けに対しては、3 年間の経過措置期間が設けられた。しかし、平成 18 年 4 月に

高齢者虐待防止法が施行されて以降、施設・事業所における虐待防止措置の徹底は大きな課題であ

る。したがって、今回の義務付け内容についても、速やかに、かつあまねく実施されることが望ま

れる。特に、今回の義務付けの対象は、入所・入居施設・事業所に限らない「全ての介護サービス

事業者」であり、省令改正初年度時点における、施設・事業所の対応実態を広く把握する必要があ

る。加えて、高齢者虐待防止法の趣旨からは、義務付けされた体制整備は単にその有無によっての

み評価されるべきではなく、実効性を伴う必要十分なものであるか、すなわち体制整備のアウトカ

ムとともに評価される必要がある。実際に、国が経年実施する高齢者虐待防止法に基づく対応状況

調査において、委員会の設置や研修の実施があっても虐待が発生しているケースが確認されてお

り、体制整備の形骸化を防止し、取り組みの実効性を担保していくことが一層求められる。

これに対して、施設・事業所における虐待防止措置の実施状況については、地域やサービス種別

を限った調査は一部あるものの、全国の、かつ全サービス種別の状況を把握している調査研究はな

い。また、認知症介護研究・研修仙台センターでは、法施行当時の全国の体制整備状況について調

査しているものの、現時点の、かつアウトカム評価を含む実態は詳らかではない。したがって、今

回の省令改正への対応実態及び効果については、全国の状況を適切に把握し、評価及び課題分析を

行うことが必要である。加えて、現状把握及び評価・課題分析の結果は、施設・事業所における体

制整備の進展、あるいはそのための保険者・監督権者による指導等に寄与するものである必要があ

る。例えば、前記の認知症介護研究・研修仙台センターが実施した調査結果は、後年施設・事業所

における職場内研修用の教育プログラムを作成する際の基礎資料として活用され、教育プログラム

は各自治体における集団指導等でも紹介された。さらに、高齢者虐待防止施策全体への貢献を考え

れば、現状把握及び課題分析の結果は、国が法の施行状況を把握するために経年実施する調査の利

活用や調査自体への反映とも関連付けられることが望ましい。

以上のことから、本事業では、

①主たるサービス種別を網羅した施設・事業所に対する大規模調査を実施し、介護報酬・基準省

令改定に伴い義務付けられた体制整備の現状把握を行うこと

②調査結果に対して、体制整備に影響する要因や体制整備がもたらす効果（アウトカム）や課題

等の観点から分析を行うこと

③施設・事業所における具体的な体制整備方法の参考となり、かつ保険者・監督権者において集

団指導等によって伝達すべき内容の参考ともなる内容を整理し、資料化すること

④事業結果より、国が経年実施する調査の利活用及び調査内容の検討等に資する提案を行うこと

を目的とした。

第Ⅰ章 事業の概要 

１．事業⽬的 
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なお、本テーマは「介護保険施設・事業所」での体制整備を射程としているものではあるが、今

般の介護報酬改定・基準省令改正に合わせて、養護老人ホーム及び軽費老人ホームにおいても同様

の体制整備を行うよう省令が改正され、また有料老人ホームにおいても「設置運営標準指導指針」

が改められた。そのため、これらのサービス種別についても併せて検討対象とした。
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１）事業実施経過 

(1) 検討委員会の設置 

本研究事業を推進する基盤として、下記検討及び事業結果のとりまとめを行うための総括的

な検討委員会を設置した。 
・研究事業全体の方向性の検討 
・施設・事業所に対する調査の企画・設計 
・調査結果の分析・検討（課題整理を含む） 
・体制整備の進展に資する検討結果の整理・とりまとめ 
・国が経年実施する調査の利活用等に関する提案の整理 
・報告書のとりまとめ 

 検討委員会は、学識経験者、各分野の専門職、行政担当者等の外部委員 10 名、及び当センタ

ーの研究スタッフ 4 名から構成された。また、オブザーバーとして、厚生労働省老健局高齢者

支援課より 2 名の担当者の出席を依頼した。 

  【検討委員会委員名簿】 
氏名 所属 

安藤 千晶 
公益社団法人日本社会福祉士会  

一般社団法人静岡市清水医師会在宅医療介護相談室 

遠藤 英俊 

いのくちファミリークリニック 

聖路加国際大学 

一般社団法人日本高齢者虐待防止学会 

梶川 義人 
日本虐待防止研究・研修センター 

桜美林大学・淑徳大学短期大学部 

境野 みね子 

日本ホームヘルパー協会 

一般社団法人千葉県ホームヘルパー協議会 

株式会社愛ネット 

佐々木 勝則 

社会福祉法人桜井の里福祉会 

公益社団法人日本認知症グループホーム協会新潟県支部 

一般社団法人新潟県介護支援専門員協会 

全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 

全国社会福祉協議会種別協 

進藤 由美 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター企画戦略局 

松本 望 北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科 

三好 登志行 
佐藤健宗法律事務所 

日本弁護士連合会高齢者・障害者権利支援センター 

森岡 豊 
公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

介護保険事業等経営委員会 特別養護老人ホーム部会 

吉田 剛 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課高齢福祉グループ 

加藤 伸司 認知症介護研究・研修仙台センター  

阿部 哲也 認知症介護研究・研修仙台センター  

矢吹 知之 認知症介護研究・研修仙台センター  

吉川 悠貴 認知症介護研究・研修仙台センター  

オブザーバー 
 

日野 徹 厚生労働省 老健局 高齢者支援課 課長補佐 

乙幡 美佐江 厚生労働省 老健局 高齢者支援課 高齢者虐待防止対策専門官 

２．事業実施の概要 
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検討委員会は事業期間内に 3 回開催された（第 1 回：令和 3 年 8 月 27 日、第 2 回：令和 3
年 12 月 23 日、第 3 回：令和 4 年 2 月 10 日）。なお、検討委員会のうち 1 回は実地会議を予

定していたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、すべて web 会議形式で開催した。 

(2) 施設・事業所に対する全国調査

令和 3 年度介護報酬改定・基準省令改正に伴い義務付けられた、虐待の発生・再発を防止す

るための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の選任の体制整備状況について、①

令和 3 年度時点での整備状況、②体制整備に影響する要因や体制整備がもたらす効果（アウト

カム）や課題等、について明らかにするための、全国の施設・事業所を対象とする調査を企画・

実施した。

当初、全事業所の 10%の抽出調査を郵送・オンラインの併用で行うことを基本案に、悉皆か

つオンラインでの調査までの間で検討・実施することとしていたが、検討委員会での議論の結

果、次のように実施することとした。

【対象】全国・全種別の介護サービス施設・事業所（介護給付分）、及び軽費・養護老人ホーム

（悉皆）

【方法】都道府県（必要に応じて市町村）を通じて自治体ごとの所管施設・事業所すべてに調

査依頼の送付・周知を依頼し、調査サイト上で回答するオンライン調査

調査の実施時期は 10 月～11 月とした（10 月１日～31 日を調査期間として回答受付を開始

した後、11 月 15 日まで回答期間を延長した）。また調査の周知を依頼した都道府県には周知を

行った所管施設・事業所数の報告を求め、この合計を客体数とした。結果、客体数 206,621 に

対し、46,120 件の回答が得られた。                 ［報告書第Ⅱ章］ 

(3) 体制整備の現状・影響要因・効果（アウトカム）・課題の整理検討

（2）の調査結果について集計・分析を行い、体制整備の現状を明らかにすべく検討を行った。

またその上で、国が法の施行状況を把握するために経年実施する調査結果との対照等も行いつ

つ、体制整備に影響する要因や体制整備がもたらす効果（アウトカム）や課題を明らかにする

ための分析も実施した。                       ［報告書第Ⅱ章］

(4) 体制整備の具体的⽅法等に関する資料作成

（2）及び（3）の結果を踏まえ、施設・事業所における虐待防止の指針作成、委員会の運営、

研修の実施等を整備するのに具体的に参考となり、かつ保険者・監督権者において集団指導等

によって伝達すべき内容の参考ともなる事項について整理した。また、（2）及び（3）の調査か

ら得られた具体例等を加え、全体の構造を検討した後、とりまとめて資料化した。資料化にあ

たっては、効果的な指針内容や委員会の運営、研修内容についてのひな形となることを意図し

た構成とし、かつ居宅系の事業所等、ごく小規模な事業所における参照も考慮した内容とする

ことを目指した。                             ［報告書第Ⅲ

章］
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(5) 国が経年実施する調査の利活⽤、及び調査内容の検討等に資する提案の整理 

（2）及び（3）の結果を踏まえ、また令和 3 年 12 月 24 日付で国から公表された最新の結果

を踏まえ、国が法の施行状況を把握するために経年実施する調査の利活用に資する事項や、今

後の調査内容検討等に資する事項を整理し、提案としてまとめた。 特に、今回の報酬・基準省

令改定における経過措置期間中、及び期間経過後、適切に進捗状況の把握や前後比較を行い、

評価や対策検討等を行える状況の実現を意図した提案を行った。      ［報告書第Ⅱ章］ 
 

(6) 事業成果全体のとりまとめと報告書・冊⼦資料の作成 

検討委員会における議論を踏まえ、（2）～（5）の結果を総合的に整理し、全体の結果をとり

まとめた。 
また、（4）で資料化した内容について、報告書別冊として冊子資料化し、その公表用として

印刷版・PDF 版を作成するとともに、資料提供用に Word 版を作成した。  ［報告書第Ⅲ章］ 
以上の結果を、事業全体の経過とともに整理し、報告書としてとりまとめた。 
 

 

２）調査研究の過程 
検討委員会内での議論を重ねながら、次のように調査研究を進めた。 
調査対象については、全国のすべての介護保険サービス施設・事業所（介護給付サービス）、

及び軽費老人ホーム・養護老人ホームとした。なお、省令改正の対象としては、予防給付に係

るサービス等もすべて含まれるが、施設・事業運営の実態上相当数の重複が見込まれることか

ら、介護保険サービス施設・事業所については介護給付分のみとした。また、介護保険サービ

ス施設・事業所に含まれない有料老人ホームについても、有料老人ホームの設置運営標準指導

指針において同様の体制整備が求められているが、省令改正に伴う義務化に対応する調査であ

ることを鑑み、本調査の対象とはしなかった（ただし、調査の結果を踏まえて作成する資料に

ついては、調査対象としなかったものも含めた、全施設・事業所での活用を考慮した）。 
調査手法については、本調査の対象となりうる施設・事業所数は、調査企画時の概算で 20 数

万件に上っていた。これに対して、調査デザインとして、オンライン調査（web 調査）と郵送

調査を併用した 10%程度の抽出調査と、オンライン調査による悉皆調査の 2 案の間で検討委員

会において議論が行われた。 
統計調査としての妥当性、対象サービス種別の確実な捕捉、施策上の必要性等の観点等から

検討が行われ、最終的に、オンライン調査の手法をとり、悉皆調査を目指すこととした。調査

対象施設・事業所には調査依頼とともに調査回答サイトの URL（もしくは QR コード）が送

信・送付され、各施設・事業所が回答サイトにアクセスし、直接入力して回答する形式とした。

なお調査依頼文書等において明示的には示さなかったが、問い合わせ等があった場合は、紙媒

体もしくは Excel ファイルに直接入力できる形式の調査票も用意し、対応した。なお、調査は

自治体名・サービス種別のみ選択回答を行う無記名式とした。 
また、調査の依頼方法についても、客体数の多さを鑑みて検討が行われた。その結果、厚生

労働省を通じて各都道府県に周知依頼文書を送信し、必要に応じて市町村を経由して、管内の

対象施設・事業所に調査依頼文書を送信・送付するよう依頼した。なお、施設・事業所への調

査依頼文書の送信・送付にあたっては、オンライン調査の形式を鑑み、極力メール送信にて行

うこと、またその際のメール本文にも回答サイトの URL を示すよう依頼した。加えて、都道
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府県に対しては、客体数を確定させるため、調査依頼文書を送信・送付した施設・事業所数に

ついて、サービス種別ごとに集計し、報告するよう依頼した。

調査の実施時期は 10 月～11 月とした（10 月１日～31 日を調査期間として回答受付を開始

した後、11 月 15 日まで回答期間を延長した）。また調査の周知を依頼した都道府県には周知を

行った所管施設・事業所数の報告を求め、この合計を客体数とした。結果、客体数 206,621 に

対し、46,120 件の回答が得られた。なお、オンライン調査上で主要な設問を必須回答項目に設

定し、必須回答項目の充足により回答が完了する仕様とした上で、回答完了データを有効回答

として扱った。

３）事業結果 

(1) 施設・事業所に対する全国調査

本調査では、厚生労働省を通じて都道府県・市町村へ管内施設・事業所への調査の周知を依

頼し、周知先全 206,621 施設事業所のうち、46,120 施設・事業所から回答が得られた。 
省令改正により求められた体制整備 4 項目（委員会、指針、研修、担当者）のすべてを整備

している施設・事業所の割合は 32.7%であった。一方、すべて未整備の割合は 14.9%であり、

今後一層の周知や取り組みの促しが必要と考えられた。また、サービス種別間で大きな差があ

り、①省令改正自体、及び②省令改正の対象であることを含めた周知も必要と思われた。一方、

各項目について、整備されている場合の開始年度が令和3年度である割合は、委員会が20.6％、

指針が 17.5％、研修が 9.2%であり、加えて令和 3 年度内整備予定であるとする回答もそれぞ

れ 2 割程度あり、省令改正が一定の後押しとなっていることがうかがえた。 
体制整備の具体的な状況からは、委員会における検討事項、指針に盛り込まれている項目は、

必ずしも解釈通知上の要求事項を満たしていない面があり、具体的かつ必要十分な整備内容に

ついて説明・周知を行っていくことが必要と考えられた。また、①合同開催時の内容・役割の

異同関係を踏まえた適切な実施、②居宅系サービスを中心とした小規模事業所における体制整

備促進の観点から、取り組み例や留意事項等を提示することが必要と考えられた。

身体拘束適正化のための体制整備（平成 30 年度省令改正）は比較的高率で実施されていた

ものの、未実施の場合は介護報酬減算となることを考慮すると、一定数未実施の施設等があっ

たことは課題と考えられた。また、高齢者虐待防止に関する体制整備との一体的な整備におい

ては、異同関係・すみ分け等に留意することが必要と考えられた。

体制整備が求められる各項目（委員会、指針、研修、担当者）をそれぞれ従属変数、各施設・

事業所で虐待防止以外で整備している体制や取り組みを独立変数としたロジスティック回帰分

析を実施した。結果から、概ね共通して、人材育成等の体制、職場内外の研修、サービスの質

担保や地域貢献等のための体制、職員支援等のための体制等に資する取り組みを行っている場

合に虐待防止の体制が整備されやすいことが示唆された（ただし、これらの要因単独の影響は

それほど大きくない）。また、「長期入所・入居サービス」以外、「社会福祉法人」以外である場

合、体制整備がされにくいことが示唆されるとともに、同一法人の隣接・併設施設等がある場

合、体制整備がされやすいことが示唆された。さらに、分析においては操作的に回答日現在の

利用者数「1～19 人」を小規模事業所として設定したが、小規模事業所であることが体制整備

の有無に不利に働く影響は確認されなかった。

「訪問系」「その他居宅系」事業所を除いて、養介護施設従事者等による虐待（疑い）事例の

発生状況を従属変数、整備している体制や取り組み（虐待防止の体制整備を含む）を独立変数

としたロジスティック回帰分析を実施した。結果から、虐待防止の体制整備が行われているこ
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と、離職率や職員の不足感が高いこと、施設規模が大きいこと等が、該当事例があることに寄

与していることが示唆された。ただし、寄与率及びモデルの適合度は低かった（「訪問系」「そ

の他居宅系」事業所を除いたのは、養護者による虐待事例との混同の可能性が排除できないた

め）。 
 

(2) 国が経年実施する調査の利活⽤や同調査への反映、施策展開等に関する提案 

   調査結果を踏まえて、国が経年実施する調査の利活用や同調査への反映、施策展開等に関す

る提案をとりまとめた。 
   国が経年実施する「法に基づく対応状況調査」については、本調査の結果が、法に基づく対

応状況調査で把握されている都道府県・市町村の体制や取り組みと、虐待事例に関する相談・

通報及び虐待判断事例の実態との関係を明らかにする際、両者の間を補完するものと考えられ

た。そのため、調査年度を合わせて、今後連結した分析を行うことを提案した。 
   施策展開については、本調査が義務化（正確には努力義務期間）の初年度の調査であること

を踏まえて、継続的な調査の必要性を提案した。 
   加えて、後述するように、本事業では調査結果を踏まえて体制整備を促す資料を作成してお

り、この活用の必要性を、活用の機会の確保を含めて提案した。 
   なお、これら一連の提案にあたっては、単に義務化に伴って形式的に充足されることを目指

すべきではないこと、また昨今の介護現場の状況にも配慮することが必要なことを付言した。 
 

(3) 体制整備の具体的⽅法等に関する資料作成 

   調査結果を踏まえながら検討委員会での議論を重ね、令和 3 年度介護報酬改定・基準省令改

正に伴う高齢者虐待防止体制整備の義務化において求められる、体制整備や取り組みの内容に

ついて、施設・事業所における虐待防止体制整備に具体的に参考となり、かつ保険者・監督権

者において集団指導等によって伝達すべき内容の参考ともなる事項を、具体例等を含めて整理

した。ただし、体制整備義務化は、正確には令和 6 年度からであり、その間は努力義務期間で

ある。したがって、この期間の初年度の調査データからの提案であること、完全義務化のタイ

ミングでの恒常的資料整備の必要性等を鑑み、完全に独立した冊子資料ではなく、事業報告書

の別冊として位置づけることとした。 
   名称は『施設・事業所における高齢者虐待防止のための体制整備―令和３年度基準省令改正

等に伴う体制整備の基本と参考例―［令和 4 年 3 月版］』とした。 
また、全体で「Ⅰ 高齢者虐待防止のために求められる体制整備の概要」と「Ⅱ 具体的な体

制整備にむけて」の 2 章構成とした。体裁は A4 版本文 2 色刷り 46 ページの冊子形態とし、

印刷版及び PDF 版を作成した。加えて、本文内容の Word 版も作成し、自治体等からの依頼

があった場合に提供できるようにした。 
さらに、集団指導等での利活用をしやすくするため、資料をダイジェスト化した短い動画、

及び動画に使用したスライド資料の作成・提供も併せて実施することとした。 
印刷版は都道府県・市町村、関係機関・団体等に送付するとともに、PDF 版は認知症介護研

究・研修仙台センターの web サイト「認知症介護情報ネットワーク（DCnet）」上で公開した

（https://www.dcnet.gr.jp/）。また、資料をダイジェスト化した動画資料を作成し、動画に使用

したスライドデータとともに、「認知症介護情報ネットワーク（DCnet）」から閲覧できるよう

にした。 
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【【報報告告書書別別冊冊資資料料のの概概要要】】

名称
施設・事業所における高齢者虐待防止のための体制整備

―令和 3 年度基準省令改正等に伴う体制整備の基本と参考例―［令和 4 年 3 月版］ 

体裁
A4 版本文 2 色刷り 46 ページの冊子形態 
（公表用として印刷版及び PDF 版、資料提供用に Word 版を作成） 

構成

ⅠⅠ  高高齢齢者者虐虐待待防防止止ののたためめにに求求めめらられれるる体体制制整整備備のの概概要要

１．高齢者虐待の防止

１）高齢者虐待防止法が施設・事業所に求める責務

２）基準省令等が求める体制整備（義務）

２．身体拘束に対する取り組みの適正化

１）身体拘束の禁止規定と高齢者虐待との関係

２）身体的拘束等の適正化の推進（身体拘束廃止未実施減算）

【注意】 高齢者虐待防止のための体制整備（義務）との関係

ⅡⅡ  具具体体的的なな体体制制整整備備ににむむけけてて

１．委員会組織の設置と運営

１）委員会組織の設置・運営の基本

２）具体的な取り組みにおける工夫の例

２．指針の策定と活用

１）指針の策定

２）指針の参考例

３）具体的な取り組みにおける工夫の例

３．研修の企画と運営

１）制度上求められている研修

２）研修の企画

３）研修の内容

４）研修の方法

５）具体的な取り組みにおける工夫の例
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第Ⅱ章 
介護保険施設・事業所における 
高齢者虐待防止に資する体制整備 
の状況等に関する調査 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 



 

 
 

 

 
令和 3 年度介護報酬・基準省令改定に伴い義務付けられた、虐待の発生・再発を防止するための

委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の選任の体制整備状況について、①令和 3 年度時

点での整備状況、②体制整備に影響する要因や体制整備がもたらす効果（アウトカム）や課題等に

ついて明らかにする。 
 
 
 

１）調査の名称 

介護保険施設・事業所における高齢者虐待防止に資する体制整備の状況等に関する調査 
 
 

２）調査対象 

全国のすべての介護保険サービス施設・事業所（介護給付サービス）、及び軽費老人ホーム・養

護老人ホームを調査対象とした。 
なお、省令改正の対象としては、予防給付に係るサービス等もすべて含まれるが、施設・事業

運営の実態上相当数の重複が見込まれることから、介護保険サービス施設・事業所については介

護給付分のみとした。また、介護保険サービス施設・事業所に含まれない有料老人ホームについ

ても、有料老人ホームの設置運営標準指導指針において同様の体制整備が求められているが、省

令改正に伴う義務化に対応する調査であることを鑑み、本調査の対象とはしなかった（ただし、

これらの施設・事業所において現状確認が不要ということではない）。 
 
 

３）調査手法 

本調査の対象となりうる施設・事業所数は、調査企画時の概算で 20 数万件に上っていた。これ

に対して、調査デザインとして、オンライン調査（web 調査）と郵送調査を併用した 10%程度の

抽出調査と、オンライン調査による悉皆調査の 2 案の間で検討委員会において議論が行われた。 
統計調査としての妥当性、対象サービス種別の確実な捕捉、施策上の必要性等の観点等から検

討が行われ、最終的に、オンライン調査の手法をとり、悉皆調査を目指すこととした。調査対象

施設・事業所には調査依頼とともに調査回答サイトの URL（もしくは QR コード）が送信・送付

され、各施設・事業所が回答サイトにアクセスし、直接入力して回答する形式とした。なお調査

依頼文書等において明示的には示さなかったが、問い合わせ等があった場合は、紙媒体もしくは

第Ⅱ章 
介護保険施設・事業所における高齢者虐待防止に資する
体制整備の状況等に関する調査 

１．目的 

２．方法 
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Excel ファイルに直接入力できる形式の調査票も用意し、対応した。なお、調査は自治体名・サ

ービス種別のみ選択回答を行う無記名式とした。

また、調査の依頼方法についても、客体数の多さを鑑みて検討が行われた。その結果、厚生労

働省を通じて各都道府県に周知依頼文書を送信し、必要に応じて市町村を経由して、管内の対象

施設・事業所に調査依頼文書を送信・送付するよう依頼した。なお、施設・事業所への調査依頼

文書の送信・送付にあたっては、オンライン調査の形式を鑑み、極力メール送信にて行うこと、

またその際のメール本文にも回答サイトの URL を示すよう依頼した。加えて、都道府県に対し

ては、客体数を確定させるため、調査依頼文書を送信・送付した施設・事業所数について、サー

ビス種別ごとに集計し、報告するよう依頼した。

４）調査内容

調査内容については、事務局にて素案を作成して検討委員会に諮り、必要に応じて意見聴取を

重ねて修正を行い、確定させた。

調査項目は大きくは 6 問に分かれており、各問の主な調査内容は、図表Ⅱ-2-1 に示すとおりと

した。なお、本報告書末に調査項目の詳細を示した。

なお、テスト環境における入力試行の結果を踏まえ、回答想定時間は 10～20 分とした。 

図表Ⅱ-2-1 調査項目の構成 
【問１】 施設・事業所等の基礎情報 
都道府県・市町村名、サービス種別、入所（利用）者数、開設年度、法人種別、併設・近接事業所 

【問２】 高齢者虐待防止に関する体制整備等の状況 
委員会組織の設置・開催状況、指針の策定状況、研修の実施状況、担当者の選任状況 

【問３】 身体拘束適正化に関する体制整備等の状況 
（基準省令により身体拘束が原則禁止とされている施設・事業所のみ回答） 
委員会組織の設置・開催状況、指針の策定状況、研修の実施状況、担当者の選任状況 

【問４】 高齢者虐待・身体拘束に関する状況 
高齢者虐待が疑われる事例の発生状況、身体拘束の実施状況、市町村・都道府県からの指導等の状況、体
制整備を進めるための課題等 

【問５】 施設・事業所における教育・研修の取り組み状況 
人材育成等の体制、職場内研修のテーマ、外部研修への職員派遣状況、外部研修の活用方法 

【問６】 組織運営上の取り組み・体制整備状況 
サービスの質担保・地域貢献等の取り組み、職員支援等のための体制、サービスの自己評価、職員の雇用状況

５）調査実施期間

令和 3 年 10 月 1 日～10 月末日とした。ただし、調査依頼方法に依拠して実質的な回答開始時

期に都道府県間で最大 2 週間程度の差が生じたこと等を鑑み、同年 11 月 15 日まで調査期間を延

長した。なお、調査期間延長時には、任意の対応ではあったものの、都道府県を通じて再度の回

答依頼及び期間延長の周知を依頼した。
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６）倫理的配慮 

調査は自治体名・サービス種別のみ選択回答を行う無記名式とし、問い合わせ等において回答

者が自ら入力しない限りは回答者を特定しないこととした。また問い合わせ等にメールを使用し

た場合も、回答サイト側からの送信が終了し次第、メールアドレス等の情報は破棄される仕様と

した。 
調査依頼文書及び回答サイト冒頭ページにおいて、上記の取扱方法とともに、回答は任意であ

り回答しないことによる不利益は生じないこと、当センターの規定及び倫理審査により認められ

た形式で情報管理を厳重に行うこと、回答データは施設・事業所及び個人が特定できないように

処理されることを説明した。また回答データを使用した調査結果については、報告書・成果物の

作成や関連学会、雑誌等での発表、当センターweb サイトでの公表等、研究目的のみに使用する

ことを示した。なお、本調査の結果の将来的な活用想定として、国が経年実施する高齢者虐待防

止法に基づく対応状況調査（法に基づく対応状況調査）と対応させた分析の実施を検討していた

ため、調査データをこの目的に使用すること（ただし自治体単位の代表値等を使用し、施設・事

業所ごとの個別回答は直接使用しない）をあらかじめ示した。また、都道府県ごとの集計値を算

出し、これを都道府県に報告する予定であることも示した。 
以上の説明の上で、回答をもって調査の同意と替えることとした。 
なお、これらの内容について、あらかじめ当センターが設置する倫理審査委員会の承認（番号：

21R04）を得て調査を実施した。 
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※以降の図表では、巻末資料に示す調査項目と対応した設問番号をタイトルもしくは図表内に示している。 

 

１）回答状況とサービス区分 

周知先全 206,621 施設事業所のうち、46,120 施設・事業所から回答が得られた。対象施設・事

業所に直接調査依頼を行ったわけではないため単純な回収率ではないものの、周知先数に対する

回答施設・事業所の割合は全体で 22.3%であった。ただし、長期入所・入居を伴う施設・事業所

では概ね高い割合であったものの、サービス種別により大きな差がみられた。（図表Ⅱ-3-1） 
なお、本調査で対象としたサービス種別は 28 に上るため、以降の集計・分析にあたっては、全

体の傾向をつかむためにサービス種別を区分することが必要となった。そのため、検討委員会で

の議論を踏まえて、基準省令をベースとした区分（サービス区分 1 とする）と、サービス提供方

法の実態による区分（サービス区分 2 とする）の 2 種類の区分を用いることとした。また、これ

らの区分ごとの回答施設・事業所数を示した。（図表Ⅱ-3-2、図表Ⅱ-3-3） 
 
 

２）その他基本属性（問 1） 

回答施設・事業所の基本属性として、回答日現在の入所（利用）者数、開設年度、法人の種別、

同一敷地内もしくは隣接した同一法人施設・事業所の有無と内訳について示した。なお、入所（利

用）者数及び開設年度は記述回答としたため、回答傾向も踏まえてカテゴリ化した。 
（図表Ⅱ-3-4～図表Ⅱ-3-7） 

 
 
 
  

３．結果 
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図表Ⅱ-3-1 回答状況 

サービス種別 
調査周知施設・事業所数（都
道府県からの報告による）* 

回答数・回答率** 
（全体の回答率以
上の種別に色付け） 

訪問介護 31,489  6,943  22.0% 
訪問入浴介護 1,529  180  11.8% 
訪問看護 11,842  2,495  21.1% 
訪問リハビリテーション 2,684  257  9.6% 
居宅療養管理指導 7,870  236  3.0% 
通所介護 21,683  5,499  25.4% 
通所リハビリテーション 5,753  846  14.7% 
短期入所生活介護 9,545  826  8.7% 
短期入所療養介護 2,694  56  2.1% 
福祉用具貸与 6,897  958  13.9% 
特定福祉用具販売 6,319  65  1.0% 
地域密着型通所介護 17,695  4,248  24.0% 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1,062  212  20.0% 
夜間対応型訪問介護 207  9  4.3% 
認知症対応型通所介護 3,481  531  15.3% 
小規模多機能型居宅介護 5,178  1,375  26.6% 
看護小規模多機能型居宅介護 753  214  28.4% 
認知症対応型共同生活介護 13,007  4,334  33.3% 
地域密着型特定施設 378  136  36.0% 
地域密着型介護老人福祉施設 2,099  893  42.5% 
居宅介護支援 34,602  7,852  22.7% 
特定施設入居者生活介護 4,318  1,575  36.5% 
介護老人福祉施設 7,730  3,515  45.5% 
介護老人保健施設 4,209  1,579  37.5% 
介護療養型医療施設 468  93  19.9% 
介護医療院 542  207  38.2% 
養護老人ホーム（特定施設以外） 726  359  49.4% 

軽費老人ホーム（特定施設以外） 1,861  627  33.7% 

合計 206,621  46,120  22.3% 
*厚生労働省から都道府県に対して調査の周知依頼を行った際、周知先施設・事業所数の報告を依頼した結果による。医療みなし事業所
全体に周知を行った思われる場合については、介護サービス情報の公表システムデータのオープンデータ（2021年 6月末時点）もしくは介護
給付費等実態統計（令和 2年度）により都道府県ごとに補正した。 
**延長後の調査期間終了時の回答数。回答率は周知施設・事業所数で除したもの。オンライン調査システム上、必須回答とした項目にすべ
て回答があったもののみが回答完了データとして扱われるため、回答数（率）と有効回答数（率）は同じである。 

 

  

13 



図表Ⅱ-3-2 集計・分析にあたってのサービス種別の区分 

サービス種別 サービス区分１
（基準省令ごとの区分） 

サービス区分２
（サービス提供方法による区分）

訪問介護 1 

居宅系サービス 

1 

訪問サービス 
訪問入浴介護 1 1 
訪問看護 1 1 
訪問リハビリテーション 1 1 
居宅療養管理指導 1 3 その他居宅系サービス 
通所介護 1 2 

通所サービス 
通所リハビリテーション 1 2 
短期入所生活介護 1 4 一時的な入所・入居を伴

うサービス 短期入所療養介護 1 4 
福祉用具貸与 1 3 

その他居宅系サービス 
特定福祉用具販売 1 3 
地域密着型通所介護 2 

地域密着型サービス 

2 通所サービス 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2 1 

訪問サービス 
夜間対応型訪問介護 2 1 
認知症対応型通所介護 2 2 通所サービス 
小規模多機能型居宅介護 2 4 一時的な入所・入居を伴

うサービス 看護小規模多機能型居宅介護 2 4 
認知症対応型共同生活介護 2 5 

長期入所・入居サービス 地域密着型特定施設 2 5 
地域密着型介護老人福祉施設 2 5 
居宅介護支援 3 居宅介護支援 3 その他居宅系サービス 
特定施設入居者生活介護 1 居宅系サービス 5 

長期入所・入居サービス 

介護老人福祉施設 4 

入所施設 

5 
介護老人保健施設 4 5 
介護療養型医療施設 4 5 
介護医療院 4 5 
養護老人ホーム（特定施設以外） 4 5 
軽費老人ホーム（特定施設以外） 4 5 

図表Ⅱ-3-3 区分ごとのケース数 

区分１（基準省令ごとの区分） 
ケース数 （構成割合） 調査周知数 （回答率） 

1 居宅系サービス 19,936 (43.2%) 112,623 (17.7%) 
2 地域密着型サービス 11,952 (25.9%) 43,860 (27.3%) 
3 居宅介護支援 7,852 (17.0%) 34,602 (22.7%) 
4 入所施設 6,380 (13.8%) 15,536 (41.1%) 
合計 46,120 (100%) 206,621 (22.3%) 
区分２（サービス提供方法による区分） 

ケース数 （構成割合） 調査周知数 （回答率） 
1 訪問サービス 10,096 (21.9%) 48,813 (20.7%) 
2 通所サービス 11,124 (24.1%) 48,612 (22.9%) 
3 その他居宅系サービス 9,111 (19.8%) 55,688 (16.4%) 
4 一時的な入所・入居を伴うサービス 2,471 (5.4%) 18,170 (13.6%) 
5 長期入所・入居サービス 13,318 (28.9%) 35,338 (37.7%) 
合計 46,120 (100%) 206,621 (22.3%) 
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図表Ⅱ-3-4 問 1_3) 回答⽇現在の入所（利⽤）者数 

  件数 （割合） 
～19人 13,155  (28.5%) 
20～29人 6,970  (15.1%) 
30～49人 7,249  (15.7%) 
50～79人 6,563  (14.2%) 
80人以上 8,774  (19.0%) 
無回答・不明 3,409  (7.4%) 

合計 46,120  (100%) 
 

図表Ⅱ-3-5 問 1_4) 開設年度 

  件数 （割合） 
介護保険施行前（～1999年） 6,118  (13.3%) 
第 1期（2000～2002年） 5,334  (11.6%) 
第 2期（2003～2005年） 5,300  (11.5%) 
第 3期（2006～2008年） 4,357  (9.4%) 
第 4期（2009～2011年） 4,564  (9.9%) 
第 5期（2012～2014年） 6,480  (14.1%) 
第 6期（2015～2017年） 5,735  (12.4%) 
第 7期以降（2018年～） 6,580  (14.3%) 
無回答・不明 1,652  (3.6%) 

合計 46,120  (100%) 
 

図表Ⅱ-3-6 問 1_5) 法人の種別 

  件数 （割合） 
民間企業（株式会社、有限会社等） 22,307  (48.4%) 
社会福祉協議会 1,613  (3.5%) 
社会福祉協議会以外の社会福祉法人 11,573  (25.1%) 
医療法人 6,657  (14.4%) 
NPO（特定非営利活動法人） 1,307  (2.8%) 
社団法人 578  (1.3%) 
財団法人   229  (0.5%) 
協同組合（農協・生協） 587  (1.3%) 
地方自治体（市町村、広域連合を含む） 333  (0.7%) 
その他 936  (2.0%) 

合計 46,120  (100%) 
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図表Ⅱ-3-7 問 1_6) 同一敷地内もしくは隣接した同一法人施設・事業所 
  件数 （割合） 
あり 27,507  (59.6%) 
なし 18,236  (39.5%) 
無回答・不明 377  (0.8%) 

合計 46,120  (100%) 
（「あり」の場合の内訳） 複数回答 (n=26,971) 
  件数 （割合） 
訪問介護 8,907  (33.0%) 
訪問入浴介護 557  (2.1%) 
訪問看護 4,169  (15.5%) 
訪問リハビリテーション 2,272  (8.4%) 
居宅療養管理指導 1,107  (4.1%) 
通所介護 8,569  (31.8%) 
通所リハビリテーション 3,571  (13.2%) 
短期入所生活介護 6,619  (24.5%) 
短期入所療養介護 1,891  (7.0%) 
福祉用具貸与 993  (3.7%) 
特定福祉用具販売 788  (2.9%) 
地域密着型通所介護 2,477  (9.2%) 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 735  (2.7%) 
夜間対応型訪問介護 113  (0.4%) 
認知症対応型通所介護 1,572  (5.8%) 
小規模多機能型居宅介護 1,711  (6.3%) 
看護小規模多機能型居宅介護 354  (1.3%) 
認知症対応型共同生活介護 3,561  (13.2%) 
地域密着型特定施設 145  (0.5%) 
地域密着型介護老人福祉施設 1,108  (4.1%) 
居宅介護支援 12,249  (45.4%) 
特定施設入居者生活介護 1,019  (3.8%) 
介護老人福祉施設 3,668  (13.6%) 
介護老人保健施設 1,673  (6.2%) 
介護療養型医療施設 142  (0.5%) 
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３）高齢者虐待防止のための体制整備の状況とその内容（問 2）

高齢者虐待防止に向けた体制整備や取り組みの状況に関して、今年度（令和３年度）の実施・

整備状況（予定含む）を尋ねた。結果は以下のとおりであった。

(1) 体制整備 4項目全体の整備状況

○設問としては個別に尋ねていた、省令改正により求められた体制整備 4 項目（委員会、指針、

研修、担当者）について整備の有無とその組み合わせを集計した。その結果、4 項目すべて

を整備している施設・事業所の割合は 32.7%、すべて未整備の割合は 14.9%であった。

（図表Ⅱ-3-8） 
○サービス区分ごとに同様の集計を行い比較したところ、いずれの区分においても群間の差が

あり（Kruskal-Wallis 検定, p < .001）、入所や入居を伴うサービス種別のグループで整備項

目数が多い傾向がみられた。（図表Ⅱ-3-9～図表Ⅱ-3-11）
○上記の整理を、個々のサービス種別ごとにも集計した。（図表Ⅱ-3-12）

図表Ⅱ-3-8 問 2 体制整備 4項目（委員会、指針、研修、担当者）の整備状況 

小区分ごと 区分ごと 

件数 割合 件数 割合 

4項目とも整備 15,088 32.7% 15,088 32.7% 

3項目整備 

委員会＋指針＋研修 1,165 2.5% 

8,187 17.8% 
委員会＋指針＋担当者 2,217 4.8% 

委員会＋研修＋担当者 2,488 5.4% 

指針＋研修＋担当者 2,317 5.0% 

2項目整備 

委員会＋指針 294 0.6% 

7,883 17.1% 

委員会＋研修 597 1.3% 

委員会＋担当者 1,189 2.6% 

指針＋研修 1,790 3.9% 

指針＋担当者 1,186 2.6% 

研修＋担当者 2,827 6.1% 

1項目整備 

委員会 392 0.8% 

8,101 17.6% 
指針 994 2.2% 

研修 3,855 8.4% 

担当者 2,860 6.2% 

すべて未整備 6,861 14.9% 6,861 14.9% 

合計 46,120 100% 46,120 100% 
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(2) 虐待の防止のための対策を検討する委員会（虐待防止検討委員会等）組織の設置・開催 

○虐待の防止のための対策を検討する委員会組織（虐待防止検討委員会等）の設置の有無につ

いて、組織の名称に関わらず、虐待の防止対策を検討する役割をになうものであれば、「設置

している」に含めることとして回答を求めた。その結果、全体として「設置している」が 50.8%、

「現時点で設置していないが今年度（令和 3 年度）中に設置する予定」が 17.2%、「現時点で

設置しておらず今年度中に設置する予定はない」が 17.5%、「未定もしくは不明」が 14.5%で

あった。またこの結果についてサービス区分による比較を行ったところ、いずれの区分にお

いても群間の差があり（χ2 検定, p < .001）、入所や入居を伴うサービス種別のグループで

「設置している」とする割合が高い傾向がみられた。（図表Ⅱ-3-13～図表Ⅱ-3-15） 
○委員会組織を「設置している」場合については、委員会の設置時期、開催頻度、検討するこ

ととしている事項、一体的に設置・運営している委員会、委員会の構成員についても尋ねた。

また、委員会組織の設置・運営において工夫したことや効果が認められた取り組み等につい

て、自由記述により回答を求めた（自由記述部分については、指針・研修等とともに別途報

告する）。 
○委員会の設置時期については、全体として「平成 30 年度以前」が 51.6%、「平成 30 年度～

令和 2 年度 」が 23.8%、「令和 3 年度（今年度）」が 20.6%、「不明」が 4.0%であった。また

この結果についてサービス区分による比較を行ったところ、いずれの区分においても群間の

差があり（χ2検定, p < .001）、入所や入居を伴うサービス種別のグループで「平成 30 年度

以前」とする割合が高い傾向がみられた。（図表Ⅱ-3-16） 
○委員会の開催頻度については、全体としてもっとも多いのが「年 7 回以上」で 24.5%、次い

で多いのが「年 4 回（3 ヶ月に 1 回）程度」で 22.7%であった。また、「定期的には開催して

いない」が 11.8%みられた。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で延期・中止したもの

については、頻度に含めて回答することとした。この結果についてサービス区分による比較

を行ったところ、いずれの区分においても群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。 
（図表Ⅱ-3-17） 

○委員会において検討することとしている事項について、解釈通知をもとに選択肢を構成して

複数回答形式で尋ねたところ、全体としてもっとも多いのが「虐待の防止のための職員研修

の内容に関すること」で 87.7%であり、もっとも少ないのは「再発の防止策を講じた際に、

その効果についての評価に関すること」で 48.2%であった。なお、必要が生じた場合に検討

することとしている事項も含めて回答するよう求めた。この結果について、選択肢ごとにサ

ービス区分による比較を行ったところ、いずれの区分においても群間の差が認められた（χ2

検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-18） 
○一体的に設置・運営している委員会について、委員会の主従の関係は問わないこととして複

数回答形式で尋ねたところ、全体としてもっとも多いのが「身体拘束の適正化のための対策

を検討する委員会」で 70.8%、次いで多いのが「事故防止、安全管理等に関する委員会」の

61.2%、「感染症等の対策のための委員会」の 55.9%であった。単独で設置・運営していると

の回答は 6.3%であった。この結果について、選択肢ごとにサービス区分による比較を行った

ところ、いずれの区分でも群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-19） 
○委員会の構成員について複数回答形式で尋ねたところ、全体としてもっとも多いのが「施設

長・管理者等の施設・事業所の責任者」で 91.8%、次いで多いのが「リーダー・主任等、ケ

アチーム単位の責任者」の 65.8%、「看護職員」の 57.4%であった。この結果について、選択

肢ごとにサービス区分による比較を行ったところ、いずれの区分でも回答数がごく少数の選

択肢を除いて群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-20）
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(3) 虐待の防止のための指針の策定 

○虐待の防止のための指針の策定の有無について、名称に関わらず、虐待防止に関する方針や

手続き、組織等について定めているものがあれば「策定している」に含めることとして回答

を求めた。その結果、全体として「策定している」が 54.3%、「現時点で策定していないが今

年度（令和 3 年度）中に策定する予定」が 21.3%、「現時点で策定しておらず今年度中に策定

する予定はない」が 12.1%、「未定もしくは不明」が 12.2%であった。またこの結果について

サービス区分による比較を行ったところ、いずれの区分においても群間の差があり（χ2検定, 
p < .001）、入所や入居を伴うサービス種別のグループで「設置している」とする割合が高い

傾向がみられた。（図表Ⅱ-3-21～図表Ⅱ-3-23） 
○指針を「策定している」場合については、指針の策定時期、及び指針に含まれている項目に

ついても尋ねた。また、指針の策定・運用において工夫したことや効果が認められた取り組

み等について、自由記述により回答を求めた（自由記述部分については、委員会・研修等と

ともに別途報告する）。 
○指針の策定時期については、全体として「平成 30 年度以前」が 54.2%、「平成 30 年度～令

和 2 年度」が 24.6%、「令和 3 年度（今年度）」が 17.5%、「不明」が 3.6%であった。またこ

の結果についてサービス区分による比較を行ったところ、いずれの区分においても群間の差

が認められた（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-24） 
○指針に含まれている項目について、解釈通知をもとに選択肢を構成して複数回答形式で尋ね

たところ、全体としてもっとも多いのが「施設・事業所における虐待の防止に関する基本的

考え方」で 94.5%であり、次いで多いのが「虐待の防止のための職員研修に関する基本方針」

の 81.1%、「虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針」の 79.8%、「虐待等が発生

した場合の相談・報告体制に関する事項」の 79.8%であった。この結果について、選択肢ご

とにサービス区分による比較を行ったところ、いずれの区分においても群間の差が認められ

た（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-25） 
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(4) 虐待の防止のための従業者に対する研修（職場内研修）の実施状況

○虐待の防止のための従業者に対する研修実施の有無について回答を求めた。その結果、全体

として「実施している」が 65.3%、「現時点で実施していないが今年度（令和 3 年度）中に実

施する予定」が 18.0%、「現時点で実施しておらず今年度中に実施する予定はない」が 8.5%、

「未定もしくは不明」が 8.2%であった。またこの結果についてサービス区分による比較を行

ったところ、いずれの区分においても群間の差があり（χ2検定, p < .001）、入所や入居を伴

うサービス種別のグループで「設置している」とする割合が高い傾向がみられた。

（図表Ⅱ-3-26～図表Ⅱ-3-28） 
○研修を「実施している」場合については、身体拘束適正化に関する研修との一体的実施の有

無、研修の開始時期、実施回数、受講率、1 回あたりの時間、職員の新規採用時の実施、実

施形態、研修内容、実施内容に関する記録、開催方法に関する工夫についても尋ねた。また、

研修の企画・運営において工夫したことや効果が認められた取り組み等について、自由記述

により回答を求めた（自由記述部分については、指針・研修等とともに別途報告する）。

○身体拘束適正化に関する研修との一体的実施の有無については、全体として「該当する」が

80.2%を占めていた。サービス区分による比較を行ったところ、いずれの区分においても群

間の差があり（χ2検定, p < .001）、入所や入居を伴うサービス種別のグループで「該当する」

とする割合が高い傾向がみられた。（図表Ⅱ-3-29）
○研修の開始時期については、全体として「平成 30 年度以前」が 62.1%、「平成 30 年度～令

和 2 年度」が 25.3%、「令和 3 年度（今年度）」が 9.2%、「不明」が 3.4%であった。またこの

結果についてサービス区分による比較を行ったところ、いずれの区分においても群間の差が

あり（χ2検定, p < .001）、入所や入居を伴うサービス種別のグループで「平成 30 年度以前」

とする割合が高い傾向がみられた。（図表Ⅱ-3-30）
○研修の実施回数については、全体としてもっとも多いのが「年 1 回程度」で 42.4%、次いで

多いのが「年 2 回（半年に 1 回）程度」で 36.7%であった。また、「定期的には開催していな

い」が 5.4%みられた。なお、同一内容・同一対象者の研修を期日や時間帯をずらして複数回

実施している場合は併せて 1 回として計上し、新型コロナウイルス感染症の影響で延期・中

止したものについては頻度に含めて回答することとした。この結果についてサービス区分に

よる比較を行ったところ、いずれの区分においても群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。
（図表Ⅱ-3-31）

○研修の受講率（研修を受講した、もしくは受講予定の職員の、全職員に占める割合を概算で

回答）については、全体としてもっとも多いのが「9 割以上」で 53.2%、次いで多いのが「7
～8 割程度」で 26.3%であった。この結果についてサービス区分による比較を行ったところ、

いずれの区分においても群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-32）
○研修 1 回あたりの時間（実施回によって異なる場合は平均的な時間を回答）については、全

体としてもっとも多いのが「30 分以上 1 時間未満」で 57.6%、次いで多いのが「30 分未満」

で 26.4%であった。この結果についてサービス区分による比較を行ったところ、いずれの区

分においても群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-33）
○職員の新規採用時の研修実施については、全体として「定期開催の研修時に実施」が 45.3%、

「新規採用者むけに研修を実施（採用者用の一連の研修に含まれる場合を含む）」が 45.0%と

拮抗していた。この結果についてサービス区分による比較を行ったところ、いずれの区分に

おいても群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-34）
○研修の実施形態として含まれるものを複数回答形式で尋ねたところ、全体としてもっとも多

いのが「講義（施設・事業所、法人内職員が講師のもの）」で 79.0%であり、次いで多いのが

34 



 

 
 

「事例検討」の 42.8%、「グループ討論」の 31.3%であった。この結果について、選択肢ごと

にサービス区分による比較を行ったところ、いずれの区分においても群間の差が認められた

（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-35） 
○研修内容に含まれるものについて、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関係するもの、

養護者による高齢者虐待に関係するものの別に、複数回答形式で尋ねた。養介護施設従事者

等による高齢者虐待に関係するものについては、全体としてもっとも多いのは「高齢者虐待

の定義や具体例」で 82.9%、次いで多いのは「『不適切ケア』『不適切対応』等」の 71.1%で

あった。養護者による高齢者虐待に関係するものについては、もっとも多いのは「高齢者虐

待の定義や具体例」で 58.6%、次いで多いのは「市町村の通報窓口」の 52.6%であった。こ

の結果について、選択肢ごとにサービス区分による比較を行ったところ、ほとんどの選択肢

において、いずれの区分でも群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。 
（図表Ⅱ-3-36，図表Ⅱ-3-37） 

○研修の実施内容に関する記録については、全体として「記録している」が 93.4%を占めて

いた。サービス区分による比較を行ったところ、いずれの区分においても群間の差が認めら

れた（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-38） 
○研修の開催方法に関する工夫について複数回答形式で尋ねたところ、全体としてもっとも多

いのが「身体拘束適正化に関する研修会と一体的に開催」で 55.9%、次いで多いのが「法人

内の複数事業所での合同開催」の 41.3%であった。この結果について、選択肢ごとにサービ

ス区分による比較を行ったところ、いずれの区分でも群間の差が認められた（χ2 検定, p 
< .001）。（図表Ⅱ-3-39） 
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0.
6%

 
31

 
0.

5%
 

6,
27

3 
10

0%
 

その
他
居
宅
系

 
サ
ー
ビス

84
9 

23
.5

%
 

1,
97

3 
54

.6
%

 
49

7 
13

.8
%

 
19

4 
5.

4%
 

89
 

2.
5%

 
9 

0.
2%

 
3,

61
1 

10
0%

 

一
時
的
な入

所
・ 

入
居
を伴
うサ
ービ
ス 

49
1 

27
.0

%
 

1,
02

6 
56

.4
%

 
22

8 
12

.5
%

 
50

 
2.

8%
 

12
 

0.
7%

 
11

 
0.

6%
 

1,
81

8 
10

0%
 

長
期
入
所
・ 

入
居
サ
ー
ビス

 
2,

94
2 

27
.3

%
 

6,
28

3 
58

.3
%

 
1,

19
8 

11
.1

%
 

24
1 

2.
2%

 
63

 
0.

6%
 

49
 

0.
5%

 
10

,7
76

 
10

0%
 

全
体

 
7,

36
2 

26
.4

%
 

16
,0

70
 

57
.6

%
 

3,
29

8 
11

.8
%

 
79

5 
2.

8%
 

24
4 

0.
9%

 
12

7 
0.

5%
 

27
,8

96
 

10
0%
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問
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⑥

 職
員
の
新
規
採
⽤
時
の
研
修
実
施
×
サ
ー
ビ
ス
区
分

 

  

問
2_

3)
⑥

 職
員
の
新
規
採
用
時
の
研
修
実
施

 

χ2
検
定

 
1.
新
規
採
用
者
む
け
に
研
修

を実
施
（
※
採
用
者
用
の
一
連
の

研
修
に
含
まれ
る場

合
を含

む
）

 

2.
定
期
開
催
の

 
研
修
時
に
実
施

 
3.
実
施
して
い
な
い

 
4.
その
他

 
合
計

 

件
数

 
割
合

 
件
数

 
割
合

 
件
数

 
割
合

 
件
数

 
割
合

 
件
数

 
割
合

 
P
値

 

サ ー ビ ス 区 分 １ 

︵ 基 準 省 令 ご と の 区 分 ︶ 

居
宅
系
サ
ー
ビス

 
4,

59
9 

40
.9

%
 

5,
53

1 
49

.2
%

 
83

7 
7.

5%
 

26
4 

2.
4%

 
11

,2
31

 
10

0%
 

<
0.

00
1*

* 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビス

 
3,

70
6 

45
.2

%
 

3,
74

8 
45

.7
%

 
56

1 
6.

8%
 

18
7 

2.
3%

 
8,

20
2 

10
0%

 
 

居
宅
介
護
支
援

 
1,

06
9 

33
.2

%
 

1,
55

7 
48

.4
%

 
33

7 
10

.5
%

 
25

6 
8.

0%
 

3,
21

9 
10

0%
 

 

入
所
施
設

 
3,

09
7 

61
.3

%
 

1,
71

2 
33

.9
%

 
19

3 
3.

8%
 

53
 

1.
0%

 
5,

05
5 

10
0%

 
 

全
体

 
12

,4
71

 
45

.0
%

 
12

,5
48

 
45

.3
%

 
1,

92
8 

7.
0%

 
76

0 
2.

7%
 

27
,7

07
 

10
0%

 
 

サ ー ビ ス 区 分 ２ 

︵ サ ー ビ ス 提 供 方 法 に よ る 区 分 ︶ 

訪
問
サ
ー
ビス

 
1,

98
4 

36
.8

%
 

2,
82

4 
52

.4
%

 
42

0 
7.

8%
 

15
7 

2.
9%

 
5,

38
5 

10
0%

 <
0.

00
1*

* 

通
所
サ
ー
ビス

 
2,

30
3 

37
.0

%
 

3,
22

5 
51

.8
%

 
54

8 
8.

8%
 

15
4 

2.
5%

 
6,

23
0 

10
0%

 
 

その
他
居
宅
系
サ
ー
ビス

 
1,

19
7 

33
.5

%
 

1,
72

6 
48

.3
%

 
36

1 
10

.1
%

 
28

6 
8.

0%
 

3,
57

0 
10

0%
 

 

一
時
的
な
入
所
・ 

入
居
を伴

うサ
ー
ビス

 
86

4 
47

.9
%

 
80

0 
44

.3
%

 
10

9 
6.

0%
 

31
 

1.
7%

 
1,

80
4 

10
0%

 
 

長
期
入
所
・入
居
サ
ー
ビス

 
6,

12
3 

57
.1

%
 

3,
97

3 
37

.1
%

 
49

0 
4.

6%
 

13
2 

1.
2%

 
10

,7
18

 
10

0%
 

 

全
体

 
12

,4
71

 
45

.0
%

 
12

,5
48

 
45

.3
%

 
1,

92
8 

7.
0%

 
76

0 
2.

7%
 

27
,7

07
 

10
0%
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問
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 研
修
の
実
施
形
態
×
サ
ー
ビ
ス
区
分

 
問

2_
3)
⑦

 研
修
の
実
施
形
態

 
1.
講
義
（
施
設
・

事
業
所
、
法
人
内

職
員
が
講
師
の
も

の
）

 

2.
グ
ル
ー
プ
討
論

 
3.
事
例
検
討

 
4.
ロ
ー
ル
プ
レ

イ
、
実
演
等

 
5.
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
・
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
等
の
記
入
・
解

説
 

6.
職
場
内
で
の
取

り
組
み
等
の
報

告
・
発
表

 

7.
e
ラ
ー
ニ
ン
グ

や
オ
ン
ラ
イ
ン
講

座
・
教
材
等

 

8.
動
画
教
材
・
録

画
資
料
等
の
視
聴

 
9.
外
部
講
師
の
招

へ
い

 
10

.そ
の
他

 

件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
n 

サ ー ビ ス 区 分 １

︵ 基 準 省 令 ご と の 区 分 ︶

居
宅
系
サ
ー
ビス

 
8,

70
8 

3,
33

3 
4,

73
2 

94
3 

2,
51

6 
2,

46
7 

1,
70

7 
1,

99
5 

94
0 

42
5 

11
,2
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(7
7.

5%
) 

(2
9.

7%
) 

(4
2.

1%
) 
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) 
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4%
) 
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) 

(1
5.
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) 

(1
7.

8%
) 
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.4

%
) 

(3
.8

%
) 

地
域
密
着
型

 
サ
ー
ビス

6,
52

5 
2,

81
3 

3,
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9 
77

5 
2,

19
2 

2,
05

0 
1,

15
3 

1,
35

5 
62

6 
33

2 
8,

21
8 

(7
9.

4%
) 

(3
4.

2%
) 

(4
6.

0%
) 

(9
.4

%
) 

(2
6.

7%
) 

(2
4.

9%
) 

(1
4.

0%
) 

(1
6.

5%
) 

(7
.6

%
) 

(4
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%
) 

居
宅
介
護
支
援

 
2,

36
5 

84
0 

1,
17

0 
18

9 
52

9 
60

1 
51

6 
48

4 
28

8 
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3 
3,

22
6 

(7
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3%
) 

(2
6.

0%
) 

(3
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) 

(5
.9

%
) 

(1
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4%
) 

(1
8.

6%
) 

(1
6.

0%
) 

(1
5.
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) 

(8
.9

%
) 

(6
.3

%
) 

入
所
施
設

 
4,

33
3 

1,
70

9 
2,

20
8 

56
5 

1,
44

6 
1,

03
6 

92
9 

1,
22

3 
58

5 
17

4 
5,

06
6 

(8
5.

5%
) 

(3
3.

7%
) 

(4
3.

6%
) 

(1
1.

2%
) 

(2
8.

5%
) 

(2
0.

5%
) 

(1
8.

3%
) 

(2
4.

1%
) 

(1
1.

5%
) 

(3
.4

%
) 

全
体

 
21

,9
31

 
8,

69
5 

11
,8

89
 

2,
47

2 
6,

68
3 

6,
15

4 
4,

30
5 

5,
05

7 
2,

43
9 

1,
13

4 
27

,7
49

 

(7
9.

0%
) 

(3
1.

3%
) 

(4
2.

8%
) 

(8
.9

%
) 

(2
4.

1%
) 

(2
2.

2%
) 

(1
5.

5%
) 

(1
8.

2%
) 

(8
.8

%
) 

(4
.1

%
) 

χ2
乗
検
定

 
P
値

 
<

0.
00

1*
* 

<
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00
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* 
<

0.
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* 

<
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<
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* 

<
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00
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* 
<

0.
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* 

<
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00
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* 
<

0.
00
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* 

<
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00
1*

* 

サ ー ビ ス 区 分 ２ 

︵ サ ー ビ ス 提 供 方 法 に よ る 区 分 ︶

訪
問
サ
ー
ビス

 
4,

05
9 

1,
55

4 
2,

23
0 

43
4 

1,
16

3 
1,

16
1 

80
3 

93
7 

43
0 

21
6 

5,
38

7 

(7
5.

3%
) 

(2
8.

8%
) 

(4
1.

4%
) 

(8
.1

%
) 

(2
1.

6%
) 

(2
1.

6%
) 

(1
4.

9%
) 

(1
7.

4%
) 

(8
.0

%
) 

(4
.0

%
) 

通
所
サ
ー
ビス

 
4,

83
4 

1,
90

6 
2,

54
4 

52
9 

1,
20

3 
1,

35
4 

80
2 

98
0 

48
0 

26
1 

6,
23

3 

(7
7.

6%
) 

(3
0.

6%
) 

(4
0.

8%
) 

(8
.5

%
) 

(1
9.

3%
) 

(2
1.

7%
) 

(1
2.

9%
) 

(1
5.

7%
) 

(7
.7

%
) 

(4
.2

%
) 

その
他
居
宅
系

 
サ
ー
ビス

2,
60

0 
92

0 
1,

30
6 

07
 

55
7 

66
4 

57
5 

54
0 

31
4 

22
1 

3,
58

0 

(7
2.

6%
) 

(2
5.

7%
) 

(3
6.

5%
) 

(5
.8

%
) 

(1
5.

6%
) 

(1
8.

5%
) 

(1
6.

1%
) 

(1
5.

1%
) 

(8
.8

%
) 

(6
.2

%
) 

一
時
的
な
入
所
・ 

入
居
を伴

うサ
ー
ビス

 
1,

54
2 

58
2 

77
3 

16
2 

49
5 

41
8 

26
5 

33
2 

17
0 

48
 

1,
80

8 

(8
5.

3%
) 

(3
2.

2%
) 

(4
2.

8%
) 

(9
.0

%
) 

(2
7.

4%
) 

(2
3.

1%
) 

(1
4.

7%
) 

(1
8.

4%
) 

(9
.4

%
) 

(2
.7

%
) 

長
期
入
所
・ 

入
居
サ
ー
ビス

 
8,

89
6 

3,
73

3 
5,

03
6 

1,
14

0 
3,

26
5 

2,
55

7 
1,

86
0 

2,
26

8 
1,

04
5 

38
8 

10
,7

41
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2.

8%
) 

(3
4.

8%
) 

(4
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) 

(1
0.
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) 

(3
0.

4%
) 

(2
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) 

(1
7.

3%
) 

(2
1.

1%
) 

(9
.7

%
) 

(3
.6

%
) 

全
体

 
21

,9
31

 
8,

69
5 

11
,8

89
 

2,
47

2 
6,

68
3 

6,
15

4 
4,

30
5 

5,
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7 
2,
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9 

1,
13

4 
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,7
49
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(3
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3%
) 

(4
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) 
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.9

%
) 

(2
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) 
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) 

(1
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) 

(1
8.
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) 

(8
.8

%
) 

(4
.1

%
) 

χ2
乗
検
定

 
P
値

 
<

0.
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* 

<
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* 
<
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* 
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* 
<

0.
00

1*
* 
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* 

<
0.

00
1*

* 
<

0.
00

1*
* 

<
0.

00
1*

* 

44 



 

  図
表
Ⅱ

-3
-3

6 
問

2_
3)
⑧

 研
修
内
容

 A
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介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
関
す
る
も
の
×
サ
ー
ビ
ス
区
分

 

 

問
2_

3)
⑧

 研
修
内
容

 A
:養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よる
高
齢
者
虐
待
に
関
す
るも
の

 

  

1.
高
齢
者

虐
待
防
止

法
の
概
要

 

2.
高
齢
者

虐
待
の
定

義
や
具
体

例
 

3.
施
設
・

事
業
所
の

責
務
や
責

任
、
義
務

 

4.
高
齢
者

虐
待
防
止

法
に
基
づ

く
通
報
義

務
及
び
関

連
事
項

 

5.
高
齢
者

虐
待
の
発

生
要
因
や

背
景

 

6.
高
齢
者

虐
待
の
防

止
策

 

7.
虐
待

（
疑
い
事

例
を
含

む
）
発
生

時
の
対
応

方
法

 

8.
「
不
適

切
ケ
ア
」

「
不
適
切

対
応
」
等

 

9.
身
体
拘

束
と
の
関

係
 

10
.身
体
拘

束
の
適
正

化
・
廃
止

等
に
関
す

る
事
項

 

11
.高
齢
者

の
権
利
擁

護
 

12
.コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン

ス
（
法
令

順
守
）

 

13
.職
業
倫

理
・
サ
ー

ビ
ス
理
念

等
 

14
.事
故
防

止
・
リ
ス

ク
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
等

 

15
.ス
ト
レ

ス
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
・

メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
等

 

16
.苦
情
対

応
 

17
.接
遇
・

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ

ン
 

18
.ア
セ
ス

メ
ン
ト
・

ケ
ア

 

19
.職
員
間

の
連
携

 
20

.そ
の
他

 
21

.養
介
護

施
設
従
事

者
等
に
よ

る
高
齢
者

虐
待
に
関

す
る
内
容

は
含
ん
で

い
な
い

 

件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
n 

サ ー ビ ス 区 分 １ ︵ 基 準 省 令 ご と の 区 分 ︶ 

居
宅
系
サ
ー
ビス

 
7,

60
3 

8,
86

8 
6,

81
5 

6,
45

1 
7,

32
4 

7,
50

5 
6,

39
6 

7,
14

6 
7,

26
4 

6,
25

4 
6,

02
2 

6,
51

9 
5,

22
6 

6,
78

1 
3,

82
1 

5,
20

3 
6,

43
0 

2,
50

2 
4,

84
0 

32
6 

10
5 

10
,9

04
 

(6
9.

7%
) 

(8
1.

3%
) 

(6
2.

5%
) 

(5
9.

2%
) 

(6
7.

2%
) 

(6
8.

8%
) 

(5
8.

7%
) 

(6
5.

5%
) 

(6
6.

6%
) 

(5
7.

4%
) 

(5
5.

2%
) 

(5
9.

8%
) 

(4
7.

9%
) 

(6
2.

2%
) 

(3
5.

0%
) 

(4
7.

7%
) 

(5
9.

0%
) 

(2
2.

9%
) 

(4
4.

4%
) 

(3
.0

%
) 

(1
.0

%
) 

 

地
域
密
着
型

 
サ
ー
ビス

 
5,

58
1 

6,
73

7 
5,

23
8 

4,
72

2 
5,

67
7 

5,
69

6 
4,

57
0 

6,
27

9 
5,

93
1 

5,
46

5 
4,

77
4 

4,
58

6 
3,

68
4 

5,
15

8 
2,

94
3 

3,
42

4 
4,

65
0 

2,
08

0 
3,

84
7 

24
0 

21
 

8,
05

1 

(6
9.

3%
) 

(8
3.

7%
) 

(6
5.

1%
) 

(5
8.

7%
) 

(7
0.

5%
) 

(7
0.

7%
) 

(5
6.

8%
) 

(7
8.

0%
) 

(7
3.

7%
) 

(6
7.

9%
) 

(5
9.

3%
) 

(5
7.

0%
) 

(4
5.

8%
) 

(6
4.

1%
) 

(3
6.

6%
) 

(4
2.

5%
) 

(5
7.

8%
) 

(2
5.

8%
) 

(4
7.

8%
) 

(3
.0

%
) 

(0
.3

%
) 

 

居
宅
介
護
支
援

 
2,

16
6 

2,
42
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(5) 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者

○虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の選任状況について、一部複数回答

を許して尋ねたところ、「虐待防止検討委員会の責任者と同一の職員を担当者として定めて

いる」が 49.1%、「委員会の責任者以外の職員を担当者として定めている」が 18.2%、「担当

者は定めていない」が 30.4%、「不明」が 4.4%であった。前二者は重複可能であるため、こ

れらを統合して、担当者選任の有無を再集計したところ、「定めている」場合が 65.4%であっ

た。またこの結果についてサービス区分による比較を行ったところ、いずれの区分において

も群間の差があり（χ2検定, p < .001）、入所や入居を伴うサービス種別のグループで「定め

ている」とする割合が高い傾向がみられた。（図表Ⅱ-3-40～図表Ⅱ-3-43）
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４）身体拘束適正化のための体制整備の状況とその内容（問 3） 

基準省令等において身体拘束が原則禁止とされている、下記のサービス種別に限って、身体拘

束適正化に向けた体制整備や取り組みの状況に関して、今年度（令和３年度）の実施・整備状況

（予定含む）を尋ねた。結果は以下のとおりであった。 
 
【対象サービス種別】 
・特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） ※地域密着型を含む 
・介護老人保健施設        
・介護療養型医療施設        
・介護医療院 
・特定施設入居者生活介護 ※地域密着型を含む 
・グループホーム（認知症対応型共同生活介護） 
・ショートステイ（短期入所生活介護、短期入所療養介護） 
・小規模多機能型居宅介護     
・看護小規模多機能型居宅介護 
・養護老人ホーム         
・軽費老人ホーム     
（ショートステイ以下は本問の体制整備を要件とする報酬減算「身体拘束廃止未実施減算」

の対象ではないものの、原則禁止の規定があることから対象に含めた。） 
 
○身体拘束の適正化のための対策を検討する委員会組織（身体拘束適正化委員会等）の設置・

開催について、新型コロナウイルス感染症の影響で延期・中止したものについては、「開催」

に含めることとして回答を求めた。その結果、「設置しており、定期的（3 ヶ月に 1 回以上の

ペース）に開催している」が、全体では 82.0%、身体拘束廃止未実施減算の適用対象サービ

ス種別では 89.1%であった。この「設置しており、定期的（3 ヶ月に 1 回以上のペース）に

開催している」に該当するか否かについて、サービス種別間の比較を行ったところ、有意な

差が認められた（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-44） 
○身体拘束適正化のための指針の策定状況については、「策定している」が、全体では 90.7%、

身体拘束廃止未実施減算の適用対象サービス種別では 94.1%であった。この「策定している」

に該当するか否かについて、サービス種別間の比較を行ったところ、有意な差が認められた

（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-45） 
○身体拘束適正化のための研修実施の有無と開催頻度について、新型コロナウイルス感染症の

影響で延期・中止したものについては、「開催」に含めることとして回答を求めた。その結果、

「研修を定期的（年 2 回以上）に実施している」が、全体では 73.5%、身体拘束廃止未実施

減算の適用対象サービス種別では 79.3%であった。この「研修を定期的（年 2 回以上）に実

施している」に該当するか否かについて、サービス種別間の比較を行ったところ、有意な差

が認められた（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-46） 
○上記で「研修を定期的（年 2 回以上）に実施している」としたケースについては、虐待の防

止に関する研修との一体的実施の有無についても尋ねた。その結果、一体的実施に該当する

場合が、全体では 84.4%、身体拘束廃止未実施減算の適用対象サービス種別では 84.2%であ

った。この該当するか否かについて、サービス種別間の比較を行ったところ、有意な差が認

められた（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-47） 
○身体拘束適正化に関する措置を適切に実施するための担当者の選任状況について、一部複数

回答を許して尋ねたところ、「身体拘束適正化委員会の責任者と同一の職員を担当者として

定めている」が 73.0%、「委員会の責任者以外の職員を担当者として定めている」が 19.2%、
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「担当者は定めていない」が 10.0%、「不明」が 1.3%であった。前二者は重複可能であるた

め、これらを統合して、担当者選任の有無を再集計したところ、「定めている」場合が全体で

88.7%、身体拘束廃止未実施減算の適用対象サービス種別では 91.8%であった。またこの結

果についてサービス種別間の比較を行ったところ、有意な差が認められた（χ2検定, p < .001）。 
（図表Ⅱ-3-48、図表Ⅱ-3-49） 

○なお、委員会組織の設置・運営、指針の策定・運用、研修の企画・運営については、「工夫し

たことや効果が認められた取り組み等」について自由記述による回答を求めた。これらにつ

いては、本章内で別途報告する。
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５）高齢者虐待や身体拘束に関係する状況（問 4） 

各施設・事業所における高齢者虐待や身体拘束に関係する状況に関して、発生実態等を尋ねた。

結果は以下のとおりであった。 
 

(1) 職員による高齢者虐待（養介護施設従事者等による高齢者虐待）が疑われる事例の発生状況 

○昨年度（令和２年度：令和 2 年 4 月 1 日以降）から回答日現在までの、当該施設・事業所職

員による高齢者虐待（養介護施設従事者等による高齢者虐待）が疑われる事例の発生状況に

ついて、複数回答形式で該当する状況の有無を尋ねた。選択肢は、「該当する事例はなかった」

「虐待の疑い・可能性があったが、市町村等への通報には至らなかった事例があった」「虐待

の疑いがあり、市町村等への通報や報告・情報提供に至ったが、市町村・都道府県から虐待

とは判断されなかった事例があった（通報等の主体は問わない）」「市町村・都道府県から虐

待と判断された事例があった」「不明」である。何らかの事例があったとする回答においては、

同一施設・事業所内で別の選択肢に該当する複数の事例が生じている場合があるため、それ

ぞれの選択肢ごとに、該当事例の有無を集計する形で結果を整理した。 
○「虐待の疑い・可能性があったが、市町村等への通報には至らなかった事例があった」への

該当の有無については、全体として「該当事例あり」が 4.7%であった。サービス区分によ

る比較を行ったところ、いずれの区分においても群間の差が認められた（χ2検定,  
p < .001）。（図表Ⅱ-3-50） 

○「虐待の疑いがあり、市町村等への通報や報告・情報提供に至ったが、市町村・都道府県か

ら虐待とは判断されなかった事例があった（通報等の主体は問わない）」への該当の有無に

ついては、全体として「該当事例あり」が 3.7%であった。サービス区分による比較を行っ

たところ、いずれの区分においても群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。 
（図表Ⅱ-3-51） 

○「市町村・都道府県から虐待と判断された事例があった」への該当の有無については、全体

として「該当事例あり」が 2.2%であった。サービス区分による比較を行ったところ、いず

れの区分においても群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-52） 
 
※いずれの集計においても、サービス区分による群間比較において、「居宅介護支援」群もしく

は「その他居宅系サービス」での該当事例があったとする割合が比較的高く、「居宅系サービ

ス」もしくは「訪問サービス」でもややその傾向がみられた。これらは既存の統計等とは異

なる傾向であり、（3）「高齢者虐待もしくは身体拘束関係する市町村もしくは都道府県からの

個別の指導等の状況」への回答とも異なる傾向であった。本問は「養介護施設従事者等によ

る」虐待（疑い）事例についてであることを明示して尋ねていたものの、養護者による虐待

を含めた回答が行われている可能性があることが検討委員会内で指摘された。そのため、本

問を従属変数とする分析を行う際には、これらの群の結果は除くことが適当と考えられた。 
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(2) 入所（利用）者に対する身体拘束の実施状況 

○入所（利用）者に対する身体拘束の実施状況について、基準省令等による身体拘束の禁止規

定や身体拘束廃止未実施減算等の有無に関わらず、全施設・事業所に対して尋ねた。なお、

居宅においてサービスを提供する事業者においては、家族等が行っている身体拘束に相当す

る行為をサービス提供中も継続している場合や、サービス終了時にサービス提供者が身体拘

束された状況に戻している場合を含めて回答するよう求めた。具体的には、「①回答日現在、

身体拘束を受けている入所（利用）者数」、①において身体拘束を受けている入所（利用）者

がいた場合の、「②身体拘束を受けている人のうち、『当該入所（利用）者または他の入所（利

用）者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合』に該当し、必要な手続き・

記録のもとで行った身体拘束を受けている入所（利用）者数」、「③身体拘束を受けている人

のうち、②に該当しない（『緊急やむを得ない場合』に該当するかどうか不明、必要な手続き

をとっていない、記録がない・不十分等）が、身体拘束を受けている入所（利用）者数」の

それぞれについて、実人数の回答を求めた。これらの設問に対する結果について、施設・事

業所規模に大きなばらつきがあり本問の回答にも大きな幅があることから、基本属性として

尋ねていた入所（利用）者数に占める割合を算出することが適当ではないと考えられたため、

該当する入所（利用）者の有無（有＝1 人以上）に変換して結果を整理した。 
○「①回答日現在、身体拘束を受けている入所（利用）者数」については、全体として「1 人

以上」が 7.1%であった。サービス区分による比較を行ったところ、いずれの区分において

も群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-53） 
○ ①において身体拘束を受けている入所（利用）者がいた場合の、「②身体拘束を受けている

人のうち、『当該入所（利用）者または他の入所（利用）者等の生命または身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合』に該当し、必要な手続き・記録のもとで行った身体拘束を受け

ている入所（利用）者数」については、全体として「1 人以上」が 96.2%を占めていた。サ

ービス区分による比較を行ったところ、いずれの区分においても群間の差が認められた（χ

2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-54） 
○ ①において身体拘束を受けている入所（利用）者がいた場合の、「③身体拘束を受けている

人のうち、②に該当しない（『緊急やむを得ない場合』に該当するかどうか不明、必要な手

続きをとっていない、記録がない・不十分等）が、身体拘束を受けている入所（利用）者

数」については、全体として「1 人以上」が 4.9%であった。サービス区分による比較を行

ったところ、いずれの区分においても群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。 
（図表Ⅱ-3-55） 
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(3) 高齢者虐待もしくは身体拘束に関係する市町村もしくは都道府県からの個別の指導等の状況 

○昨年度（令和２年度：令和 2 年 4 月 1 日以降）から回答日現在までの、当該施設・事業所に

おける、高齢者虐待もしくは身体拘束に関係する市町村もしくは都道府県からの個別の指導

等の状況について、複数回答形式で該当する状況の有無を尋ねた。選択肢は、「該当する指摘・

指導等を受けることはなかった」「高齢者虐待発生の疑いによる任意の調査を受けた」「高齢

者虐待発生の疑いによる実地指導もしくは監査を受けた」「高齢者虐待が発生したことを理

由とする行政指導もしくは行政処分を受けた」「身体拘束の実施手続きや関係する体制整備

等について改善指導を受けた」「身体拘束廃止未実施減算の適用を受けた」「不明」である。

何らかの事例があったとする回答においては、同一施設・事業所内で別の選択肢に該当する

複数の事例が生じている場合があるため、それぞれの選択肢ごとに、該当事例の有無を集計

する形で結果を整理した。 
○「高齢者虐待発生の疑いによる任意の調査を受けた」への該当の有無については、全体とし

て「該当事例あり」が 1.0%であった。サービス区分による比較を行ったところ、いずれの

区分においても群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-56） 
○「高齢者虐待発生の疑いによる実地指導もしくは監査を受けた」への該当の有無について

は、全体として「該当事例あり」が 0.4%であった。サービス区分による比較を行ったとこ

ろ、いずれの区分においても群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-57） 
○「高齢者虐待が発生したことを理由とする行政指導もしくは行政処分を受けた」への該当の

有無については、全体として「該当事例あり」が 0.2%であった。サービス区分による比較

を行ったところ、いずれの区分においても群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。 
（図表Ⅱ-3-58） 

○「身体拘束の実施手続きや関係する体制整備等について改善指導を受けた」への該当の有無

については、全体として「該当事例あり」が 0.3%であった。サービス区分による比較を行

ったところ、いずれの区分においても群間の差が認められた（χ2検定, p < .001）。 
（図表Ⅱ-3-59） 

○「身体拘束廃止未実施減算の適用を受けた」への該当の有無については、減算適用対象のサ

ービス種別においてのみ集計した。全体として「該当事例あり」は 0.4%であった。 
（図表Ⅱ-3-60） 

 

(4) 虐待の防止や身体拘束適正化の取り組みや体制整備を進めていくための課題や必要な支援等 

○虐待の防止や身体拘束適正化の取り組みや体制整備を進めていくための課題や必要な支援等

について、自由記述により回答を求めた。設問の趣旨に合致する回答が 5,071 施設・事業所

から得られ、意味内容ごとに分割したところ、6,768 件の記述が得られた。これらの記述を

分類し、回答施設・事業所数を母数として複数回答形式で集計した。 
○回答がもっとも多かったのは「職場内での研修」を課題や支援が必要な状況とするもので、

回答施設・事業所数に占める割合は 22.9%であった。これ以外に割合が 10%を超えるカテゴ

リはなかったが、比較的多いものとして「定義や具体例の理解」（9.2%）、「チームケア・連

携」（8.4%）、「利用者・家族等との関係」（8.3%）、「外部研修機会等の提供（行政から）」（7.7%）、

「人員配置」（7.7％）などが課題や支援が必要な状況として挙げられていた。回答は全体と

して多岐にわたっており、カテゴリ数は 29 となった。（図表Ⅱ-3-61） 
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６）教育・研修の取り組みや体制（問 5）と虐待防止のための体制整備状況との関係 

各施設・事業所における教育・研修の取り組みや体制に関して、令和３年度に実施している、

もしくは年度内に実施予定のものについて回答を求めた。回答にあたっては、以前から実施して

おり、新型コロナウイルス感染症対策として一時休止等している場合は、行っているものとして

回答するよう依頼した。これらの結果について、基準省令改正により求められた高齢者虐待防止

のための体制整備 4 項目（問 2：委員会、指針、研修、担当者）の整備項目数との関連を整理し

た。結果は以下のとおりであった。 
 

○施設・事業所内で整備している人材育成等の体制について、7 項目への該当の有無をそれぞ

れ尋ね、虐待防止のための体制整備項目数との関連を確認した。その結果、すべての項目に

おいて、取り組みを行っている場合の方が、体制整備項目数が多い傾向が確認された。また、

7 項目のいずれも実施していない場合に該当するかどうかも尋ね、同様に体制整備項目数と

の関連を確認したところ、該当する、すなわちいずれの取り組みもしていない場合の方が、

体制整備項目数が少ない傾向が確認された。（いずれも Kruskal-Wallis 検定, p < .001）。 
（図表Ⅱ-3-62） 

○施設・事業所内で実施している職場内研修について、10 項目への該当の有無をそれぞれ尋ね

（複数テーマを一体的に実施している場合を含むものとした）、虐待防止のための体制整備

項目数との関連を確認した。その結果、すべての項目において、取り組みを行っている場合

の方が、体制整備項目数が多い傾向が確認された。また、10 項目のいずれも実施していない

場合に該当するかどうかも尋ね、同様に体制整備項目数との関連を確認したところ、該当す

る、すなわちいずれの取り組みもしていない場合の方が、体制整備項目数が少ない傾向が確

認された。（いずれも Kruskal-Wallis 検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-63） 
○外部研修への職員派遣について、9 項目への該当の有無をそれぞれ尋ね（複数テーマを一体

的に実施している場合を含むものとした）、虐待防止のための体制整備項目数との関連を確

認した。その結果、すべての項目において、取り組みを行っている場合の方が、体制整備項

目数が多い傾向が確認された。また、9 項目のいずれも実施していない場合に該当するかど

うかも尋ね、同様に体制整備項目数との関連を確認したところ、該当する、すなわちいずれ

の取り組みもしていない場合の方が、体制整備項目数が少ない傾向が確認された。（いずれも

Kruskal-Wallis 検定, 1 項目を除き p < .001）。（図表Ⅱ-3-64） 
○外部研修への職員派遣について、高齢者虐待防止や身体拘束適正化に関する研修への職員派

遣を行っていた場合には、外部研修の施設・事業所内での活用・反映方法について自由記述

により回答を求めた。設問の趣旨に合致する回答が 5,024 施設・事業所から得られ、意味内

容ごとに分割したところ、6,360 件の記述が得られた。これらの記述を分類し、回答施設・

事業所数を母数として複数回答形式で集計した。回答がもっとも多かったのは「伝達研修・

講習、受講資料を使用した内部研修等の実施」をしているとするもので、回答施設・事業所

数に占める割合は 51.5%であり、次いで多いのは「報告・伝達・周知資料の作成、回覧・共

有」の 28.8%であった。（図表Ⅱ-3-65） 
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図表Ⅱ-3-62 問 5_1) 施設・事業所内で整備している人材育成等の体制×問 2 体制整備 4項目（委員会、指針、
研修、担当者）の整備数 
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(17.1%) (19.2%) (17.9%) (17.7%) (28.1%) (100%) 
7.研修等の効果を測定・評
価するしくみの導入 あり 

649 990 1,026 1,156 2,916 6,737 <0.001** 

(9.6%) (14.7%) (15.2%) (17.2%) (43.3%) (100%) 

なし 
6,212 7,111 6,857 7,031 12,172 39,383 

(15.8%) (18.1%) (17.4%) (17.9%) (30.9%) (100%) 
8.上記のうち、実施している
（する予定）ものはない あり 

2,436 1,943 1,339 924 922 7,564 <0.001** 

(32.2%) (25.7%) (17.7%) (12.2%) (12.2%) (100%) 

なし 
4,425 6,158 6,544 7,263 14,166 38,556 

(11.5%) (16.0%) (17.0%) (18.8%) (36.7%) (100%) 

全体 
6,861 8,101 7,883 8,187 15,088 46,120 

(14.9%) (17.6%) (17.1%) (17.8%) (32.7%) (100%) 
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図表Ⅱ-3-63 問 5_2) 施設・事業所内で実施している職場内研修×問 2 体制整備 4項目（委員会、指針、研修、
担当者）の整備数 

問 2 体制整備 4項目（委員会、指針、研修、担当者）の整備数 Kruskal-
Wallis検定 0項目 1項目 2項目 3項目 4項目 合計 

件数 
（割合） 

件数 
（割合） 

件数 
（割合） 

件数 
（割合） 

件数 
（割合） 

件数 
（割合） P値 

1.認知症介護（予防含む） 
あり 

2,814 4,985 5,527 6,089 12,231 31,646 <0.001** 
(8.9%) (15.8%) (17.5%) (19.2%) (38.6%) (100%) 

なし 
3,295 2,341 1,816 1,620 2,118 11,190 

(29.4%) (20.9%) (16.2%) (14.5%) (18.9%) (100%) 
2.身体介護（予防含む） 

あり 
1,769 3,204 3,796 4,423 9,587 22,779 <0.001** 

(7.8%) (14.1%) (16.7%) (19.4%) (42.1%) (100%) 

なし 
4,340 4,122 3,547 3,286 4,762 20,057 

(21.6%) (20.6%) (17.7%) (16.4%) (23.7%) (100%) 
3.生活援助（食事・入浴・排
泄介助等） あり 

1,343 2,384 2,850 3,352 7,624 17,553 <0.001** 
(7.7%) (13.6%) (16.2%) (19.1%) (43.4%) (100%) 

なし 
4,766 4,942 4,493 4,357 6,725 25,283 

(18.9%) (19.5%) (17.8%) (17.2%) (26.6%) (100%) 
4.接遇・コミュニケーション 

あり 
2,926 4,575 5,018 5,489 11,261 29,269 <0.001** 

(10.0%) (15.6%) (17.1%) (18.8%) (38.5%) (100%) 

なし 
3,183 2,751 2,325 2,220 3,088 13,567 

(23.5%) (20.3%) (17.1%) (16.4%) (22.8%) (100%) 
5.ストレスマネジメント・アンガ
ーマネジメント あり 

921 1,652 2,091 2,593 6,543 13,800 <0.001** 
(6.7%) (12.0%) (15.2%) (18.8%) (47.4%) (100%) 

なし 
5,188 5,674 5,252 5,116 7,806 29,036 

(17.9%) (19.5%) (18.1%) (17.6%) (26.9%) (100%) 
6.リスクマネジメント・事故防止

あり 
2,955 4,716 5,264 6,021 12,457 31,413 <0.001** 

(9.4%) (15.0%) (16.8%) (19.2%) (39.7%) (100%) 

なし 
3,154 2,610 2,079 1,688 1,892 11,423 

(27.6%) (22.8%) (18.2%) (14.8%) (16.6%) (100%) 
7.感染症対策、衛生管理等 

あり 
4,190 6,064 6,389 7,005 13,584 37,232 <0.001** 

(11.3%) (16.3%) (17.2%) (18.8%) (36.5%) (100%) 

なし 
1,919 1,262 954 704 765 5,604 

(34.2%) (22.5%) (17.0%) (12.6%) (13.7%) (100%) 
8.非常災害時対応 

あり 
2,535 4,273 4,807 5,395 11,418 28,428 <0.001** 

(8.9%) (15.0%) (16.9%) (19.0%) (40.2%) (100%) 

なし 
3,574 3,053 2,536 2,314 2,931 14,408 

(24.8%) (21.2%) (17.6%) (16.1%) (20.3%) (100%) 
9.職業倫理・サービス理念等 

あり 
1,912 3,253 3,673 3,969 8,415 21,222 <0.001** 

(9.0%) (15.3%) (17.3%) (18.7%) (39.7%) (100%) 

なし 
4,197 4,073 3,670 3,740 5,934 21,614 

(19.4%) (18.8%) (17.0%) (17.3%) (27.5%) (100%) 
10.法令順守、プライバシー保
護等 あり 

2,651 4,411 4,751 5,034 10,241 27,088 <0.001** 
(9.8%) (16.3%) (17.5%) (18.6%) (37.8%) (100%) 

なし 
3,458 2,915 2,592 2,675 4,108 15,748 

(22.0%) (18.5%) (16.5%) (17.0%) (26.1%) (100%) 
11.上記のうち、実施している
（する予定）ものはない あり 

794 305 170 80 41 1,390 <0.001** 
(57.1%) (21.9%) (12.2%) (5.8%) (2.9%) (100%) 

なし 
5,315 7,021 7,173 7,629 14,308 41,446 

(12.8%) (16.9%) (17.3%) (18.4%) (34.5%) (100%) 

全体 
6,109 7,326 7,343 7,709 14,349 42,836 

(14.3%) (17.1%) (17.1%) (18.0%) (33.5%) (100%) 
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図表Ⅱ-3-64 問 5_3) 外部研修への職員派遣×問 2 体制整備 4項目（委員会、指針、研修、担当者）の整備数 
問 2 体制整備 4項目（委員会、指針、研修、担当者）の整備数 Kruskal-

Wallis検定 0項目 1項目 2項目 3項目 4項目 合計 
件数 

（割合） 
件数 

（割合） 
件数 

（割合） 
件数 

（割合） 
件数 

（割合） 
件数 

（割合） 
P値 

1.市町村・都道府県等が開催
する高齢者虐待防止に関する
もの 

あり 
1,826 2,812 3,018 3,537 7,916 19,109 <0.001** 

(9.6%) (14.7%) (15.8%) (18.5%) (41.4%) (100%) 

なし 
3,861 3,970 3,783 3,674 5,622 20,910 

(18.5%) (19.0%) (18.1%) (17.6%) (26.9%) (100%) 
2.市町村・都道府県等が開催
する身体拘束適正化に関する
もの 

あり 
921 1,644 1,904 2,473 6,526 13,468 <0.001** 

(6.8%) (12.2%) (14.1%) (18.4%) (48.5%) (100%) 

なし 
4,766 5,138 4,897 4,738 7,012 26,551 

(18.0%) (19.4%) (18.4%) (17.8%) (26.4%) (100%) 
3.認知症介護基礎研修（都
道府県・指定都市等または委
託・指定団体が実施するもの） 

あり 
933 1,463 1,739 2,308 5,953 12,396 <0.001** 

(7.5%) (11.8%) (14.0%) (18.6%) (48.0%) (100%) 

なし 
4,754 5,319 5,062 4,903 7,585 27,623 

(17.2%) (19.3%) (18.3%) (17.7%) (27.5%) (100%) 
4.認知症介護実践者研修
（同上） あり 

590 1,196 1,547 2,153 5,803 11,289 <0.001** 

(5.2%) (10.6%) (13.7%) (19.1%) (51.4%) (100%) 

なし 
5,097 5,586 5,254 5,058 7,735 28,730 

(17.7%) (19.4%) (18.3%) (17.6%) (26.9%) (100%) 
5.認知症介護実践リーダー研
修（同上） あり 

247 584 752 1,125 3,500 6,208 <0.001** 

(4.0%) (9.4%) (12.1%) (18.1%) (56.4%) (100%) 

なし 
5,440 6,198 6,049 6,086 10,038 33,811 

(16.1%) (18.3%) (17.9%) (18.0%) (29.7%) (100%) 
6.市町村・都道府県等が開催
するその他のサービスの質向上
に関するもの 

あり 
2,098 2,489 2,368 2,550 5,511 15,016 <0.001** 

(14.0%) (16.6%) (15.8%) (17.0%) (36.7%) (100%) 

なし 
3,589 4,293 4,433 4,661 8,027 25,003 

(14.4%) (17.2%) (17.7%) (18.6%) (32.1%) (100%) 
7.施設・事業所団体、職能団
体、学会等が開催する高齢者
虐待防止に関するもの 

あり 
737 1,214 1,339 1,624 4,025 8,939 <0.001** 

(8.2%) (13.6%) (15.0%) (18.2%) (45.0%) (100%) 

なし 
4,950 5,568 5,462 5,587 9,513 31,080 

(15.9%) (17.9%) (17.6%) (18.0%) (30.6%) (100%) 
8.施設・事業所団体、職能団
体、学会等が開催する身体拘
束適正化に関するもの 

あり 
396 805 920 1,218 3,521 6,860 <0.001** 

(5.8%) (11.7%) (13.4%) (17.8%) (51.3%) (100%) 

なし 
5,291 5,977 5,881 5,993 10,017 33,159 

(16.0%) (18.0%) (17.7%) (18.1%) (30.2%) (100%) 
9.施設・事業所団体、職能団
体、学会等が開催するその他の
サービスの質向上に関するもの

あり 
1,627 1,830 1,748 1,839 3,949 10,993 <0.05* 

(14.8%) (16.6%) (15.9%) (16.7%) (35.9%) (100%) 

なし 
4,060 4,952 5,053 5,372 9,589 29,026 

(14.0%) (17.1%) (17.4%) (18.5%) (33.0%) (100%) 
10.上記のうち、派遣・参加等さ
せる（する予定）ものはない あり 

1,806 1,655 1,610 1,405 1,672 8,148 <0.001** 

(22.2%) (20.3%) (19.8%) (17.2%) (20.5%) (100%) 

なし 
3,881 5,127 5,191 5,806 11,866 31,871 

(12.2%) (16.1%) (16.3%) (18.2%) (37.2%) (100%) 

全体 
5,687 6,782 6,801 7,211 13,538 40,019 

(14.2%) (16.9%) (17.0%) (18.0%) (33.8%) (100%) 
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７）組織運営上の取り組みや体制（問 6）と虐待防止のための体制整備状況との関係

各施設・事業所における組織運営上の取り組みや体制に関して、令和３年度に実施している、

もしくは年度内に実施予定のものについて回答を求めた。回答にあたっては、以前から実施して

おり、新型コロナウイルス感染症対策として一時休止等している場合は、行っているものとして

回答するよう依頼した。これらの結果について、基準省令改正により求められた高齢者虐待防止

のための体制整備 4 項目（問 2：委員会、指針、研修、担当者）の整備項目数との関連を整理し

た。結果は以下のとおりであった。

○施設・事業所がサービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制や行っている取り

組みについて、10 項目への該当の有無をそれぞれ尋ね、虐待防止のための体制整備項目数と

の関連を確認した。その結果、すべての項目において、取り組みを行っている場合の方が、

体制整備項目数が多い傾向が確認された。また、10 項目のいずれも実施していない場合に該

当するかどうかも尋ね、同様に体制整備項目数との関連を確認したところ、該当する、すな

わちいずれの取り組みもしていない場合の方が、体制整備項目数が少ない傾向が確認された。

（いずれも Kruskal-Wallis 検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-66）
○施設・事業所内で職員支援等のために整備している体制や行っている取り組みについて、12
項目への該当の有無をそれぞれ尋ね、虐待防止のための体制整備項目数との関連を確認した。

その結果、すべての項目において、取り組みを行っている場合の方が、体制整備項目数が多

い傾向が確認された。また、12 項目のいずれも実施していない場合に該当するかどうかも尋

ね、同様に体制整備項目数との関連を確認したところ、該当する、すなわちいずれの取り組

みもしていない場合の方が、体制整備項目数が少ない傾向が確認された。（いずれも Kruskal-
Wallis 検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-67）

○サービスの自己評価について、8 項目に関して「できている」から「できていない」までの 4
件法でそれぞれ尋ね、虐待防止のための体制整備項目数との関連を確認した（項目ごと、及

び合計点を 4 点ごとに区切ったものについて、整備項目数との順位相関係数を算出した）。

その結果、すべての項目及び合計点において、有意な、しかし低くかつ正負の相関がみられ

た。（図表Ⅱ-3-68）
○職員の雇用状況について、「①令和 3 年度当初の在職者数、前年度 1 年間の採用者数及び離

職者数」「②正規／非正規別の従業員数」についてそれぞれ実人数の回答を求めるとともに、

「③従業員の過不足の状況」を「大いに不足」から「過剰」までの 5 件法で尋ねた（過不足

の状況に関する選択肢は、公益財団法人介護労働安定センターが毎年度実施している「介護

労働実態調査」の指標を用いた）。またこれらの結果について、虐待防止のための体制整備項

目数との関連を確認した。①については離職率を算出し、中央値で全体を 2 群に分けて比較

したところ、中央値以上の群の方が整備項目数が多いという結果であった（Kruskal-Wallis
検定, p < .001）。②については非正規職員率を算出し、同様に比較したが、有意な差は認め

られなかった。③については体制整備項目数との順位相関係数を算出したところ、ごく弱い

正の相関がみられた。（図表Ⅱ-3-69～図表Ⅱ-3-71）
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図表Ⅱ-3-66 問 6_1) 施設・事業所がサービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制や行っている取り組
み×問 2 体制整備 4項目（委員会、指針、研修、担当者）の整備数 

  

問 2 体制整備 4項目（委員会、指針、研修、担当者）の整備数 Kruskal-
Wallis検定 0項目 1項目 2項目 3項目 4項目 合計 

件数 
（割合） 

件数 
（割合） 

件数 
（割合） 

件数 
（割合） 

件数 
（割合） 

件数 
（割合） 

P値 

1.第三者評価・外部評価
等の導入 あり 

723  1,373  1,655  2,195  5,942  11,888  <0.001** 
(6.1%) (11.5%) (13.9%) (18.5%) (50.0%) (100%)   

なし 
6,138  6,728  6,228  5,992  9,146  34,232    

(17.9%) (19.7%) (18.2%) (17.5%) (26.7%) (100%)   
2.利用者評価もしくは家族
評価の導入 あり 

1,032  1,656  1,878  2,118  4,746  11,430  <0.001** 
(9.0%) (14.5%) (16.4%) (18.5%) (41.5%) (100%)   

なし 
5,829  6,445  6,005  6,069  10,342  34,690    

(16.8%) (18.6%) (17.3%) (17.5%) (29.8%) (100%)   
3.介護サービス相談員（介
護相談員）の受入 あり 

408  675  850  1,149  3,279  6,361  <0.001** 
(6.4%) (10.6%) (13.4%) (18.1%) (51.5%) (100%)   

なし 
6,453  7,426  7,033  7,038  11,809  39,759    

(16.2%) (18.7%) (17.7%) (17.7%) (29.7%) (100%)   
4.ボランティア・職場体験等
の受入 あり 

1,347  2,182  2,544  3,210  7,929  17,212  <0.001** 
(7.8%) (12.7%) (14.8%) (18.6%) (46.1%) (100%)   

なし 
5,514  5,919  5,339  4,977  7,159  28,908    

(19.1%) (20.5%) (18.5%) (17.2%) (24.8%) (100%)   
5.苦情処理体制の整備、
窓口設置 あり 

4,604  5,923  6,008  6,529  12,723  35,787  <0.001** 
(12.9%) (16.6%) (16.8%) (18.2%) (35.6%) (100%)   

なし 
2,257  2,178  1,875  1,658  2,365  10,333    

(21.8%) (21.1%) (18.1%) (16.0%) (22.9%) (100%)   
6.ヒヤリハット報告の導入・
分析検討 あり 

3,839  5,314  5,609  6,349  12,658  33,769  <0.001** 
(11.4%) (15.7%) (16.6%) (18.8%) (37.5%) (100%)   

なし 
3,022  2,787  2,274  1,838  2,430  12,351    

(24.5%) (22.6%) (18.4%) (14.9%) (19.7%) (100%)   
7.入所（利用）者家族等
との意見交換等を行う機会
の設定 

あり 
889  1,411  1,560  2,205  5,796  11,861  <0.001** 

(7.5%) (11.9%) (13.2%) (18.6%) (48.9%) (100%)   

なし 
5,972  6,690  6,323  5,982  9,292  34,259    

(17.4%) (19.5%) (18.5%) (17.5%) (27.1%) (100%)   
8.地域の住民、機関等との
連携・交流機会の確保 あり 

1,772  2,467  2,637  3,056  6,987  16,919  <0.001** 
(10.5%) (14.6%) (15.6%) (18.1%) (41.3%) (100%)   

なし 
5,089  5,634  5,246  5,131  8,101  29,201    

(17.4%) (19.3%) (18.0%) (17.6%) (27.7%) (100%)   
9.認知症カフェ、サロン等通
いの場などの設置・開催
（運営協力・共同開催等を
含む） 

あり 
365  662  715  905  2,368  5,015  <0.001** 

(7.3%) (13.2%) (14.3%) (18.0%) (47.2%) (100%)   

なし 
6,496  7,439  7,168  7,282  12,720  41,105    

(15.8%) (18.1%) (17.4%) (17.7%) (30.9%) (100%)   
10.施設・事業所の改善課
題について、現場の従業者と
幹部とが合同で検討するしく
みの導入 

あり 
1,711  2,254  2,403  2,715  5,907  14,990  <0.001** 

(11.4%) (15.0%) (16.0%) (18.1%) (39.4%) (100%)   

なし 
5,150  5,847  5,480  5,472  9,181  31,130    

(16.5%) (18.8%) (17.6%) (17.6%) (29.5%) (100%)   
11.上記のうち、実施してい
る（する予定）ものはない あり 

827  543  348  237  196  2,151  <0.001** 
(38.4%) (25.2%) (16.2%) (11.0%) (9.1%) (100%)   

なし 
6,034  7,558  7,535  7,950  14,892  43,969    

(13.7%) (17.2%) (17.1%) (18.1%) (33.9%) (100%)   

全体   
6,861  8,101  7,883  8,187  15,088  46,120    

(14.9%) (17.6%) (17.1%) (17.8%) (32.7%) (100%)   
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図表Ⅱ-3-67 問 6_2) 施設・事業所内で職員支援等のために整備している体制や行っている取り組み×問 2 体制整備
4項目（委員会、指針、研修、担当者）の整備数 

  

問 2 体制整備 4項目（委員会、指針、研修、担当者）の整備数 Kruskal-
Wallis検定 0項目 1項目 2項目 3項目 4項目 合計 

件数 
（割合） 

件数 
（割合） 

件数 
（割合） 

件数 
（割合） 

件数 
（割合） 

件数 
（割合） P値 

1.キャリアパス制度の導入 あり 1,570  2,690  3,270  3,865  8,667  20,062  <0.001** 
(7.8%) (13.4%) (16.3%) (19.3%) (43.2%) (100%)   

なし 4,590  4,668  4,008  3,844  5,641  22,751    
(20.2%) (20.5%) (17.6%) (16.9%) (24.8%) (100%)   

2.ストレスチェックの実施 
あり 

1,853  2,620  3,032  3,758  9,084  20,347  <0.001** 
(9.1%) (12.9%) (14.9%) (18.5%) (44.6%) (100%)   

なし 
4,307  4,738  4,246  3,951  5,224  22,466    

(19.2%) (21.1%) (18.9%) (17.6%) (23.3%) (100%)   
3.業務効率化のための調査・
分析 あり 941  1,357  1,523  1,913  4,757  10,491  <0.001** 

(9.0%) (12.9%) (14.5%) (18.2%) (45.3%) (100%)   

なし 5,219  6,001  5,755  5,796  9,551  32,322    
(16.1%) (18.6%) (17.8%) (17.9%) (29.5%) (100%)   

4.利用者・家族等からのハラ
スメント対策 あり 

817  1,393  1,620  1,974  4,652  10,456  <0.001** 
(7.8%) (13.3%) (15.5%) (18.9%) (44.5%) (100%)   

なし 
5,343  5,965  5,658  5,735  9,656  32,357    

(16.5%) (18.4%) (17.5%) (17.7%) (29.8%) (100%)   
5.介護職員処遇改善加
算：加算(Ⅰ)の取得 あり 1,909  3,413  4,074  4,952  10,779  25,127  <0.001** 

(7.6%) (13.6%) (16.2%) (19.7%) (42.9%) (100%)   

なし 4,251  3,945  3,204  2,757  3,529  17,686    
(24.0%) (22.3%) (18.1%) (15.6%) (20.0%) (100%)   

6.介護職員等特定処遇改
善加算：加算(Ⅰ)の取得 あり 

737  1,478  1,924  2,695  6,934  13,768  <0.001** 
(5.4%) (10.7%) (14.0%) (19.6%) (50.4%) (100%)   

なし 
5,423  5,880  5,354  5,014  7,374  29,045    

(18.7%) (20.2%) (18.4%) (17.3%) (25.4%) (100%)   
7.超過勤務・休日出勤等の
把握・低減化策 あり 2,418  3,255  3,533  4,113  9,048  22,367  <0.001** 

(10.8%) (14.6%) (15.8%) (18.4%) (40.5%) (100%)   

なし 3,742  4,103  3,745  3,596  5,260  20,446    
(18.3%) (20.1%) (18.3%) (17.6%) (25.7%) (100%)   

8.年 5日の年次有給休暇の
確実な取得 あり 

4,294  5,506  5,717  6,256  12,628  34,401  <0.001** 
(12.5%) (16.0%) (16.6%) (18.2%) (36.7%) (100%)   

なし 
1,866  1,852  1,561  1,453  1,680  8,412    

(22.2%) (22.0%) (18.6%) (17.3%) (20.0%) (100%)   
9.育児・介護休業を取得し
やすい環境の構築 あり 

2,711  3,687  4,097  4,879  10,521  25,895  <0.001** 
(10.5%) (14.2%) (15.8%) (18.8%) (40.6%) (100%)   

なし 
3,449  3,671  3,181  2,830  3,787  16,918    

(20.4%) (21.7%) (18.8%) (16.7%) (22.4%) (100%)   
10.生理休暇等の必要な休
暇のための規定整備 あり 980  1,405  1,576  1,998  5,002  10,961  <0.001** 

(8.9%) (12.8%) (14.4%) (18.2%) (45.6%) (100%)   

なし 5,180  5,953  5,702  5,711  9,306  31,852    
(16.3%) (18.7%) (17.9%) (17.9%) (29.2%) (100%)   

11.人事考課の指標の公
開、結果の個々人への開示 あり 

724  1,180  1,439  1,847  4,967  10,157  <0.001** 
(7.1%) (11.6%) (14.2%) (18.2%) (48.9%) (100%)   

なし 
5,436  6,178  5,839  5,862  9,341  32,656    

(16.6%) (18.9%) (17.9%) (18.0%) (28.6%) (100%)   
12.国家資格等取得のため
の資金・休暇等の支援 あり 

1,711  2,602  2,959  3,475  7,769  18,516  <0.001** 
(9.2%) (14.1%) (16.0%) (18.8%) (42.0%) (100%)   

なし 
4,449  4,756  4,319  4,234  6,539  24,297    

(18.3%) (19.6%) (17.8%) (17.4%) (26.9%) (100%)   
13.上記のうち、実施している
（する予定）ものはない あり 634  396  234  161  84  1,509  <0.001** 

(42.0%) (26.2%) (15.5%) (10.7%) (5.6%) (100%)   

なし 5,526  6,962  7,044  7,548  14,224  41,304    
(13.4%) (16.9%) (17.1%) (18.3%) (34.4%) (100%)   

全体   
6,160  7,358  7,278  7,709  14,308  42,813    

(14.4%) (17.2%) (17.0%) (18.0%) (33.4%) (100%)   
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８）施設・事業所の属性（問 1）と虐待防止のための体制整備状況との関係

回答施設・事業所の基本属性として確認した事項のうち、回答日現在の入所（利用）者数（カ

テゴリ化後）、開設年度（カテゴリ化後）、法人の種別、同一敷地内もしくは隣接した同一法人施

設・事業所の有無について、基準省令改正により求められた高齢者虐待防止のための体制整備 4
項目（問 2：委員会、指針、研修、担当者）の整備項目数との関連を整理した。結果は以下のと

おりであった。

○回答日現在の入所（利用）者数（カテゴリ化後）と虐待防止のための体制整備項目数との関

連を確認した。その結果、必ずしも相関的な関係ではないものの、カテゴリ間で体制整備数

に差があることが確認された。（Kruskal-Wallis 検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-72）
○開設年度（カテゴリ化後）と虐待防止のための体制整備項目数との関連を確認した。その結

果、必ずしも相関的な関係ではないものの、カテゴリ間で体制整備数に差があることが確認

された。（Kruskal-Wallis 検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-73）
○法人の種別と虐待防止のための体制整備項目数との関連を確認した。その結果、カテゴリ間

で体制整備数に差があり、特に「社会福祉協議会以外の社会福祉法人」において体制整備項

目数が多い傾向が確認された。（Kruskal-Wallis 検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-74）
○同一敷地内もしくは隣接した同一法人施設・事業所の有無と虐待防止のための体制整備項目

数との関連を確認した。その結果、併設・隣接施設等がある場合の方が、体制整備項目数が

多い傾向が確認された。（Kruskal-Wallis 検定, p < .001）。（図表Ⅱ-3-75）
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９）体制整備のための具体的な工夫（記述回答） 

高齢者虐待防止のための体制整備 4 項目のうち、委員会、指針、研修に関しては、「委員会組織

の設置・運営」「指針の策定・運用」「研修の企画・運営」において、工夫したことや効果が認め

られた取り組み等について自由記述により回答を求めた（問 2）。また、身体拘束適正化のための

体制整備についても同様に回答を求めた（問 3）。結果は以下のとおりであった。 
 

(1) 高齢者虐待防止のための体制整備における工夫等 

○高齢者虐待防止のための「委員会組織の設置・運営」の工夫等については、設問の趣旨に合

致する回答が 2,255 施設・事業所から得られ、意味内容ごとに分割したところ、2,823 件の

記述が得られた。同様に、「指針の策定・運用」の工夫等については 925 施設・事業所から

1,032 件、「研修の企画・運営」の工夫等については 1,469 施設・事業所から 1,685 件の記述

が得られた。これらの記述を分類し、回答施設・事業所数を母数として複数回答形式で集計

した。なお、分類にあたっては、基準省令及び解釈通知等で示されている取り組み事項等を

基本に、内容の類似性も踏まえてカテゴリ化を行った。またその上で、サービス区分、及び

体制整備項目数との関係を整理した。 
○「委員会組織の設置・運営」の工夫等については、14 カテゴリ中、回答がもっとも多かった

のは「実態把握・分析の取り組みや工夫」で回答施設・事業所数に占める割合は 25.7%であ

った。次いで、「委員会における取り組み、その他必要な情報等の職員への周知に関する取り

組みや工夫」（19.3%）、「設置・運営形態の工夫」（15.9%）、「研修の開催に関する取り組みや

内容に関する工夫」（15.0%）などが比較的多く挙げられていた。また、サービス区分及び体

制整備項目数とのクロス集計表を作成した。（図表Ⅱ-3-76～図表Ⅱ-3-78） 
○「指針の策定・運用」の工夫等については、13 カテゴリ中、回答がもっとも多かったのは「職

員への研修や周知に関する取り組みや工夫」で回答施設・事業所数に占める割合は 38.8%で

あった。他のカテゴリで 10%を超えたのは、「基本的な考え方や方針の整理・策定に関する

取り組みや工夫」（10.6%）のみであった。また、サービス区分及び体制整備項目数とのクロ

ス集計表を作成した。（図表Ⅱ-3-79～図表Ⅱ-3-81） 
○「研修の企画・運営」の工夫等については、11 カテゴリ中、回答がもっとも多かったのは「研

修内容・プログラムに関する取り組みや工夫」で回答施設・事業所数に占める割合は 25.1%
であった。次いで「研修方法、学習方法に関する取り組みや工夫」（22.7%）、「インターネッ

トの活用等、集合研修に代わる実施方法に関する取り組みや工夫」（16.5%）、「研修機会の確

保や回数設定、日程・時間の調整に関する取り組みや工夫」（14.8%）などが比較的多く挙げ

られていた。また、サービス区分及び体制整備項目数とのクロス集計表を作成した。 
（図表Ⅱ-3-82～図表Ⅱ-3-84） 

 

(2) 身体拘束適正化のための体制整備における工夫等 

○身体拘束適正化のための「委員会組織の設置・運営」の工夫等については、設問の趣旨に合

致する回答が 927 施設・事業所から得られ、意味内容ごとに分割したところ、1,057 件の記

述が得られた。同様に、「指針の策定・運用」の工夫等については 253 施設・事業所から 296
件、「研修の企画・運営」の工夫等については 523 施設・事業所から 551 件の記述が得られ

た。これらの記述を高齢者虐待防止のための体制整備の工夫と同じカテゴリで分類し、回答

施設・事業所数を母数として複数回答形式で集計した。またその上で、サービス区分、及び
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体制整備項目数との関係を整理した。

○「委員会組織の設置・運営」の工夫等については、14 カテゴリ中、回答がもっとも多かった

のは「開催方法の工夫」で回答施設・事業所数に占める割合は 19.8%であった。次いで、「設

置・運営形態の工夫」（18.9%）、「実態把握・分析の取り組みや工夫」（15.1%）、「委員会にお

ける取り組み、その他必要な情報等の職員への周知に関する取り組みや工夫」（14.1%）など

が比較的多く挙げられていた。（図表Ⅱ-3-85）
○「指針の策定・運用」の工夫等については、13 カテゴリ中、回答がもっとも多かったのは「職

員への研修や周知に関する取り組みや工夫」で回答施設・事業所数に占める割合は 62.8%で

あった。他のカテゴリで 10%を超えたのは、「その他」を除くと「基本的な考え方や方針の整

理・策定に関する取り組みや工夫」（11.5%）のみであった。（図表Ⅱ-3-86） 
○「研修の企画・運営」の工夫等については、11 カテゴリ中、回答がもっとも多かったのは「研

修方法、学習方法に関する取り組みや工夫」で回答施設・事業所数に占める割合は 21.8%で

あった。次いで「研修内容・プログラムに関する取り組みや工夫」（17.4%）、「研修機会の確

保や回数設定、日程・時間の調整に関する取り組みや工夫」（15.1%）、「インターネットの活

用等、集合研修に代わる実施方法に関する取り組みや工夫」（12.6%）などが比較的多く挙げ

られていた。（図表Ⅱ-3-87） 

(3) 工夫等の具体例

○記述回答の具体例について、代表的なものを抽出した。高齢者虐待防止、身体拘束適正化の

いずれにおいても似通った記述が多かったため、本調査の目的に照らして、高齢者虐待防止

の体制整備について回答された記述内容から、「委員会組織の設置・運営」「指針の策定・運

用」「研修の企画・運営」のそれぞれで各カテゴリの回答例を抽出した。また、小規模な事業

所においても比較的実施しやすいと思われるものについては、抽出時に確認し、図表化する

際に網掛け表示した。（図表Ⅱ-3-88～図表Ⅱ-3-90）
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6 
10

4 
2,

25
5 
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%
) 

(1
0.

1%
) 

(1
5.

9%
) 

(1
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) 

(3
.1
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) 

(1
5.

0%
) 

(5
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%
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(2
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) 

(1
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%
) 
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(1
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(4
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複
数
回
答
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2
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整
備

4
項
目
（
委
員
会
、指
針
、研
修
、担
当
者
）

の
整
備
数

 

  

問
2_

1)
⑦

 委
員
会
組
織
の
設
置
・運
営
に
お
い
て
工
夫
した
こと
や
効
果
が
認
め
られ
た
取
り組
み
等

 

  

構 成 員 ︵ 外 部 ︶ の 工 夫 

構 成 員 ︵ 内 部 ︶ の 工 夫 

設 置 ・ 運 営 形 態 の 工 夫 

開 催 方 法 の 工 夫 

指 針 の 整 備 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫  

研 修 の 開 催 に 関 す る 取 り 組 み や 内 容 に

関 す る 工 夫 

虐 待 等 に 関 す る 職 員 の 相 談 ・ 報 告 に 関 す

る 取 り 組 み や 工 夫 

実 態 把 握 ・ 分 析 の 取 り 組 み や 工 夫  

市 町 村 ︵ 行 政 ︶ へ の 報 告 ・ 通 報 に 関 す る

取 り 組 み や 工 夫 

虐 待 や 不 適 切 ケ ア の 発 生 原 因 分 析 や 再

発 防 止 策 の 検 討 に 関 す る 取 り 組 み や 工

夫 

再 発 防 止 策 ︑ そ の 他 決 定 し た 取 り 組 み の

実 施 ・ 実 現 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫  

実 施 し た 取 り 組 み や 再 発 防 止 策 等 の 効

果 評 価 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫  

委 員 会 に お け る 取 り 組 み ︑ そ の 他 必 要 な

情 報 等 の 職 員 へ の 周 知 に 関 す る 取 り 組

み や 工 夫 

利 用 者 ︑ 家 族 ・ 親 族 等 に 対 す る 取 り 組 み

や 工 夫 
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︵ 委 員 会 ︑ 指 針 ︑ 研 修 ︑ 担 当 者 ︶ の 整 備 数 

4 項 目
 

72
  

15
7 

 
25

4 
 

17
1 

 
56

  
25

1 
 

98
  

44
4 

 
15
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31
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回
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形
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答
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・事
業
所
数
：
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分
類
対
象
とし
た
記
述
数
：

1,
03
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問
2_

2)
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 指
針
の
策
定
・運
用
に
お
い
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工
夫
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こと
や
効
果
が
認
め
られ
た
取
り組
み
等

 

指 針 の 策 定 プ ロ セ ス や 体 制 等 に 関 す る 取

り 組 み や 工 夫

指 針 の 見 直 し プ ロ セ ス や 体 制 等 に 関 す る

取 り 組 み や 工 夫

参 考 資 料 の 収 集 ・ 活 用

指 針 の 内 容 に 関 す る 工 夫 ︵ 全 般 ︶

指 針 の 体 裁 ・ 構 成 ︵ 他 規 定 等 と の 関 係 含

む ︶ に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫

指 針 の 評 価 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫

基 本 的 な 考 え 方 や 方 針 の 整 理 ・ 策 定 に 関

す る 取 り 組 み や 工 夫

施 設 内 の 他 組 織 等 と の 関 係 に 関 す る 取 り

組 み や 工 夫

職 員 へ の 研 修 や 周 知 に 関 す る 取 り 組 み や

工 夫
虐 待 等 が 発 生 し た 場 合 の 対 応 方 法 ︑ 相 談 ・

報 告 体 制 等 に 関 す る 内 容 や 提 示 方 法 の 工

夫 

成 年 後 見 制 度 の 利 用 支 援 に 関 す る 内 容 の

工 夫
利 用 者 ・ 家 族 等 へ の 閲 覧 ・ 周 知 に 関 す る

取 り 組 み や 工 夫

そ の 他 の 虐 待 防 止 推 進 に 関 す る 内 容 の 工

夫 
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指 針 の 策 定 プ ロ セ ス や 体 制

等 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

指 針 の 見 直 し プ ロ セ ス や 体

制 等 に 関 す る 取 り 組 み や 工

夫 

参 考 資 料 の 収 集 ・ 活 用 

指 針 の 内 容 に 関 す る 工 夫 ︵ 全

般 ︶ 

指 針 の 体 裁 ・ 構 成 ︵ 他 規 定 等

と の 関 係 含 む ︶ に 関 す る 取 り

組 み や 工 夫 

指 針 の 評 価 に 関 す る 取 り 組

み や 工 夫 

基 本 的 な 考 え 方 や 方 針 の 整

理 ・ 策 定 に 関 す る 取 り 組 み や

工 夫 

施 設 内 の 他 組 織 等 と の 関 係

に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

職 員 へ の 研 修 や 周 知 に 関 す

る 取 り 組 み や 工 夫 

虐 待 等 が 発 生 し た 場 合 の 対

応 方 法 ︑ 相 談 ・ 報 告 体 制 等 に

関 す る 内 容 や 提 示 方 法 の 工

夫 

成 年 後 見 制 度 の 利 用 支 援 に

関 す る 内 容 の 工 夫 

利 用 者 ・ 家 族 等 へ の 閲 覧 ・ 周

知 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

そ の 他 の 虐 待 防 止 推 進 に 関

す る 内 容 の 工 夫 
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サ ー ビ ス 区 分 １ 

︵ 基 準 省 令 ご と の 区 分 ︶ 

居
宅
系
サ
ー
ビス

 
11

  
24

  
17

  
22

  
25

  
9 

 
33

  
10

  
13

8 
 

19
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13
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8 
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11
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居
宅
介
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援

 
14

  
2 

 
6 

 
12

  
14

  
5 

 
13

  
2 

 
38

  
24

  
3 

 
6 

 
6 

 
13
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指 針 の 策 定 プ ロ セ ス や 体 制 等

に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

指 針 の 見 直 し プ ロ セ ス や 体 制

等 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

参 考 資 料 の 収 集 ・ 活 用 

指 針 の 内 容 に 関 す る 工 夫 ︵ 全

般 ︶ 

指 針 の 体 裁 ・ 構 成 ︵ 他 規 定 等 と

の 関 係 含 む ︶ に 関 す る 取 り 組 み

や 工 夫 

指 針 の 評 価 に 関 す る 取 り 組 み

や 工 夫 

基 本 的 な 考 え 方 や 方 針 の 整 理 ・

策 定 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫  

施 設 内 の 他 組 織 等 と の 関 係 に

関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

職 員 へ の 研 修 や 周 知 に 関 す る

取 り 組 み や 工 夫 

虐 待 等 が 発 生 し た 場 合 の 対 応

方 法 ︑ 相 談 ・ 報 告 体 制 等 に 関 す

る 内 容 や 提 示 方 法 の 工 夫 

成 年 後 見 制 度 の 利 用 支 援 に 関
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に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

そ の 他 の 虐 待 防 止 推 進 に 関 す

る 内 容 の 工 夫 
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研 修 自 体 の 企 画 ︑ 及 び 研 修 企

画 ・ 運 営 体 制 の 構 築 に 関 す る 取

り 組 み や 工 夫 

研 修 対 象 者 の 設 定 等 に 関 す る

取 り 組 み や 工 夫 

研 修 機 会 の 確 保 や 回 数 設 定 ︑ 日

程 ・ 時 間 の 調 整 に 関 す る 取 り 組

み や 工 夫 

参 加 率 や 参 加 意 欲 の 向 上 に 関

す る 取 り 組 み や 工 夫 

研 修 内 容 ・ プ ロ グ ラ ム に 関 す る

取 り 組 み や 工 夫 

講 義 資 料 ・ 教 材 の 作 成 や そ の た

め の 情 報 収 集 に 関 す る 取 り 組

み や 工 夫 

イ ン タ ー ネ ッ ト の 活 用 等 ︑ 集 合

研 修 に 代 わ る 実 施 方 法 に 関 す

る 取 り 組 み や 工 夫 

研 修 方 法 ︑ 学 習 方 法 に 関 す る 取

り 組 み や 工 夫 

欠 席 者 対 応 ︑ 研 修 内 容 の 周 知 徹

底 等 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

外 部 研 修 や 外 部 講 師 等 の 活 用

に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

研 修 効 果 の 評 価 に 関 す る 取 り

組 み や 工 夫 
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研 修 自 体 の 企 画 ︑ 及

び 研 修 企 画 ・ 運 営 体

制 の 構 築 に 関 す る 取

り 組 み や 工 夫

研 修 対 象 者 の 設 定 等

に 関 す る 取 り 組 み や

工 夫 

研 修 機 会 の 確 保 や 回

数 設 定 ︑ 日 程 ・ 時 間

の 調 整 に 関 す る 取 り

組 み や 工 夫 

参 加 率 や 参 加 意 欲 の

向 上 に 関 す る 取 り 組

み や 工 夫 

研 修 内 容 ・ プ ロ グ ラ

ム に 関 す る 取 り 組 み

や 工 夫 

講 義 資 料 ・ 教 材 の 作
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研 修 方 法 ︑ 学 習 方 法

に 関 す る 取 り 組 み や
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研 修 効 果 の 評 価 に 関

す る 取 り 組 み や 工 夫
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研 修 自 体 の 企 画 ︑ 及 び 研 修

企 画 ・ 運 営 体 制 の 構 築 に 関

す る 取 り 組 み や 工 夫 

研 修 対 象 者 の 設 定 等 に 関 す

る 取 り 組 み や 工 夫 

研 修 機 会 の 確 保 や 回 数 設

定 ︑ 日 程 ・ 時 間 の 調 整 に 関

す る 取 り 組 み や 工 夫 

参 加 率 や 参 加 意 欲 の 向 上 に

関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

研 修 内 容 ・ プ ロ グ ラ ム に 関

す る 取 り 組 み や 工 夫 

講 義 資 料 ・ 教 材 の 作 成 や そ
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取 り 組 み や 工 夫 

イ ン タ ー ネ ッ ト の 活 用 等 ︑

集 合 研 修 に 代 わ る 実 施 方 法

に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

研 修 方 法 ︑ 学 習 方 法 に 関 す

る 取 り 組 み や 工 夫 

欠 席 者 対 応 ︑ 研 修 内 容 の 周

知 徹 底 等 に 関 す る 取 り 組 み

や 工 夫 

外 部 研 修 や 外 部 講 師 等 の 活

用 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

研 修 効 果 の 評 価 に 関 す る 取

り 組 み や 工 夫 

件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
n 

問 2  体 制 整 備 4 項 目 ︵ 委 員 会 ︑

指 針 ︑ 研 修 ︑ 担 当 者 ︶ の 整 備 数 

4
項
目

 
70

  
13

  
12

1 
 

17
  

20
7 

 
12

  
13

4 
 

18
0 

 
54

  
63

  
29

  
78

5 
 

(8
.9

%
) 

(1
.7

%
) 

(1
5.

4%
) 

(2
.2

%
) 

(2
6.

4%
) 

(1
.5

%
) 

(1
7.

1%
) 

(2
2.

9%
) 

(6
.9

%
) 

(8
.0

%
) 

(3
.7

%
) 

  

3
項
目

 
20

  
6 

 
39

  
5 

 
64

  
6 

 
45

  
63

  
29

  
26

  
13

  
27

8 
 

(7
.2

%
) 

(2
.2

%
) 

(1
4.

0%
) 

(1
.8

%
) 

(2
3.

0%
) 

(2
.2

%
) 

(1
6.

2%
) 

(2
2.

7%
) 

(1
0.

4%
) 

(9
.4

%
) 

(4
.7

%
) 

  

2
項
目

 
31

  
3 

 
37

  
6 

 
61

  
8 

 
36

  
54

  
13

  
19

  
10

  
23

7 
 

(1
3.

1%
) 

(1
.3

%
) 

(1
5.

6%
) 

(2
.5

%
) 

(2
5.

7%
) 

(3
.4

%
) 

(1
5.

2%
) 

(2
2.

8%
) 

(5
.5

%
) 

(8
.0

%
) 

(4
.2

%
) 

  

1
項
目

 
15

  
2 

 
20

  
4 

 
36

  
4 

 
27

  
36

  
11

  
28

  
8 

 
16

9 
 

(8
.9

%
) 

(1
.2

%
) 

(1
1.

8%
) 

(2
.4

%
) 

(2
1.

3%
) 

(2
.4

%
) 

(1
6.

0%
) 

(2
1.

3%
) 

(6
.5

%
) 

(1
6.

6%
) 

(4
.7

%
) 

  

全
体

 
13

6 
 

24
  

21
7 

 
32

  
36

8 
 

30
  

24
2 

 
33

3 
 

10
7 

 
13

6 
 

60
  

1,
46

9 
 

(9
.3

%
) 

(1
.6

%
) 

(1
4.

8%
) 

(2
.2

%
) 

(2
5.

1%
) 

(2
.0

%
) 

(1
6.

5%
) 

(2
2.

7%
) 

(7
.3

%
) 

(9
.3

%
) 

(4
.1

%
) 
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図
表
Ⅱ

-3
-8

5 
問

3_
1)
②

 委
員
会
組
織
の
設
置
・運
営
に
お
い
て
工
夫
した
こと
や
効
果
が
認
め
ら
れ
た
取
り組
み
等

 [
複
数
回
答
形
式
で
集
計

] 
回
答
施
設
・事
業
所
数
：

92
7（
分
類
対
象
とし
た
記
述
数
：

1,
05

7）
 

問
3_

1)
②

 委
員
会
組
織
の
設
置
・運
営
に
お
い
て
工
夫
した
こと
や
効
果
が
認
め
られ
た
取
り組
み
等

 

構 成 員 ︵ 外 部 ︶ の 工 夫

構 成 員 ︵ 内 部 ︶ の 工 夫

設 置 ・ 運 営 形 態 の 工 夫

開 催 方 法 の 工 夫

指 針 の 整 備 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫

研 修 の 開 催 に 関 す る 取 り 組 み や 内 容 に 関

す る 工 夫 

虐 待 等 に 関 す る 職 員 の 相 談 ・ 報 告 に 関 す る

取 り 組 み や 工 夫 

実 態 把 握 ・ 分 析 の 取 り 組 み や 工 夫

市 町 村 ︵ 行 政 ︶ へ の 報 告 ・ 通 報 に 関 す る 取

り 組 み や 工 夫 

虐 待 や 不 適 切 ケ ア の 発 生 原 因 分 析 や 再 発

防 止 策 の 検 討 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

再 発 防 止 策 ︑ そ の 他 決 定 し た 取 り 組 み の 実

施 ・ 実 現 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫

実 施 し た 取 り 組 み や 再 発 防 止 策 等 の 効 果

評 価 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

委 員 会 に お け る 取 り 組 み ︑ そ の 他 必 要 な 情

報 等 の 職 員 へ の 周 知 に 関 す る 取 り 組 み や

工 夫 

利 用 者 ︑ 家 族 ・ 親 族 等 に 対 す る 取 り 組 み や

工 夫 

件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
n 

全
体

 
39

 
79

 
17

5 
18

4 
18

 
66

 
10

 
14

0 
3 

88
 

81
 

7 
13

1 
36

 
92

7 

(4
.2

%
) 

(8
.5

%
) 

(1
8.

9%
) 

(1
9.

8%
) 

(1
.9

%
) 

(7
.1

%
) 

(1
.1

%
) 

(1
5.

1%
) 

(0
.3

%
) 

(9
.5

%
) 

(8
.7

%
) 

(0
.8

%
) 

(1
4.

1%
) 

(3
.9

%
) 
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  図
表
Ⅱ

-3
-8

6 
問

3_
2)
②

 指
針
の
策
定
・運
⽤
に
お
い
て
工
夫
した
こと
や
効
果
が
認
め
ら
れ
た
取
り組
み
等

 [
複
数
回
答
形
式
で
集
計

] 
回
答
施
設
・事
業
所
数
：

25
3（
分
類
対
象
とし
た
記
述
数
：

29
6）

 
 

問
3_

2)
②

 指
針
の
策
定
・運
用
に
お
い
て
工
夫
した
こと
や
効
果
が
認
め
られ
た
取
り組
み
等

 
 

 
指 針 の 策 定 プ ロ セ ス や 体 制 等 に

関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

指 針 の 見 直 し プ ロ セ ス や 体 制 等

に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

参 考 資 料 の 収 集 ・ 活 用 

指 針 の 内 容 に 関 す る 工 夫 ︵ 全 般 ︶ 

指 針 の 体 裁 ・ 構 成 ︵ 他 規 定 等 と の

関 係 含 む ︶ に 関 す る 取 り 組 み や 工

夫 

指 針 の 評 価 に 関 す る 取 り 組 み や

工 夫 

基 本 的 な 考 え 方 や 方 針 の 整 理 ・ 策

定 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

施 設 内 の 他 組 織 等 と の 関 係 に 関

す る 取 り 組 み や 工 夫 

職 員 へ の 研 修 や 周 知 に 関 す る 取

り 組 み や 工 夫 

虐 待 等 が 発 生 し た 場 合 の 対 応 方

法 ︑ 相 談 ・ 報 告 体 制 等 に 関 す る 内

容 や 提 示 方 法 の 工 夫 

成 年 後 見 制 度 の 利 用 支 援 に 関 す

る 内 容 の 工 夫 

利 用 者 ・ 家 族 等 へ の 閲 覧 ・ 周 知 に

関 す る 取 り 組 み や 工 夫 

そ の 他 の 身 体 拘 束 適 正 化 推 進 に

関 す る 内 容 の 工 夫 

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
n 

全
体

 
10

  
15

  
7 

 
14

  
4 

 
3 

 
29

  
9 

 
15

9 
 

3 
 

0 
 

15
  

28
  

25
3 

 
(4

.0
%

) 
(5

.9
%

) 
(2

.8
%

) 
(5

.5
%

) 
(1

.6
%

) 
(1

.2
%

) 
(1

1.
5%

) 
(3

.6
%

) 
(6

2.
8%

) 
(1

.2
%

) 
(0

.0
%

) 
(5

.9
%

) 
(1

1.
1%

) 
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図
表
Ⅱ

-3
-8

7 
問

3_
3)
②

 研
修
の
企
画
・運
営
等
に
お
い
て
工
夫
し
た
こと
や
効
果
が
認
め
ら
れ
た
取
り組
み
等

 [
複
数
回
答
形
式
で
集
計

] 
回
答
施
設
・事
業
所
数
：

52
3（
分
類
対
象
とし
た
記
述
数
：

55
1）

 
問

3_
 3

)②
 研
修
の
企
画
・運
営
等
に
お
い
て
工
夫
した
こと
や
効
果
が
認
め
られ
た
取
り組
み
等

 

研 修 自 体 の 企 画 ︑ 及 び 研 修 企 画 ・ 運

営 体 制 の 構 築 に 関 す る 取 り 組 み や 工

夫 

研 修 対 象 者 の 設 定 等 に 関 す る 取 り 組

み や 工 夫

研 修 機 会 の 確 保 や 回 数 設 定 ︑ 日 程 ・

時 間 の 調 整 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫

参 加 率 や 参 加 意 欲 の 向 上 に 関 す る 取

り 組 み や 工 夫

研 修 内 容 ・ プ ロ グ ラ ム に 関 す る 取 り

組 み や 工 夫

講 義 資 料 ・ 教 材 の 作 成 や そ の た め の

情 報 収 集 に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫

イ ン タ ー ネ ッ ト の 活 用 等 ︑ 集 合 研 修

に 代 わ る 実 施 方 法 に 関 す る 取 り 組 み

や 工 夫

研 修 方 法 ︑ 学 習 方 法 に 関 す る 取 り 組

み や 工 夫

欠 席 者 対 応 ︑ 研 修 内 容 の 周 知 徹 底 等

に 関 す る 取 り 組 み や 工 夫

外 部 研 修 や 外 部 講 師 等 の 活 用 に 関 す

る 取 り 組 み や 工 夫

研 修 効 果 の 評 価 に 関 す る 取 り 組 み や

工 夫

件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
件
数

 
（
割
合
）

 
N 

全
体

 
47

 
8 

79
 

19
 

91
 

17
 

66
 

11
4 

44
 

21
 

39
 

52
3 

(9
.0

%
) 

(1
.5

%
) 

(1
5.

1%
) 

(3
.6

%
) 

(1
7.

4%
) 

(3
.3

%
) 

(1
2.

6%
) 

(2
1.

8%
) 

(8
.4

%
) 

(4
.0

%
) 

(7
.5

%
) 
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  図
表
Ⅱ

-3
-8

8 
問

2_
1)
⑦

 委
員
会
組
織
の
設
置
・運
営
に
お
い
て
工
夫
した
こと
や
効
果
が
認
め
ら
れ
た
取
り組
み
等

 [
記
述
回
答
の
具
体
例

] 
※
小
規
模
事
業
所
で
も実

施
可
能
と思
わ
れ
る
もの
を網

掛
け

 
カテ
ゴ
リ 

no
. 

具
体
例

 
サ
ー
ビス
種
別

 

構
成
員
（
外
部
）
の
工
夫

 

1 
運
営
推
進
会
議
を活

用
して
方
向
性
の
検
討
を行

い
、市

町
村
、介

護
相
談
員
か
ら助

言
を得

て
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

2 
法
人
外
の
弁
護
士
や
学
識
経
験
者
に
参
加
して
い
た
だ
い
て
い
るこ
とで
、虐

待
事
例
が
発
生
した
場
合
以
外
に
も、
（
利
用
者
家
族
か
らの
ハ
ラス

メン
ト防

止
対
策
に
つ
い
て
等
）
専
門
的
な
アド
バ
イス
を受

け
るこ
とが
で
きて
い
る。

 
介
護
老
人
保
健
施
設

 

3 
産
業
医
に
第
三
者
とし
て
出
席
して
頂
い
て
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
4 

人
権
擁
護
委
員
に
参
加
をお
願
い
して
い
る。

 
短
期
入
所
療
養
介
護

 
5 

近
隣
の
民
生
委
員
等
を招

聘
し意

見
をう
か
が
うよ
うに
して
い
る。

 
地
域
密
着
型
通
所
介
護

 
6 

家
族
の
代
表
者
か
ら実

際
の
利
用
状
況
に
基
づ
い
た
意
見
をう
か
が
って
い
る
。 

地
域
密
着
型
通
所
介
護

 
7 

地
域
の
住
民
、民

生
委
員
を退

任
され
た
方
に
も参

加
して
頂
い
て
い
る。

 
小
規
模
多
機
能

 

8 
外
部
福
祉
業
者
か
ら外

部
事
業
所
の
症
例
で
参
考
に
な
る事

や
アド
バ
イス
をい
た
だ
く。
また
評
価
い
た
だ
く機
会
とし
、振

り返
りや
手
段
を検

討
す
る事

に
役
立
て
て
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

9 
同
法
人
内
の
他
事
業
所
や
法
人
外
の
事
業
所
と連
携
して
お
互
い
の
運
営
状
況
を確

認
す
るな
どし
て
、よ
り良
い
委
員
会
運
営
を目

指
して
い

る
。 

介
護
老
人
保
健
施
設

 

10
 
併
設
され
て
い
る地

域
包
括
支
援
セ
ンタ
ー
に
委
員
会
の
オブ
サ
ー
バ
ー
とし
て
入
って
もら
い
、必

要
に
応
じた
案
件
に
つ
い
て
、役

所
へ
連
携
を図

っ
て
貰
って
い
る。

 
訪
問
介
護

 

構
成
員
（
内
部
）
の
工
夫

 

1 
介
護
職
・看
護
職
だ
け
で
な
く、
ケ
アマ
ネ
や
生
活
相
談
員
等
も含

め
て
施
設
全
体
とし
て
取
り組
め
る
よう
に
委
員
会
メン
バ
ー
を考

え
た
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
2 

各
部
署
の
責
任
者
を委

員
会
構
成
員
とす
るこ
とで
、各

部
署
の
状
況
を把

握
す
るこ
とが
で
きる
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
3 

出
来
る限

り多
職
種
が
参
加
す
るこ
とで
多
様
な
意
見
を求

め
られ
るよ
うに
して
い
る。

 
小
規
模
多
機
能

 

4 
委
員
に
労
働
衛
生
部
門
の
担
当
者
を加

え
る事

で
、職

員
の
ス
トレ
ス
マネ
ジ
メン
トが
虐
待
防
止
に
繋
が
るこ
とを
理
解
し労

働
環
境
調
整
を行

っ
て
もら
って
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

5 
委
員
長
を介

護
職
が
１
年
交
代
で
務
め
、責

任
感
や
当
事
者
意
識
を持

って
もら
え
るよ
うに
して
い
る。

 
介
護
老
人
保
健
施
設

 
6 

一
般
事
務
職
も参

加
す
る事

に
より
、窓

口
等
で
ご
家
族
様
か
ら頂

い
た
ご
意
見
を委

員
会
に
て
報
告
で
き、
対
応
が
可
能
とな
って
い
る
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
7 

職
員
数
が

5
名
の
た
め
、職

員
会
議
の
際
に
、原

則
全
員
参
加
で
実
施
して
い
る。

 
地
域
密
着
型
通
所
介
護

 
8 

委
員
会
の
責
任
者
は
毎
年
据
え
置
きで
、構

成
メン
バ
ー
は
毎
年
交
代
して
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
9 

夜
勤
専
属
ス
タッ
フ、
パ
ー
トス
タッ
フな
ど、
時
間
帯
の
様
々
な
ス
タッ
フで
構
成
した
。 

グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

10
 
法
人
内
の
各
事
業
所
か
ら

1、
2
名
委
員
を専

任
し、
構
成
員
の
職
種
を網

羅
す
るよ
うに
して
い
る（

理
事
長
＝
医
師
、施

設
長
、事

務
長
、看

護
師
、介

護
福
祉
士
等
）
。 

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

 

設
置
・運
営
形
態
の
工
夫

 
1 

身
体
拘
束
廃
止
委
員
会
と包
括
開
催
す
るこ
とで
、暴

力
行
為
な
どだ
け
が
虐
待
で
は
な
く身
体
拘
束
も虐

待
で
あ
る
と職
員
の
意
識
啓
発
に
繋
が

って
い
る
と考
え
られ
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
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2 
虐
待
防
止
委
員
会
は
単
独
で
設
置
して
い
るが
、身

体
拘
束
廃
止
委
員
会
と横
断
的
な
内
容
もあ
るこ
とか
ら、
定
期
的
な
委
員
会
の
開
催
に
あ

た
って
は
一
体
的
な
運
営
を行

って
い
る。

 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

 

3 
リス
クマ
ネ
ジ
メン
ト委

員
会
と一
体
的
に
運
営
して
い
るた
め
、連

動
した
情
報
で
職
員
へ
周
知
で
きて
い
る。

 
短
期
入
所
生
活
介
護

 
4 

事
業
所
で
は
な
く法
人
単
位
で
設
置
した
こと
で
客
観
性
を担

保
した
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

5 
事
業
所
単
位
で
だ
け
で
な
く、
同
一
法
人
内
の
通
所
介
護
事
業
所
と居
宅
介
護
支
援
事
業
所
と合
同
で
、委

員
会
を実

施
す
る機

会
を持

って
い

る
。 

 
通
所
介
護

 

6 
法
人
内
に
副
施
設
長
を中

心
とし
た
法
人
虐
待
防
止
委
員
会
が
あ
り、
各
施
設
の
虐
待
防
止
委
員
会
と連
携
を図

りな
が
ら、
法
人
全
体
で
虐
待

防
止
の
た
め
の
対
策
をす
す
め
て
い
る。

 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

 

7 
毎
月
、各

ユ
ニッ
トご
とに
安
全
対
策
項
目
（
事
故
防
止
・虐
待
防
止
・身
体
拘
束
・感
染
症
・褥
瘡
予
防
・防
災
等
）
に
つ
い
て
話
し合

い
、目

標
（
計
画
）
を立

て
て
、実

践
、評

価
をし
て
、法

人
全
体
の
委
員
会
に
課
題
や
成
果
等
を報

告
し協

議
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

8 
独
立
した
委
員
会
で
は
な
く、
虐
待
、事

故
防
止
、身

体
拘
束
、感

染
症
、褥

瘡
な
ど、
す
べ
て
リス
クマ
ネ
ジ
メン
トと
して
包
含
した
委
員
会
とし
て

実
施
して
い
る。

 
通
所
介
護

 

9 
委
員
会
開
催
調
整
の
手
間
を省

き、
出
席
者
の
時
間
調
整
負
担
を軽

減
す
るた
め
、構

成
メン
バ
ー
が
ほ
ぼ
重
複
す
る毎

月
開
催
の
会
議
体
と併

せ
て
開
催
す
る運

営
とし
て
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

10
 
虐
待
防
止
に
関
す
る事

項
をよ
り実
効
的
に
検
討
す
るた
め
に
、認

知
症
ケ
ア委

員
会
と共
同
開
催
して
い
る。
関
連
事
項
に
つ
い
て
具
体
的
に
検

討
で
きる
よう
に
な
った
。 

介
護
医
療
院

 

開
催
方
法
の
工
夫

 

1 
当
初
は
２
，
３
か
月
に

1
回
委
員
会
を開

催
す
る予

定
で
あ
った
が
、毎

月
1
回
開
催
す
るこ
とで
細
か
い
部
分
で
の
不
適
切
な
ケ
アに
つ
い
て
の

早
期
の
気
づ
きが
で
きた
。 

グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

2 
開
催
時
期
に
より
、委

員
会
へ
の
出
席
率
が
悪
い
事
が
続
い
た
た
め
、委

員
会
ば
か
りの
日
を設

け
、1
日
の
中
で
多
数
の
委
員
会
を行

い
出
席
率

を向
上
させ
た
。 

グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

3 
事
例
の
有
無
に
関
係
な
く毎
月
１
回
、各

部
署
合
同
会
議
に
て
確
認
・意
見
交
換
・他
事
業
で
の
事
例
等
を参

考
に
話
し合

い
の
場
を設

け
て
い

る
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

4 
法
人
委
員
会
は
毎
月
開
催
、事

業
所
内
検
討
会
は

4
か
月
ご
とに
実
施
して
い
る。

 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

 
5 

オ
ンラ
イン
会
議
を実

施
後
、録

画
した
動
画
を共

有
して
い
る。

 
地
域
密
着
型
通
所
介
護

 

6 
それ

ぞ
れ
の
勤
務
時
間
や
公
休
な
どが
あ
り、
一
度
に
全
員
出
席
す
るの
は
従
事
者
に
無
理
が
あ
る
た
め
、い
くつ
か
の
班
に
分
け
た
り、
数
名
で
の
グ

ル
ー
プで
の
会
に
分
け
、実

施
した
。 

訪
問
介
護

 

7 
他
介
護
サ
ー
ビス
も併

設
して
お
り各
部
署
の
委
員
が
会
議
に
出
席
で
きる
よう
に
年
間
を通

して
開
催
の
日
時
を決

定
し周

知
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
8 

議
案
等
を委

員
会
開
催
前
に
提
示
して
各
自
検
討
して
か
ら委

員
会
に
臨
む
事
をル
ー
ル
化
した
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
9 

「毎
月
第
○
週
○
曜
日
」の
よう
に
開
催
日
を設

定
し、
参
加
職
員
の
予
定
を組

み
や
す
くし
て
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
10

 
ご
家
族
が
参
加
で
きる
よう
、休

日
、祝

祭
日
に
委
員
会
を開

催
して
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

指
針
の
整
備
に
関
す
る取

り
組
み
や
工
夫

 

1 
年
に

1
度
指
針
や
マニ
ュア
ル
等
の
見
直
しを
行
って
い
る。

 
居
宅
介
護
支
援

 

2 
人
権
擁
護
委
員
会
の
名
称
で
委
員
会
を設

置
し、
事
業
所
とし
て
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、身

体
拘
束
の
廃
止
、プ
ライ
バ
シ
ー
保
護
・個
人
情
報

保
護
を柱

とす
るガ
イド
ライ
ンを
策
定
した
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
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3 
委
員
会
の
運
営
、指

針
等
に
つ
い
て
都
度
見
直
しを
委
員
会
に
お
い
て
行
って
い
る。

 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

 
4 

法
人
内
で
の
同
一
種
別
の
施
設
に
は
、法

人
統
一
の
指
針
を作

成
し共

有
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

5 
県
や
市
町
村
の
高
齢
者
虐
待
防
止
支
援
マニ
ュア
ル
等
を参

考
に
し、
事
業
所
内
の
マニ
ュア
ル
を作

成
し虐

待
防
止
に
つ
い
て
研
修
や
意
識
付
け

を行
って
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

研
修
の
開
催
に
関
す
る取

り
組
み
や
内
容
に
関
す
る工

夫
 

1 
アン
ケ
ー
ト・
自
己
チ
ェッ
クを
全
職
員
対
象
とし
て
実
施
し、
集
計
結
果
を委

員
会
で
分
析
し、
研
修
委
員
会
と連
携
して
研
修
計
画
に
フィ
ー
ドバ
ッ

クし
て
い
る。

 
地
域
密
着
型
特
養

 

2 
w

eb
上
で
公
開
され
て
い
る、
他
施
設
の
研
修
会
紹
介
等
の
資
料
を参

考
に
研
修
企
画
を行

って
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
3 

研
修
会
実
施
後
に
疑
問
等
が
生
じた
場
合
の
、担

当
者
へ
の
相
談
、管

理
者
との
共
有
、会

議
等
を経

て
の
フィ
ー
ドバ
ック
の
手
順
を定

め
た
。 

訪
問
介
護

 
4 

都
道
府
県
等
が
示
す
資
料
を参

考
に
研
修
企
画
を行

って
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
5 

研
修
会
の
内
容
や
実
態
等
に
つ
い
て
、運

営
推
進
会
議
に
お
い
て
評
価
を受

け
て
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
6 

研
修
企
画
・運
営
の
た
め
に
外
部
研
修
を受

講
した
。 

地
域
密
着
型
通
所
介
護

 
7 

事
業
所
単
位
で
の
研
修
と法
人
単
位
で
の
研
修
の
前
後
・バ
ラン
ス
を委

員
会
内
で
検
討
した
。 

グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
8 

認
知
症
ケ
ア、
リス
クマ
ネ
ジ
メン
ト等

他
分
野
の
研
修
との
関
連
性
等
を委

員
会
に
お
い
て
検
討
しな
が
ら研

修
計
画
を立

て
て
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
9 

職
員
の
業
務
負
担
も確

認
・勘
案
して
開
催
計
画
を作

成
して
い
る。

 
介
護
老
人
保
健
施
設

 
10

 
施
設
全
体
の
年
間
の
研
修
計
画
に
お
け
る位

置
づ
け
を委

員
会
で
検
討
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

虐
待
等
に
関
す
る職

員
の
相

談
・報
告
に
関
す
る取

り組
み
や
工
夫

 

1 
毎
月
、各

ユ
ニッ
ト会

議
で
不
適
切
ケ
アに
つ
い
て
話
し合

い
、委

員
会
へ
意
見
を出

して
もら
って
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
2 

相
談
窓
口
を多

角
的
に
設
け
た
こと
で
、相

談
等
の
件
数
が
増
え
未
然
防
止
に
効
果
が
あ
る
と考
え
て
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
3 

鍵
付
き意

見
箱
の
設
置
等
を行

い
、不

適
切
な
ケ
アの
発
生
等
に
つ
い
て
、匿

名
で
報
告
で
きる
よう
に
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
4 

「気
に
な
る」
とい
うレ
ベ
ル
の
疑
問
等
をだ
れ
で
も記

入
で
きる
様
式
を用

意
して
い
る。

 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

 
5 

気
軽
に
話
せ
る委

員
会
運
営
を心

が
け
、小

さな
気
づ
き等

も発
言
しや
す
い
よう
に
して
い
る。

 
小
規
模
多
機
能

 
6 

相
談
や
報
告
を受

け
付
け
る担

当
者
や
報
告
ル
ー
トを
明
確
に
した
。 

訪
問
介
護

 
7 

メー
ル
で
の
相
談
・報
告
窓
口
を設

置
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

8 
在
宅
で
の
虐
待
の
ケ
ー
ス
記
録
方
法
を教

育
す
るこ
とで
、職

員
の
観
察
力
が
養
わ
れ
、虐

待
が
疑
わ
しい
、ま
た
は
行
わ
れ
て
い
る場

合
の
発
見
が

早
く、
相
談
員
を通

して
地
域
包
括
や
ケ
アマ
ネ
ジ
ャー
へ
の
報
告
、通

報
等
も大

きな
事
故
に
つ
な
が
る前

に
で
きる
よう
に
な
った
。 

通
所
介
護

 

9 
虐
待
に
つ
な
が
らな
い
た
め
に
、「
不
適
切
ケ
ア報

告
書
」を
作
成
し運

用
して
い
る。
無
記
名
で
報
告
書
を提

出
し、
内
容
を委

員
会
及
び
各
部
署

会
議
で
共
有
し是

正
策
を検

討
して
い
る。

 
通
所
介
護

 

10
 
イン
シ
デ
ント
・ひ
や
りは
っと
報
告
様
式
に
お
い
て
、虐

待
や
不
適
切
ケ
アの
可
能
性
に
つ
い
て
も報

告
で
きる
よう
に
した
上
で
、利

用
者
とと
も
に
職

員
を守

るた
め
で
あ
る
こと
を周

知
した
。 

通
所
介
護

 

実
態
把
握
・分
析
の
取
り組

み
や
工
夫

 

1 
チ
ェッ
クリ
ス
ト・
チ
ェッ
クシ
ー
ト等

を使
用
した
定
期
的
な
自
己
評
価
や
その
集
計
・分
析
を行

って
い
る。

 
多
数

 
2 

職
員
全
員
を対

象
に
意
識
調
査
の
た
め
の
アン
ケ
ー
トを
毎
年
実
施
し、
結
果
を分

析
、検

討
して
い
る。

 
多
数

 
3 

ヒヤ
リハ
ット
や
事
故
報
告
書
も含

め
て
、常

に
細
か
い
こと
で
も報

告
が
くる
流
れ
を作

って
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
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4 
アン
ケ
ー
ト等

の
集
計
・分
析
結
果
を各

リー
ダー
へ
フィ
ー
ドバ
ック
し、
適
切
な
ケ
アが
取
り組
め
て
い
るか
の
確
認
と改
善
及
び
知
識
が
乏
しい
職
員

の
認
識
と正
しい
理
解
を行

うた
め
の
改
善
材
料
とし
て
活
用
して
い
る。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

5 
不
適
切
ケ
アに
関
す
る
アン
ケ
ー
ト等

の
集
計
・分
析
結
果
をも
とに
研
修
企
画
を行

って
い
る。

 
介
護
老
人
保
健
施
設

 
6 

利
用
者
の
身
体
に
痣
等
を発

見
した
場
合
は
、毎

回
その
原
因
を委

員
会
で
検
証
して
い
る。

 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

 
7 

定
期
的
に
委
員
等
が
施
設
内
をラ
ウン
ドし
、現

況
を確

認
して
い
る。

 
介
護
老
人
保
健
施
設

 
8 

各
部
署
の
長
と職
員
の
面
談
を年

1
回
行
い
、そ
の
中
で
実
態
を確

認
す
るよ
うに
して
い
る。

 
通
所
リハ
ビリ
テ
ー
シ
ョン

 

9 
法
人
とし
て
の
総
合
的
品
質
管
理
（

TQ
M
）
の
フォ
ー
マッ
トに
従
い
、①

現
状
の
把
握

 ②
要
因
の
解
析

 ③
対
策
の
策
定

 ④
対
策
の
実
施

 
⑤
効
果
の
確
認

 を
行
い
、進

捗
状
況
と工
程
全
て
を管

理
職
員
で
共
有
して
い
る。

訪
問
介
護

 

10
 
ス
トレ
ス
状
況
等
、虐

待
発
生
の
背
景
とな
り得
る状

況
に
つ
い
て
も調

査
し、
結
果
を検

討
して
い
る。

グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
市
町
村
（
行
政
）
へ
の
報

告
・通
報
に
関
す
る取

り組
み
や
工
夫

 

1 
疑
わ
しい
事
例
に
つ
い
て
は
、事

業
所
内
で
話
し合

い
、地

域
包
括
支
援
セ
ンタ
ー
へ
報
告
をす
る手

順
を明

確
に
して
い
る。

 
居
宅
介
護
支
援

 
2 

併
設
され
て
い
る地

域
包
括
支
援
セ
ンタ
ー
に
委
員
会
の
オブ
ザ
ー
バ
ー
とし
て
入
って
貰
い
、必

要
に
応
じて
役
所
へ
連
携
を図

って
もら
って
い
る。

 
居
宅
介
護
支
援

 
3 

毎
月
の
委
員
会
で
虐
待
の
有
無
を確

認
し、
疑
わ
しい
事
例
は
市
や
地
域
包
括
支
援
セ
ンタ
ー
に
報
告
す
るよ
うに
ル
ー
ル
化
して
い
る。

 
通
所
介
護

 

虐
待
や
不
適
切
ケ
アの
発
生

原
因
分
析
や
再
発
防
止
策

の
検
討
に
関
す
る取

り組
み

や
工
夫

 

1 
委
員
会
内
で
の
分
析
結
果
報
告
時
に
、家

族
代
表
者
や
行
政
機
関
の
委
員
を含

め
て
幅
広
く意
見
をた
ず
ね
、反

映
す
る
よう
に
して
い
る。

 
地
域
密
着
型
特
定
施
設

 
2 

原
因
や
対
策
の
検
討
は
介
護
の
基
本
や
理
念
を検

討
す
る
こと
に
つ
な
が
る
との
考
え
か
ら、
ケ
ア手

法
の
検
討
と併
せ
て
行
って
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
3 

委
員
会
で
の
検
討
結
果
を半

年
ご
とに
理
事
会
に
報
告
し、
総
合
的
な
評
価
を受

け
て
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

4 
要
因
や
前
兆
を含

め
て
検
討
す
る話

し合
い
を行

った
後
、具

体
的
な
事
例
に
利
用
者
・職
員
の
心
情
や
当
該
の
対
応
が
不
適
当
な
理
由
等
の
説

明
を加

え
、資

料
とし
て
施
設
内
に
配
布
した
。 

地
域
密
着
型
特
養

 

5 
報
告
、評

価
、分

析
、検

討
、改

善
の
流
れ
を明

確
に
して
お
り、
周
知
も迅

速
に
行
わ
れ
て
い
る。

 
通
所
介
護

 

6 
検
討
す
べ
き事

例
が
あ
る場

合
、担

当
職
員

2
名
が
委
員
会
前
に
論
点
整
理
を行

って
い
る。
話
し合

う内
容
が
明
確
に
な
る為

、円
滑
な
会
議
と

な
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

7 
検
討
す
べ
き事

例
が
あ
る場

合
は
、委

員
会
を事

例
検
討
会
形
式
で
実
施
す
る
よう
に
して
い
る。

 
通
所
介
護

 
8 

疑
わ
しい
事
例
が
な
い
場
合
で
も、
ニュ
ー
ス
等
か
ら事

例
を取

り上
げ
、原

因
や
背
景
を話

し合
い
、検

討
に
慣
れ
るよ
うに
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

再
発
防
止
策
、そ
の
他
決
定

した
取
り組
み
の
実
施
・実

現
に
関
す
る取

り組
み
や
工

夫
 

1 
人
員
配
置
、法

人
内
の
部
署
間
調
整
・異
動
等
の
対
策
を含

め
て
取
り組
み
を行

うよ
うに
して
い
る
。 

地
域
密
着
型
特
養

 
2 

サ
ー
ビス
内
容
の
改
善
とと
もに
、超

過
勤
務
・過
剰
負
担
の
問
題
へ
の
対
処
等
の
職
員
の
心
身
負
担
の
軽
減
策
も同

時
に
提
示
した
。

短
期
入
所
生
活
介
護

 
3 

段
階
的
な
目
標
設
定
、中

心
とな
る職

員
（
複
数
）
等
を明

確
に
し、
実
効
性
を担

保
して
い
る。

 
介
護
老
人
保
健
施
設

 
4 

毎
朝
の
申
し送

り時
等
に
実
施
す
べ
き内

容
を確

認
す
る
よう
に
した
。 

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

 
5 

委
員
会
で
話
し合

わ
れ
た
内
容
を職

員
全
員
で
周
知
徹
底
で
きる
様
、理

解
しや
す
い
言
い
回
しや
取
り組
み
や
す
い
例
示
等
を整

理
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

実
施
した
取
り組
み
や
再
発

防
止
策
等
の
効
果
評
価
に

関
す
る取

り組
み
や
工
夫

 

1 
不
適
切
ケ
ア等

に
関
す
るチ
ェッ
クシ
ー
トを
、取

り組
み
状
況
の
評
価
に
も活

用
して
い
る。

 
小
規
模
多
機
能

 
2 

委
員
会
委
員
に
よる
定
期
的
な
ラウ
ンド
と評
価
を行

うよ
うに
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
3 

進
行
中
の
取
り組
み
に
つ
い
て
は
毎
月
の
委
員
会
で
経
過
報
告
と評
価
を行

って
い
る。

 
介
護
老
人
保
健
施
設

 
4 

法
人
全
体
で
年
度
末
に
各
事
業
所
か
ら第

三
者
委
員
へ
の
報
告
会
を実

施
し助

言
をい
た
だ
い
て
い
る。

 
訪
問
介
護

 
1 

研
修
会
の
中
で
、委

員
会
で
の
取
り決
め
事
項
等
の
周
知
をあ
わ
せ
て
行
って
い
る。

 
介
護
老
人
保
健
施
設
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委
員
会
に
お
け
る取

り組
み
、そ
の
他
必
要
な
情
報
等

の
職
員
へ
の
周
知
に
関
す
る

取
り組
み
や
工
夫

 

2 
委
員
会
の
経
過
は
必
ず
議
事
録
を作

成
し、
周
知
して
い
る
。 

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

 
3 

虐
待
防
止
以
外
の
、年

間
計
画
の
中
で
実
施
され
て
い
る各

種
研
修
の
中
で
繰
り返
し対

策
等
を周

知
して
い
る。

 
介
護
老
人
保
健
施
設

 
4 

委
員
会
等
の
翌
朝
の
朝
礼
時
に
迅
速
に
周
知
す
るよ
うに
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
5 

資
料
回
覧
時
に
、周

知
・理
解
状
況
を確

認
す
るた
め
、短

い
感
想
を記

入
して
もら
うよ
うに
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
6 

部
署
単
位
の
定
例
会
議
内
で
資
料
の
読
み
合
わ
せ
を行

うよ
うに
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
7 

社
内
連
絡
シ
ス
テム
を活

用
して
周
知
し、
未
確
認
職
員
の
把
握
を行

え
る
よう
に
して
い
る。

 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

 
8 

周
知
内
容
を動

画
化
し、

Yo
uT

ub
e
で
限
定
公
開
し自

宅
等
で
も確

認
で
きる
よう
に
した
結
果
、職

員
か
らの
リア
クシ
ョン
が
増
え
た
。 

通
所
リハ
ビリ
テ
ー
シ
ョン

 
9 

言
葉
で
の
説
明
が
難
しい
部
分
は
実
演
や
写
真
な
どを
踏
まえ
て
説
明
を行

って
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
10

 
委
員
会
の
存
在
、委

員
会
が
取
り組
ん
で
い
るこ
とを
訴
求
す
るポ
ス
ター
の
掲
示
を行

って
い
る。

 
訪
問
介
護

 

利
用
者
、家

族
・親
族
等
に

対
す
る取

り組
み
や
工
夫

 

1 
利
用
者
との
契
約
時
に
委
員
会
へ
の
参
加
（
一
年
交
代
を提

案
）
の
呼
び
か
け
をお
こな
った
。色

々
な
提
案
をい
た
だ
き実

行
して
い
くこ
とで
、地

域
へ
の
アピ
ー
ル
に
も
な
り新
規
利
用
者
が
増
え
た
。 

地
域
密
着
型
通
所
介
護

 

2 
虐
待
も
しく
は
不
適
切
な
ケ
ア発

生
時
に
は
、必

ず
家
族
、行

政
、家

族
会
、理

事
会
等
へ
報
告
す
るス
タン
ス
を明

確
に
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

3 
利
用
者
の
家
族
構
成
や
生
活
状
況
、現

在
抱
え
て
い
る課

題
な
どの
情
報
を職

員
全
員
で
共
有
して
い
くこ
とで
、小

さな
変
化
に
気
づ
くこ
とが
で
き

る
よう
に
して
い
る。

 
地
域
密
着
型
通
所
介
護

 

4 
定
期
的
な
聞
き取

り調
査
を職

員
、利

用
者
、そ
の
家
族
に
口
頭
で
行
って
い
る。
結
果
は
研
修
等
に
反
映
させ
て
い
る。

 
訪
問
介
護
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図
表
Ⅱ

-3
-8

9 
問

2_
2)
④

 指
針
の
策
定
・運
⽤
に
お
い
て
工
夫
した
こと
や
効
果
が
認
め
ら
れ
た
取
り組
み
等

 [
記
述
回
答
の
具
体
例

] 
※
小
規
模
事
業
所
で
も実

施
可
能
と思
わ
れ
る
もの
を網

掛
け

カテ
ゴ
リ

no
. 

具
体
例

 
サ
ー
ビス
種
別

指
針
の
策
定
プロ
セ
ス
や
体
制

等
に
関
す
る取

り組
み
や
工
夫

 

1 
先
行
して
策
定
して
い
た
身
体
拘
束
適
正
化
の
指
針
を下

敷
きに
策
定
した
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
2 

病
院
併
設
の
施
設
の
た
め
、指

針
の
策
定
・運
用
に
つ
い
て
は
病
院
と相
談
しな
が
ら行

った
。 

短
期
入
所
生
活
介
護

 
3 

市
の
担
当
部
署
に
相
談
して
策
定
した
。 

居
宅
介
護
支
援

 
4 

グ
ル
ー
プ内

事
業
所
の
複
数
の
管
理
者
とた
た
き台

を確
認
しな
が
ら作

成
した
。 

通
所
介
護

 
5 

弁
護
士
に
内
容
の
確
認
を依

頼
した
。 

通
所
介
護

 
6 

法
人
で
策
定
した
もの
をも
とに
、各

事
業
所
で
検
討
を加

え
て
使
用
して
い
る
。 

訪
問
介
護

 
7 

併
設
す
る特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
と合
同
で
策
定
して
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

8 
各
事
業
所
か
ら委

員
を選

出
し、
法
人
全
体
で
委
員
会
を開

催
す
るこ
とで
、様

々
な
職
種
か
らの
意
見
を集

め
るこ
とが
で
き、
より
充
実
した
内

容
で
指
針
の
策
定
が
で
きた
。 

通
所
介
護

 

指
針
の
見
直
しプ
ロセ
ス
や

 
体
制
等
に
関
す
る取

り組
み
や

工
夫

 

1 
市
の
担
当
者
に
相
談
しな
が
ら指

針
の
改
定
を行

った
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
2 

以
前
か
らあ
る指

針
に
、令

和
3
年
度
の
介
護
報
酬
改
定
の
内
容
を加

え
た
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

3 
法
人
とし
て
統
一
して
見
直
した
内
容
を整

理
した
上
で
、法

人
内
の
他
施
設
とも
協
議
しな
が
ら、
各
事
業
所
で
補
足
す
べ
き内

容
をさ
らに
加
え

た
。 

通
所
介
護

 

4 
高
齢
者
虐
待
に
対
して
の
指
針
が
風
化
して
い
な
い
か
？

 現
状
を適

切
に
とら
え
た
指
針
で
あ
るか
？
等
を

3
年
毎
に
見
直
しし
て
い
る（

3
年

をス
パ
ンと
した
中
期
経
営
計
画
の
中
に
「指
針
の
適
正
化
確
認
」項
目
が
あ
る）

。 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

 

5 
都
道
府
県
市
町
村
や
他
施
設
で
出
して
い
る指

針
や
マニ
ュア
ル
を参

考
に
自
分
た
ちの
施
設
用
に
アレ
ンジ
した
。 

介
護
老
人
保
健
施
設

 
6 

制
度
変
更
時
に
必
ず
新
制
度
との
齟
齬
確
認
を中

心
に
見
直
しを
行
って
い
る
。 

介
護
老
人
保
健
施
設

 
7 

法
人
本
部
に
て
、事

業
所
全
体
、職

員
も含

め
、毎

年
見
直
し改

善
を行

って
い
る。

 
地
域
密
着
型
通
所
介
護

 

8 
平
成

30
年
度
の
省
令
改
正
時
に
身
体
拘
束
適
正
化
委
員
会
を立

ち上
げ
、高

齢
者
虐
待
防
止
と身
体
拘
束
適
正
化
の
指
針
・マ
ニュ
アル
を

分
け
た
。さ
らに
令
和

3
年
度
の
改
正
に
伴
い
高
齢
者
虐
待
防
止
の
指
針
を見

直
した
。 

グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

参
考
資
料
の
収
集
・活
用

 
※
具
体
的
に
挙
げ
られ
て
い
た
もの

1 
厚
生
労
働
省
老
健
局
『市
町
村
・都
道
府
県
に
お
け
る高

齢
者
虐
待
へ
の
対
応
と養
護
者
支
援
に
つ
い
て
』『
身
体
拘
束
ゼ
ロへ
の
手
引
き』
等

資
料

 
2 

日
本
社
会
福
祉
士
会
『市
町
村
・都
道
府
県
の
た
め
の
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よる
高
齢
者
虐
待
対
応
の
手
引
き』
等
資
料

 
3 

認
知
症
介
護
研
究
・研
修
仙
台
セ
ンタ
ー
『介
護
現
場
の
た
め
の
高
齢
者
虐
待
防
止
教
育
シ
ス
テ
ム
』等
資
料

 
4 

都
道
府
県
が
示
す
手
引
き・
マニ
ュア
ル
等
資
料

 
5 

施
設
・事
業
者
団
体
が
示
す
ひ
な
形
等
参
考
資
料
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6 
他
の
法
人
や
事
業
所
が
公
開
して
い
る指

針
 

  

指
針
の
内
容
に
関
す
る工

夫
（
全
般
）

 

1 
法
人
が
全
事
業
所
で
適
用
で
きる
内
容
で
指
針
を作

成
して
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
2 

施
設
設
置
者
の
義
務
とし
て
も
っと
も実

行
が
求
め
られ
る「
未
然
防
止
」「
早
期
発
見
」「
通
報
義
務
」「
通
報
者
保
護
」を
明
確
に
した
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
3 

具
体
的
な
事
例
を示

す
こと
で
、チ
ェッ
クに
も役

立
つ
よう
に
した
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

4 
介
護
職
員
の
意
識
向
上
の
た
め
の
具
体
的
な
方
針
の
記
載
と、
ホ
ー
ム
内
で
の
虐
待
防
止
の
フロ
ー
チ
ャー
トや
記
録
の
様
式
を作

成
し、
発
生
時

に
早
急
に
対
応
で
きる
よう
に
した
。 

グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

5 
専
門
用
語
をで
きる
だ
け
省
き読

み
や
す
い
よう
に
した
。 

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

 
6 

高
齢
者
虐
待
防
止
に
向
け
た
基
本
的
な
方
針
や
通
報
窓
口
な
ど分
か
り易
く記
載
して
い
る。

 
短
期
入
所
生
活
介
護

 
7 

高
齢
者
虐
待
に
より
早
く気
が
付
くよ
うに
チ
ェッ
クシ
ー
トを
策
定
して
い
る。

 
居
宅
介
護
支
援

 
8 

指
針
と共
に
マニ
ュア
ル
も作

成
し、
出
来
る限

り内
容
を具

体
化
し解

りや
す
くし
た
。 

グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

指
針
の
体
裁
・構
成
（
他
規

定
等
との
関
係
含
む
）
に
関
す

る取
り組
み
や
工
夫

 

1 
身
体
拘
束
に
つ
い
て
は
高
齢
者
虐
待
防
止
の
一
部
と捉
え
て
い
るた
め
、身

体
拘
束
廃
止
委
員
会
と別
に
高
齢
者
虐
待
防
止
マニ
ュア
ル
の
一
部

に
も入

れ
て
い
る。

 
訪
問
介
護

 

2 
虐
待
防
止
と関
連
性
の
高
い
身
体
拘
束
廃
止
指
針
と合
わ
せ
た
、虐

待
防
止
指
針
を策

定
して
い
る。

 
介
護
老
人
保
健
施
設

 
3 

対
応
の
フロ
ー
チ
ャー
トを
併
せ
て
作
成
し、
この
部
分
を事

業
所
内
に
掲
示
して
ふ
だ
ん
か
ら職

員
の
目
に
触
れ
るよ
うに
して
い
る。

 
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

 
4 

理
念
書
で
は
な
く手
順
書
とし
て
機
能
す
るよ
うに
構
成
を考

え
た
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
5 

重
要
事
項
説
明
書
に
組
み
込
む
こと
を前

提
に
体
裁
や
構
成
は
検
討
した
。 

居
宅
介
護
支
援

 

指
針
の
評
価
に
関
す
る取

り組
み
や
工
夫

 

1 
アン
ケ
ー
トを
実
施
し、
率
直
な
意
見
を求

め
て
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
2 

指
針
内
の
チ
ェッ
クシ
ー
トを
定
期
的
に
職
員
に
実
施
し、
その
結
果
か
ら間

接
的
に
指
針
の
実
効
性
の
評
価
を実

施
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
3 

半
期
ご
との
委
員
会
活
動
の
評
価
の
一
環
とし
て
実
施
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

基
本
的
な
考
え
方
や
方
針
の

整
理
・策
定
に
関
す
る取

り組
み
や
工
夫

 

1 
法
人
とし
て
一
体
的
（
介
護
、障

が
い
、保

育
、児

童
）
な
指
針
とし
て
い
る
。 

介
護
老
人
保
健
施
設

 
2 

法
人
内
の
介
護
保
険
事
業
所
に
よる
会
議
に
て
協
働
で
相
談
し策

定
した
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
3 

高
齢
者
の
尊
厳
の
保
持
とい
う大
原
則
を確

認
す
る
とこ
ろか
ら検

討
を始

め
た
。 

居
宅
療
養
管
理
指
導

 
4 

担
当
した
職
員
が
議
論
し、
趣
旨
の
理
解
・統
一
が
は
か
られ
るよ
うに
した
。 

訪
問
介
護

 
5 

不
適
切
な
ケ
アの
段
階
か
らの
未
然
防
止
を重

視
し、
指
針
に
盛
り込
ん
だ
。 

地
域
密
着
型
特
養

 
6 

誰
に
で
も
わ
か
りや
す
い
、明

確
な
表
現
に
な
る
よう
に
した
。 

訪
問
介
護

 

施
設
内
の
他
組
織
等
との
関

係
に
関
す
る取

り組
み
や
工
夫

 

1 
身
体
拘
束
は
虐
待
との
認
識
で
虐
待
防
止
・身
体
拘
束
適
正
化
の
総
合
的
な
指
針
とし
て
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
2 

法
人
内
の
サ
ー
ビス
種
別
が
異
な
る施

設
間
で
齟
齬
が
な
い
よう
に
情
報
共
有
と協
議
を行

った
。 

介
護
老
人
保
健
施
設

 
3 

委
員
会
と事
業
所
、事

業
所
と法
人
の
関
係
性
を踏

まえ
た
内
容
とし
た
。 

グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
1 

指
針
内
で
研
修
の
実
施
回
数
・時
期
・対
象
等
を定

め
て
い
る。

 
多
数
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職
員
へ
の
研
修
や
周
知
に
関

す
る取

り組
み
や
工
夫

 

2 
指
針
等
を毎

年
必
ず
回
覧
と勉
強
会
で
の
読
み
合
わ
せ
な
どを
行
い
、形

だ
け
の
もの
に
な
らな
い
よう
努
め
て
い
る。

 
短
期
入
所
生
活
介
護

 
3 

施
設
内
研
修
で
職
員
全
員
に
配
布
し、
説
明
を行

って
い
る
た
め
全
職
員
へ
の
意
識
付
け
を行

え
て
い
る。

 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

 
4 

委
員
会
で
各
部
署
担
当
者
へ
周
知
し、
各
部
署
ご
とに
職
員
で
共
有
す
る
よう
に
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
5 

指
針
は
ポ
ス
ター
化
し、
カン
ファ
レン
ス
な
どで
読
み
合
わ
せ
をし
て
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
6 

社
内
連
絡
シ
ス
テム
上
で
、定

期
的
に
指
針
を掲

示
し、
職
員
の
意
識
づ
け
に
役
立
て
て
い
る。

 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

 
7 

職
員
に
指
針
の
回
覧
を定

期
的
に
行
い
、意

識
向
上
が
見
られ
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

8 
指
針
の
内
容
に
つ
い
て
の
研
修
を行

うこ
とで
、全

職
員
が
指
針
の
内
容
・高
齢
者
虐
待
に
つ
い
て
の
理
解
を深

め
、実

際
の
業
務
に
活
か
して
い

る
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

虐
待
等
が
発
生
した
場
合
の

対
応
方
法
、相

談
・報
告
体

制
等
に
関
す
る内

容
や
提
示

方
法
の
工
夫

 

1 
通
報
や
相
談
・報
告
に
つ
い
て
の
手
順
の
確
認
が
行
い
や
す
い
よう
に
策
定
して
い
る。

 
居
宅
介
護
支
援

 
2 

法
人
内
の
相
談
窓
口
を明

記
した
。 

居
宅
介
護
支
援

 

3 
虐
待
とい
うと
忌
避
され
る傾

向
が
あ
るた
め
、一

緒
に
ハ
ラス
メン
ト（

利
用
者
→
職
員
／
職
員
→
利
用
者
）
報
告
（
相
談
を含

む
）
を行

え
る

体
制
とし
た
。 

定
期
巡
回
・随
時
対
応
型

 

4 
虐
待
が
発
生
した
際
に
連
絡
先
は
どこ
な
の
か
、全

部
で
何
か
所
報
告
す
る必

要
が
あ
るの
か
を分

か
りや
す
くす
るよ
う心
掛
け
た
。 

訪
問
介
護

 
5 

報
告
チ
ャー
トが
示
され
て
い
るの
で
、速

や
か
に
疑
い
の
時
点
で
の
報
告
もで
きて
い
る。

 
介
護
老
人
保
健
施
設

 

成
年
後
見
制
度
の
利
用
支
援

に
関
す
る内

容
の
工
夫

 

1 
尋
ね
られ
た
時
に
委
員
の
各
自
が
対
応
で
きる
よう
簡
易
版
の
説
明
書
を作

成
した
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
2 

制
度
利
用
支
援
に
関
す
る内

容
を指

針
改
定
時
に
追
加
した
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
3 

利
用
者
を権

利
侵
害
か
ら守

る趣
旨
で
定
め
た
。 

小
規
模
多
機
能

 

利
用
者
・家
族
等
へ
の
閲
覧
・

周
知
に
関
す
る取

り組
み
や
工

夫
 

1 
利
用
者
、ご
家
族
が
確
認
しや
す
い
場
所
に
提
示
して
い
る。

 
居
宅
介
護
支
援

 
2 

新
規
の
契
約
書
を交

わ
す
際
、説

明
を行

って
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

3 
施
設
内
に
指
針
・マ
ニュ
アル
な
ど掲
示
。ま
た
、苦

情
解
決
・身
体
拘
束
に
関
す
る指

針
・マ
ニュ
アル
を一

緒
に
掲
示
す
るこ
とで
、ご
利
用
者
及

び
職
員
が
権
利
擁
護
体
制
が
一
目
で
わ
か
るよ
うに
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

4 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し、
家
族
その
他
が
広
く確
認
で
きる
よう
に
して
い
る。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
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  図
表
Ⅱ

-3
-9

0 
問

2_
3)
⑪

 研
修
の
企
画
・運
営
等
に
お
い
て
工
夫
し
た
こと
や
効
果
が
認
め
ら
れ
た
取
り組
み
等

 [
記
述
回
答
の
具
体
例

] 
※
小
規
模
事
業
所
で
も実

施
可
能
と思
わ
れ
る
もの
を網

掛
け

 
カテ
ゴ
リ 

no
. 

具
体
例

 
サ
ー
ビス
種
別

 

研
修
自
体
の
企
画
、及

び
研

修
企
画
・運
営
体
制
の
構
築

に
関
す
る取

り組
み
や
工
夫

 

1 
研
修
企
画
委
員
会
を立

ち上
げ
、実

際
に
研
修
内
容
を普

段
の
業
務
で
活
か
せ
るよ
うな
内
容
を企

画
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
2 

他
事
業
所
と一
緒
に
研
修
企
画
を行

って
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
3 

研
修
会
ご
とに
企
画
担
当
の
責
任
者
を定

め
て
持
ち回

りし
て
い
る。

 
通
所
介
護

 
4 

他
分
野
の
職
場
内
研
修
と合
わ
せ
て
企
画
・運
営
を行

って
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
5 

虐
待
防
止
の
た
め
の
委
員
会
と研
修
委
員
会
が
あ
り、
両
者
で
連
携
して
対
応
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
6 

人
材
育
成
に
関
す
る委

員
会
と連
携
をは
か
りな
が
ら計

画
・開
催
して
い
る。

 
介
護
老
人
保
健
施
設

 
7 

法
人
全
体
とし
て
の
研
修
と事
業
所
ご
との
研
修
で
す
み
分
け
を行

って
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

研
修
対
象
者
の
設
定
等
に
関

す
る取

り組
み
や
工
夫

 

1 
法
人
の
研
修
委
員
会
に
より
、職

員
階
層
別
の
研
修
計
画
の
中
に
それ
ぞ
れ
組
み
込
む
よう
に
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
2 

入
職
時
の
新
人
研
修
の
中
に
設
定
して
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
3 

通
常
は
管
理
者
や
リー
ダー
向
け
の
研
修
で
も、
高
齢
者
虐
待
に
関
す
る内

容
は
す
べ
て
の
職
員
が
受
講
で
きる
よう
に
して
い
る。

 
訪
問
介
護

 

研
修
機
会
の
確
保
や
回
数
設

定
、日

程
・時
間
の
調
整
に
関

す
る取

り組
み
や
工
夫

 

1 
20
分
程
度
の
短
時
間
で
簡
潔
な
研
修
をこ
まめ
に
行
うよ
うに
して
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
2 

昼
前
後
の
時
間
帯
に
、弁

当
付
きで
開
催
して
い
た
（
感
染
症
対
策
の
た
め
現
在
休
止
中
）
。 

介
護
療
養
型
医
療
施
設

 
3 

就
業
時
間
の
開
始
後
す
ぐ、
また
は
終
了
直
前
の
時
間
帯
に
、短

い
時
間
に
分
割
して
ウェ
ブ研

修
を受

け
られ
るよ
うに
した
。 

養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
4 

同
一
内
容
の
研
修
会
を１

週
間
連
続
で
開
催
し、
参
加
率
の
向
上
をは
か
った
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
5 

複
数
の
日
・時
間
帯
に
同
一
内
容
の
研
修
会
を開

催
し、
選
択
で
きる
よう
に
した
。 

グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
6 

事
前
に
個
人
ワー
クを
課
し、
集
合
して
の
研
修
会
の
時
間
を短

縮
しつ
つ
グ
ル
ー
プワ
ー
ク中

心
とし
た
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
7 

全
体
会
議
、カ
ンフ
ァレ
ンス
等
の
前
後
に
研
修
内
容
を分

割
して
接
続
して
い
る
。 

通
所
介
護

 

8 
それ

ぞ
れ
独
立
した
委
員
会
が
企
画
した
、高

齢
者
虐
待
防
止
と身
体
拘
束
適
正
化
の
研
修
会
を、
時
間
を連

続
させ
て
実
施
した
（

30
分

1
コマ
を

2
コマ
等
）
。 

介
護
老
人
保
健
施
設

 

9 
正
規
の
勤
務
時
間
内
に
設
定
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

参
加
率
や
参
加
意
欲
の
向
上

に
関
す
る取

り組
み
や
工
夫

 

1 
回
数
設
定
、日

程
・時
間
の
調
整
を、
参
加
率
確
保
を主

た
る目

的
に
実
施
して
い
る。

 
多
数

 
2 

講
義
の
み
で
は
な
く、
演
習
等
参
加
型
の
内
容
をむ
しろ
中
心
とし
て
い
る。

 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

 

3 
経
営
・管
理
職
が
率
先
して
参
加
して
い
る事

業
所
と、
経
営
・管
理
職
が
率
先
して
参
加
して
い
な
い
事
業
所
は
明
確
に
職
員
の
参
加
人
数
に

差
が
出
るた
め
、基

本
的
に
は
上
司
が
最
低

1
名
は
参
加
す
るよ
う計
画
して
い
る。

 
地
域
密
着
型
特
養

 

4 
気
軽
に
話
し合

え
る研

修
会
で
あ
るこ
とを
アピ
ー
ル
して
い
る
。 

小
規
模
多
機
能

 
5 

虐
待
防
止
は
ハ
ー
ドな
テ
ー
マと
の
印
象
が
あ
るた
め
、ソ
フト
な
テ
ー
マの
研
修
と合
わ
せ
て
開
催
して
い
る。

 
介
護
老
人
保
健
施
設

 
研
修
内
容
・プ
ログ
ラム
に
関
す

る取
り組
み
や
工
夫

 
1 

わ
か
りや
す
い
言
葉
や
事
例
を使

うこ
とで
理
解
を促

して
い
る
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
2 

職
員
アン
ケ
ー
トを
も
とに
して
研
修
内
容
を検

討
し、
実
感
が
持
て
た
り、
真
剣
に
考
え
た
りで
きる
よう
に
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
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3 
自
身
の
ケ
アや
不
適
切
ケ
アに
走
りか
ね
な
い
心
理
を振

り返
る機

会
をつ
くっ
て
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

4 
仕
事
中
、ス
トレ
ス
や
イラ
イラ
が
出
な
い
人
は
い
な
い
。そ
の
な
か
で
虐
待
や
不
適
切
な
ケ
アを
行
わ
な
い
よう
、ア
ンガ
ー
マネ
ジ
メン
ト等

も研
修
や

委
員
会
内
容
に
含
め
て
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

5 
身
近
な
事
例
をな
るべ
く取
り入
れ
るよ
うに
して
い
る。

 
介
護
老
人
保
健
施
設

 

6 
複
数
回
の
研
修
の
中
で
、段

階
的
・発
展
的
に
内
容
が
広
が
る
よう
に
検
討
して
い
る。

 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

 

7 
基
本
的
な
知
識
、法

に
則
るこ
との
重
要
性
、事

例
等
に
よる
具
体
的
な
内
容
の
理
解
とい
った
、中

心
とな
る内

容
を定

め
、徹

底
す
るよ
うに
し

て
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

8 
研
修
内
容
を実

際
の
場
面
に
照
らし
合
わ
せ
、不

適
切
な
状
況
が
あ
れ
ば
研
修
の
中
で
職
員
間
共
有
をは
か
るよ
うに
して
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
9 

ネ
グ
レク
トな
ど、
理
解
して
い
な
い
と見
逃
しや
す
い
問
題
を中

心
に
す
る
よう
に
して
い
る。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
10

 
職
業
倫
理
の
教
育
を重

視
し、
単
に
禁
止
事
項
を伝

え
るの
で
は
な
く、
な
ぜ
取
り組
み
が
必
要
な
の
か
を説

明
す
るよ
うに
して
い
る。

 
訪
問
看
護

 
11

 
事
前
課
題
を課

した
上
で
研
修
会
を開

催
し、
研
修
会
は
グ
ル
ー
プワ
ー
クや
議
論
、考

え
方
の
共
有
の
た
め
に
行
うよ
うに
して
い
る。

 
通
所
介
護

 
12

 
年
間
計
画
の
中
で
、虐

待
防
止
以
外
の
研
修
とも
関
連
付
け
られ
るよ
うに
内
容
を検

討
して
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

講
義
資
料
・教
材
の
作
成
や
そ

の
た
め
の
情
報
収
集
に
関
す
る

取
り組
み
や
工
夫

 

1 
国
や
都
道
府
県
の
最
近
の
統
計
資
料
を使

用
して
、傾

向
を解

説
して
い
る。

 
介
護
老
人
保
健
施
設

 
2 

新
聞
等
の
切
り抜
きを
資
料
とし
て
活
用
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
3 

イン
ター
ネ
ット
で
様
々
な
事
例
情
報
や
、映

像
等
を利

用
し、
より
具
体
的
に
理
解
が
得
られ
や
す
い
よう
に
工
夫
して
い
る。

グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
4 

Yo
uT

ub
e
で
公
開
され
て
い
る動

画
を参

考
に
して
い
る。

 
地
域
密
着
型
特
養

 
5 

言
葉
だ
け
で
は
伝
わ
りに
くい
内
容
は
資
料
に
図
・絵
を添

付
し誰

が
見
て
も解

る
よう
に
心
が
け
て
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
6 

資
料
作
成
の
担
当
を輪

番
制
に
し、
内
容
や
負
担
の
偏
りが
な
い
よう
に
して
い
る。

 
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

イン
ター
ネ
ット
の
活
用
等
、集

合
研
修
に
代
わ
る実

施
方
法

に
関
す
る取

り組
み
や
工
夫

1 
感
染
症
対
策
とし
て

e
ラー
ニン
グ
を導

入
した
が
、結

果
的
に
研
修
会
場
へ
の
移
動
に
よる
時
間
の
ロス
や
、伝

達
研
修
の
負
担
等
が
な
くな
った

（
外
部
研
修
を全

員
が
受
講
で
きる
よう
に
な
った
）
。 

養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

2 
外
部
の
オ
ンラ
イン
研
修
を活

用
して
い
るが
、本

来
の
受
講
者
だ
け
で
は
な
く、
指
導
者
も同

じ内
容
の
研
修
を視

聴
し、
受
講
者
が
現
場
で
どの

レベ
ル
まで
理
解
が
行
え
て
い
るか
確
認
の
上
指
導
に
当
た
って
い
る。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

3 
研
修
会
の
録
画
内
容
を限

定
公
開
で
動
画
配
信
し、
当
日
不
参
加
者
や
希
望
者
は
自
宅
で
も視

聴
で
きる
よう
に
して
い
る。

 
地
域
密
着
型
特
養

 
4 

Yo
uT

ub
e
動
画
や

e
ラー
ニン
グ
の
視
聴
が
出
来
る様

に
タブ
レッ
トや
通
信
環
境
を整

え
た
。 

グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
5 

e
ラー
ニン
グ
を導

入
した
上
で
、レ
ポ
ー
ト提

出
を課

して
受
講
状
況
管
理
や
学
習
評
価
を行

って
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
6 

オ
ンラ
イン
会
議
シ
ス
テ
ム
を用

い
て
事
業
所
間
をつ
な
い
で
法
人
全
体
の
研
修
を実

施
した
。

介
護
老
人
保
健
施
設

 
7 

出
版
社
が
提
供
す
る
プロ
グ
ラム
を契

約
し、
そこ
で
得
られ
るメ
ー
ル
マガ
ジ
ン、
研
修
資
料
、動

画
等
を活

用
して
い
る。

 
地
域
密
着
型
通
所
介
護

 
1 

実
際
の
事
例
に
基
づ
い
て
全
員
で
話
し合

い
、ど
の
よう
に
振
る舞

うべ
きか
を検

討
した
。 

居
宅
介
護
支
援
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  研
修
方
法
、学

習
方
法
に
関

す
る取

り組
み
や
工
夫

 

2 
研
修
内
容
の
マン
ネ
リ化
を防

ぎ
、よ
り効
果
的
な
内
容
とな
る
よう
に
、講

義
に
限
らず
、グ
ル
ー
プワ
ー
クや
ワー
クシ
ー
トを
積
極
的
に
活
用
して

い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

3 
ロー
ル
プレ
イ、
グ
ル
ー
プ討

議
を入

れ
て
普
段
の
何
気
な
い
言
動
に
つ
い
て
も振

り返
られ
る
よう
に
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

4 
グ
ル
ー
プワ
ー
クに
よる
事
例
検
討
は
比
較
的
効
果
が
あ
った
。実

際
の
ケ
アが
不
適
切
な
もの
か
をユ
ニッ
ト内

で
話
す
こと
で
、他

者
の
意
見
を聞

く
機
会
が
良
い
勉
強
に
な
って
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

5 
チ
ェッ
クリ
ス
トを
使
用
す
るこ
とで
自
分
の
ケ
アを
振
り返
るき
っか
け
とな
り、
虐
待
防
止
へ
の
意
識
を高

くも
つ
こと
が
で
きて
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
6 

利
用
者
体
験
を通

して
、視

点
を変

え
て
考
え
られ
る
よう
に
して
い
る。

 
訪
問
介
護

 

7 
不
適
切
ケ
アの
動
画
を見

た
後
に
自
分
た
ちで
も普

段
して
しま
って
い
るこ
とや
、何

が
不
適
切
だ
った
の
か
、ど
うい
う対
応
が
良
か
った
の
か
を検

討
しあ
った
。 

小
規
模
多
機
能

 

8 
研
修
の
最
後
に
テス
ト形

式
の
設
問
に
答
え
て
提
出
して
も
らう
よう
に
して
い
る
。 

通
所
介
護

 
9 

研
修
の
最
後
に
、研

修
内
容
に
即
して
、個

人
ご
との
虐
待
防
止
に
関
す
る目

標
設
定
をし
て
も
らっ
て
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 

10
 
グ
ル
ー
プワ
ー
クの
中
で
、ち
ょっ
とし
た
工
夫
や
悩
ん
で
い
る
こと
な
どを
話
し合

い
、す
ぐに
役
立
て
られ
る内

容
を持

ち帰
る
とと
もに
、普

段
の
仕
事

の
中
で
も相

互
の
相
談
が
しや
す
い
よう
に
促
した
。 

地
域
密
着
型
特
定
施
設

 

欠
席
者
対
応
、研

修
内
容
の

周
知
徹
底
等
に
関
す
る取

り
組
み
や
工
夫

 

1 
e
ラー
ニン
グ
、動

画
視
聴
等
の
取
り組
み
を、
欠
席
者
対
応
や
復
習
を含

む
周
知
徹
底
の
た
め
の
手
段
とし
て
導
入
して
い
る。

 
多
数

 
2 

欠
席
者
に
対
して
、個

別
に
伝
達
講
習
を行

って
い
る。

 
看
護
小
規
模
多
機
能

 
3 

参
加
で
きな
か
った
職
員
は
、研

修
資
料
を自

己
学
習
して
レポ
ー
トを
提
出
させ
て
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 

外
部
研
修
や
外
部
講
師
等
の

活
用
に
関
す
る取

り組
み
や
工

夫
 

1 
都
道
府
県
に
よる
権
利
擁
護
推
進
員
研
修
へ
の
参
加
を推

進
して
い
る。

 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

 
2 

内
部
研
修
の
実
施
方
法
を学

ぶ
た
め
に
、外

部
研
修
に
担
当
職
員
を参

加
させ
て
い
る。

 
地
域
密
着
型
通
所
介
護

 
3 

法
人
内
へ
の
フィ
ー
ドバ
ック
を条

件
に
、外

部
研
修
へ
の
積
極
的
な
参
加
を支

援
して
い
る。

 
居
宅
介
護
支
援

 
4 

外
部
講
師
を招

くと
きは
、介

護
実
務
の
経
験
等
の
経
歴
を確

認
しな
が
ら選

定
し、
現
場
に
即
した
内
容
とし
て
い
た
だ
くよ
う依
頼
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
5 

講
師
に
弁
護
士
を招

き、
判
例
を元

に
講
義
をい
た
だ
い
た
の
は
、具

体
的
で
よか
った
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
6 

都
道
府
県
や
職
能
団
体
が
展
開
す
る、
講
師
派
遣
を得

られ
る事

業
を活

用
して
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
7 

専
門
医
に
よる
相
談
を兼

ね
た
研
修
機
会
を設

け
て
い
る。

 
グ
ル
ー
プホ
ー
ム

 
8 

市
町
村
内
の
事
業
所
間
で
連
携
し、
外
部
講
師
を招

い
て
い
る。

 
地
域
密
着
型
特
定
施
設

 

研
修
効
果
の
評
価
に
関
す
る

取
り組
み
や
工
夫

 

1 
研
修
終
了
後
、ア
ンケ
ー
ト・
研
修
報
告
書
の
提
出
を参

加
者
全
員
に
求
め
て
い
る。
報
告
書
は
、他

の
研
修
の
もの
と一
緒
に
ファ
イリ
ング
し、
年

度
末
に
全
体
とし
て
自
己
評
価
・上
司
評
価
を行

って
い
る。

 
訪
問
介
護

 

2 
研
修
効
果
の
確
認
とし
て
レポ
ー
トの
提
出
を求

め
て
い
る。

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

 
3 

チ
ェッ
クシ
ー
トを
使
用
して
、研

修
後
定
期
的
に
自
己
評
価
を行

うよ
うに
して
い
る。

 
地
域
密
着
型
通
所
介
護
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10）総合的な分析

①高齢者虐待防止のための体制整備（問 2）に、各施設・事業所で虐待防止以外で整備してい

る体制や取り組みや、施設・事業所の属性の違いがどのように影響しているか、また②高齢者虐

待や虐待が疑われる状況の発生（問 4）に、高齢者虐待防止のための体制整備その他の施設・事

業所における体制や取り組み、及び施設・事業所の属性の違いがどのように影響しているかを総

合的に検討するため、①高齢者虐待防止のための体制整備状況、②高齢者虐待や虐待が疑われる

状況の発生をそれぞれ従属変数とした二項ロジスティック回帰分析を実施した。結果は以下のと

おりであった。

(1) 高齢者虐待防止のための体制整備への影響要因

○本調査においては、オンライン調査上で主要な設問を必須回答項目に設定し、必須回答項目

の充足により回答が完了する仕様とした上で、回答完了データを有効回答として扱った。そ

のため、必須回答項目以外の項目においては、それぞれ割合は高くないものの無回答がみら

れている。ロジスティック回帰分析を行うにあたっては欠損値となるため、これを多重代入

法により処理することとした。具体的には、多重代入データセット（M=100）を作成し、多

重代入データセットで変数減少法によるモデル選択（100 パターン）を実施した結果を確認

し、選択率及び調査の目的（仮説）を踏まえて独理変数を決定し、強制投入法による分析（100
パターン）を実行した後、プール（統合）した推定値を確認した。

○なお、体制整備の項目数を従属変数とすることも考えられた。これに対して、仮に欠損値を

リストワイズ除去法で処理して順序ロジスティック回帰分析を行おうとしたところ、平行性

の検定が棄却され、順序ロジスティック回帰で仮定される比例オッズ性を満たさなかった。

そのため、体制整備項目数を名義尺度として扱い、多項ロジスティック回帰分析を試みたが、

モデルの当てはまりがそれほど良くなかったため、体制整備の各項目（委員会の設置、指針

の策定、研修の実施、担当者の選任）の有無をそれぞれ従属変数とする二項ロジスティック

回帰分析を実施することとした。また、独立変数は、次の変数を体制整備 4 項目に共通して

固定し、上記のプロセスにおける選択率から項目ごとに選択した変数を加えた。独立変数同

士の相関関係から多重共線性の確認を行い、多重共線性の可能性が低いことをあらかじめ確

認した。なお、施設・事業所の基本属性は一般には調整変数と捉えられることも多いが、本

調査においては一定の影響関係を想定しているため、結果の解釈に加えている。

【共通して投入した独立変数】

・整備している人材育成等の体制（実施している取り組みがない）

・サービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制・取り組み（実施している取り組みがない）

・実施している職場内研修（選択項目数）

・外部研修への職員派遣（選択項目数）

・職員支援等のために整備している体制や行っている取り組み（選択項目数）

・サービスの自己評価（合計点）

・離職率

・非正規職員率

・従業員の過不足（やや不足・不足・大いに不足を選択した場合に不足感ありとした）

・サービス区分（サービス提供方法による区分2）（参照カテゴリ：「長期入所・入居サービス」） 
・回答日現在の入所（利用）者数（カテゴリ化後）（参照カテゴリ：「1～19 人」）
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・開設年度（カテゴリ化後）（参照カテゴリ：「介護保険施行前（～1999 年）」） 
・法人の種別（参照カテゴリ：「社会福祉協議会以外の社会福祉法人」） 
・同一敷地内もしくは隣接した同一法人施設・事業所の有無 

○結果から、体制整備項目によってやや相違があったものの、概ね共通して、人材育成等の体

制、職場内外の研修、サービスの質担保や地域貢献等のための体制、職員支援等のための体

制等に資する取り組みを行っている場合に虐待防止の体制が整備されやすいことが示唆され

た（ただし、これらの要因単独の影響はそれほど大きくない）。また、「長期入所・入居サー

ビス」以外、「社会福祉法人」以外である場合、体制整備がされにくいことが示唆されるとと

もに、同一法人の隣接・併設施設等がある場合、体制整備がされやすいことが示唆された。

さらに、分析においては操作的に回答日現在の利用者数「1～19 人」を小規模事業所として

設定したが、小規模事業所であることが体制整備の有無に不利に働く影響は確認されなかっ

た。（図表Ⅱ-3-91～図表Ⅱ-3-94） 
 

(2) 高齢者虐待や虐待が疑われる状況の発生への影響要因 

○本調査においては、昨年度（令和２年度：令和 2 年 4 月 1 日以降）から回答日現在までの、

当該施設・事業所職員による高齢者虐待（養介護施設従事者等による高齢者虐待）が疑われ

る事例の発生状況について、複数回答形式で該当する状況の有無を尋ねた。このうち、「虐待

の疑い・可能性があったが、市町村等への通報には至らなかった事例があった」「虐待の疑い

があり、市町村等への通報や報告・情報提供に至ったが、市町村・都道府県から虐待とは判

断されなかった事例があった（通報等の主体は問わない）」「市町村・都道府県から虐待と判

断された事例があった」のそれぞれについて、該当事例の有無を従属変数とする二項ロジス

ティック回帰分析を実施した。 
○欠損値の処理方法を含む分析手順は、（1）と同様とした。ただし、共通して投入した独立変

数には、（1）で使用したものに、体制整備 4 項目（委員会の設置、指針の策定、研修の実施、

担当者の選任）それぞれの有無を加えた。 
○また、独立変数として含めた「サービス区分 2」については、事前のクロス集計において、

本分析の従属変数との関係で、「訪問サービス」「その他居宅系サービス」において養護者に

よる虐待事例との混同の可能性が排除できなかったため、この 2 群に属する回答は分析から

除いた。 
○結果から、虐待防止の体制整備が行われていること、離職率や職員の不足感が高いこと、施

設規模が大きいこと等が、該当事例があることに寄与していることが示唆された。ただし、

寄与率及びモデルの適合度は低かった。（図表Ⅱ-3-95～図表Ⅱ-3-97） 
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図表Ⅱ-3-91 高齢者虐待防止のための「委員会の設置」の有無を従属変数とするロジスティック回帰分析の結果 
n＝46120

定数（切片）
整備している人材育成の体制（実施している取り組みが"ない"） **
（以下「整備している人材育成の体制」選択肢）
人材育成や職場内の教育・研修等について検討する委員会組織の設置 **
施設・事業所全体の人材育成計画の策定 *
介護・看護職員ごと、もしくは職員階層別の研修計画の策定
初任者育成のための研修等の体系化
OJT（職務現場での業務を通じての指導）による指導体制の構築
リーダー等指導的立場の職員を育成する体制の構築
研修等の効果を測定・評価するしくみの導入 **
サービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制・取り組み（実施している取り組みが"ない"） **
（以下「サービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制・取り組み」選択肢）
第三者評価・外部評価等の導入 **
利用者評価もしくは家族評価の導入
介護サービス相談員（介護相談員）の受入 **
ボランティア・職場体験等の受入 **
苦情処理体制の整備、窓口設置 *
ヒヤリハット報告の導入・分析検討 **
入所（利用）者家族等との意見交換等を行う機会の設定 **
地域の住民、機関等との連携・交流機会の確保 **
認知症カフェ、サロン等通いの場などの設置・開催（運営協力・共同開催等を含む）
施設・事業所の改善課題について、現場の従業者と幹部とが合同で検討するしくみの導入 **
実施している職場内研修（選択項目数） **
外部研修への職員派遣（選択項目数） **
職員支援等のために整備している体制や行っている取り組み（選択項目数） **
サービスの自己評価（合計点） **
離職率 *
非正規職員率
従業員の過不足の有無（やや不足・不足・大いに不足を選択した場合） *
サービス区分２（サービス提供方法による区分）

1 訪問サービス **
2 通所サービス **
3 その他居宅系サービス **
4 一時的な入所・入居を伴うサービス **
（参照カテゴリ：長期入所・入居サービス）

回答日現在の入所（利用）者数
2 20～29人
3 30～49人
4 50～79人
5 80人以上
（参照カテゴリ：1 ～19人）

開設年度
2 第1期（2000～2002年）
3 第2期（2003～2005年）
4 第3期（2006～2008年）
5 第4期（2009～2011年）
6 第5期（2012～2014年） *
7 第6期（2015～2017年）
8 第7期以降（2018年～）
（参照カテゴリ：1 介護保険施行前（～1999年））

法人の種別
1 民間企業（株式会社、有限会社等） **
2 社会福祉協議会 **
4 医療法人 **
5 NPO（特定非営利活動法人） **
6 社団法人 **
7 財団法人  *
8 協同組合（農協・生協） **
9 地方自治体（市町村、広域連合を含む）
10 その他 **
（参照カテゴリ：3 社会福祉協議会以外の社会福祉法人）

同一敷地内もしくは隣接した同一法人施設・事業所の有無 **
*p  < .01, **p  < .05   結果欄が網掛けの項目はモデルに投入しなかったもの

-0.055 0.023 0.947 0.903 0.993
-0.031 0.237 0.970 0.921 1.020
0.051 0.029 1.053 1.005 1.103
0.017 <0.001 1.018 1.011 1.024
0.065 <0.001 1.067 1.056 1.078
0.040 <0.001 1.041 1.029 1.053
0.069 <0.001 1.071 1.061 1.082

0.265 <0.001 1.303 1.242 1.367

-0.058 0.224 0.944 0.859 1.036
0.026 0.593 1.026 0.933 1.129
0.113 0.018 1.119 1.020 1.229
0.095 0.059 1.100 0.996 1.215
0.064 0.211 1.066 0.965 1.177

-0.024 0.621 0.976 0.887 1.074
-0.035 0.458 0.966 0.881 1.059

-0.075 0.053 0.927 0.859 1.001
-0.005 0.891 0.995 0.922 1.073
0.054 0.126 1.056 0.985 1.132
0.023 0.514 1.023 0.955 1.096

-0.199 <0.001 0.819 0.779 0.862
0.068 0.084 1.070 0.991 1.156

-0.198 <0.001 0.820 0.778 0.864
0.139 <0.001 1.149 1.085 1.216
0.121 <0.001 1.128 1.066 1.194

-0.072 0.017 0.931 0.877 0.987
0.102 <0.001 1.107 1.049 1.169
0.125 <0.001 1.133 1.057 1.214

0.156 <0.001 1.169 1.104 1.237

-0.388 <0.001 0.679 0.633 0.727
-0.117 <0.001 0.890 0.834 0.949

0.050 0.048 1.051 1.000 1.105

-0.388 <0.001 0.679 0.633 0.727

-0.530 <0.001 0.589 0.502 0.691
-0.243 0.064 0.784 0.606 1.014
-0.970 <0.001 0.379 0.312 0.460
-0.349 0.021 0.706 0.525 0.949
-0.454 <0.001 0.635 0.523 0.771
-0.385 <0.001 0.681 0.594 0.779
-0.526 <0.001 0.591 0.548 0.637
-1.183 <0.001 0.306 0.267 0.351
-0.467 <0.001 0.627 0.586 0.670

-0.807 <0.001 0.446 0.401 0.496
-1.776 <0.001 0.169 0.155 0.185
-1.635 <0.001 0.195 0.182 0.209
-1.636 <0.001 0.195 0.181 0.210

多重代入法（プールされた結果）
Nagelkerke R2＝0.359 / AUC=0.807**

B P OR
ORの95%CI
下限 上限

-0.081 0.449 0.922 0.748 1.137

0.813 2.369<0.001 2.254 2.145
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図表Ⅱ-3-92 高齢者虐待防止のための「指針の策定」の有無を従属変数とするロジスティック回帰分析の結果 

 

n＝46120

定数（切片） **
整備している人材育成の体制（実施している取り組みが"ない"） **
（以下「整備している人材育成の体制」選択肢）
人材育成や職場内の教育・研修等について検討する委員会組織の設置 **
施設・事業所全体の人材育成計画の策定 **
介護・看護職員ごと、もしくは職員階層別の研修計画の策定 **
初任者育成のための研修等の体系化
OJT（職務現場での業務を通じての指導）による指導体制の構築
リーダー等指導的立場の職員を育成する体制の構築
研修等の効果を測定・評価するしくみの導入 *
サービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制・取り組み（実施している取り組みが"ない"） **
（以下「サービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制・取り組み」選択肢）
第三者評価・外部評価等の導入 **
利用者評価もしくは家族評価の導入
介護サービス相談員（介護相談員）の受入 **
ボランティア・職場体験等の受入
苦情処理体制の整備、窓口設置
ヒヤリハット報告の導入・分析検討 **
入所（利用）者家族等との意見交換等を行う機会の設定 *
地域の住民、機関等との連携・交流機会の確保 **
認知症カフェ、サロン等通いの場などの設置・開催（運営協力・共同開催等を含む）
施設・事業所の改善課題について、現場の従業者と幹部とが合同で検討するしくみの導入 **
実施している職場内研修（選択項目数） **
外部研修への職員派遣（選択項目数） *
職員支援等のために整備している体制や行っている取り組み（選択項目数） **
サービスの自己評価（合計点） **
離職率
非正規職員率
従業員の過不足の有無（やや不足・不足・大いに不足を選択した場合）
サービス区分２（サービス提供方法による区分）

1 訪問サービス **
2 通所サービス **
3 その他居宅系サービス **
4 一時的な入所・入居を伴うサービス **
（参照カテゴリ：長期入所・入居サービス）

回答日現在の入所（利用）者数
2 20～29人
3 30～49人
4 50～79人
5 80人以上 **
（参照カテゴリ：1 ～19人）

開設年度
2 第1期（2000～2002年）
3 第2期（2003～2005年） *
4 第3期（2006～2008年） **
5 第4期（2009～2011年） **
6 第5期（2012～2014年） **
7 第6期（2015～2017年） *
8 第7期以降（2018年～）
（参照カテゴリ：1 介護保険施行前（～1999年））

法人の種別
1 民間企業（株式会社、有限会社等） **
2 社会福祉協議会 **
4 医療法人 **
5 NPO（特定非営利活動法人） **
6 社団法人 **
7 財団法人  *
8 協同組合（農協・生協） **
9 地方自治体（市町村、広域連合を含む） **
10 その他 **
（参照カテゴリ：3 社会福祉協議会以外の社会福祉法人）

同一敷地内もしくは隣接した同一法人施設・事業所の有無 **
*p  < .01, **p  < .05          結果欄が網掛けの項目はモデルに投入しなかったもの

-0.272 <0.001 0.762 0.715 0.811

0.351 <0.001 1.421 1.356 1.489

0.008 0.752 1.008 0.962 1.056
-0.024 0.285 0.976 0.934 1.020

0.019 <0.001 1.019 1.013 1.026
0.040 0.067 1.041 0.997 1.087

0.012 0.023 1.012 1.002 1.023
0.051 <0.001 1.052 1.042 1.062

0.130 <0.001 1.139 1.089 1.192

0.094 0.000 1.099 1.089 1.108

0.040 0.360 1.041 0.955 1.134

0.157 <0.001 1.170 1.075 1.274
0.104 0.019 1.110 1.017 1.211

0.143 0.002 1.154 1.053 1.264
0.206 <0.001 1.229 1.121 1.347

0.038 0.379 1.039 0.954 1.131
0.108 0.015 1.114 1.021 1.215

-0.060 0.095 0.942 0.878 1.010
-0.097 0.007 0.907 0.846 0.973

0.016 0.639 1.016 0.952 1.083
0.028 0.402 1.028 0.963 1.098

-0.116 <0.001 0.891 0.850 0.933

0.061 0.025 1.063 1.008 1.121
-0.084 <0.001 0.920 0.877 0.964

0.073 0.006 1.075 1.021 1.132

0.115 <0.001 1.122 1.053 1.196

0.177 <0.001 1.194 1.132 1.259

-0.067 0.032 0.935 0.880 0.994

0.109 <0.001 1.115 1.064 1.168

-0.272 <0.001 0.762 0.715 0.811

0.169 <0.001 1.184 1.130 1.240

-0.397 <0.001 0.672 0.579 0.780

-0.646 <0.001 0.524 0.438 0.628
-0.512 <0.001 0.600 0.472 0.761

-0.597 <0.001 0.551 0.456 0.665
-0.282 0.050 0.754 0.569 1.000

-0.409 <0.001 0.664 0.620 0.712
-0.312 <0.001 0.732 0.643 0.832

-0.134 <0.001 0.874 0.821 0.931
-0.958 <0.001 0.384 0.339 0.434

-1.076 <0.001 0.341 0.315 0.369
-0.432 <0.001 0.649 0.587 0.718

-1.065 <0.001 0.345 0.322 0.370
-0.806 <0.001 0.447 0.419 0.477

-0.682 <0.001 0.506 0.418 0.612

多重代入法（プールされた結果）
Nagelkerke R2＝0.213 / AUC=0.734**

B P OR
ORの95%CI
下限 上限
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図表Ⅱ-3-93 高齢者虐待防止のための「研修の実施」の有無を従属変数とするロジスティック回帰分析の結果 
n＝46120

定数（切片） **
整備している人材育成の体制（実施している取り組みが"ない"） **
（以下「整備している人材育成の体制」選択肢）
人材育成や職場内の教育・研修等について検討する委員会組織の設置 **
施設・事業所全体の人材育成計画の策定
介護・看護職員ごと、もしくは職員階層別の研修計画の策定
初任者育成のための研修等の体系化 **
OJT（職務現場での業務を通じての指導）による指導体制の構築
リーダー等指導的立場の職員を育成する体制の構築
研修等の効果を測定・評価するしくみの導入
サービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制・取り組み（実施している取り組みが"ない"） **
（以下「サービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制・取り組み」選択肢）
第三者評価・外部評価等の導入 **
利用者評価もしくは家族評価の導入 **
介護サービス相談員（介護相談員）の受入
ボランティア・職場体験等の受入
苦情処理体制の整備、窓口設置 **
ヒヤリハット報告の導入・分析検討 **
入所（利用）者家族等との意見交換等を行う機会の設定
地域の住民、機関等との連携・交流機会の確保 **
認知症カフェ、サロン等通いの場などの設置・開催（運営協力・共同開催等を含む） *
施設・事業所の改善課題について、現場の従業者と幹部とが合同で検討するしくみの導入 **
実施している職場内研修（選択項目数） **
外部研修への職員派遣（選択項目数）
職員支援等のために整備している体制や行っている取り組み（選択項目数） **
サービスの自己評価（合計点） **
離職率 **
非正規職員率 *
従業員の過不足の有無（やや不足・不足・大いに不足を選択した場合）
サービス区分２（サービス提供方法による区分）

1 訪問サービス **
2 通所サービス **
3 その他居宅系サービス **
4 一時的な入所・入居を伴うサービス **
（参照カテゴリ：長期入所・入居サービス）

回答日現在の入所（利用）者数
2 20～29人
3 30～49人
4 50～79人
5 80人以上
（参照カテゴリ：1 ～19人）

開設年度
2 第1期（2000～2002年）
3 第2期（2003～2005年） **
4 第3期（2006～2008年） **
5 第4期（2009～2011年） **
6 第5期（2012～2014年） **
7 第6期（2015～2017年） **
8 第7期以降（2018年～） *
（参照カテゴリ：1 介護保険施行前（～1999年））

法人の種別
1 民間企業（株式会社、有限会社等）
2 社会福祉協議会 **
4 医療法人 **
5 NPO（特定非営利活動法人） **
6 社団法人 **
7 財団法人  
8 協同組合（農協・生協） **
9 地方自治体（市町村、広域連合を含む） **
10 その他 **
（参照カテゴリ：3 社会福祉協議会以外の社会福祉法人）

同一敷地内もしくは隣接した同一法人施設・事業所の有無 **
*p  < .01, **p  < .05   結果欄が網掛けの項目はモデルに投入しなかったもの

0.183 <0.001 1.201 1.140 1.265

-0.011 0.645 0.989 0.943 1.037

0.114 <0.001 1.120 1.069 1.175
0.061 0.020 1.063 1.010 1.119

0.065 <0.001 1.068 1.057 1.079
0.012 <0.001 1.012 1.006 1.019

0.229 <0.001 1.257 1.245 1.269
0.011 0.085 1.011 0.999 1.023

0.253 <0.001 1.288 1.227 1.352

0.126 0.009 1.135 1.032 1.248
-0.106 0.024 0.899 0.820 0.986

0.248 <0.001 1.281 1.158 1.417
0.164 <0.001 1.178 1.073 1.293

0.145 0.003 1.156 1.050 1.272
0.179 <0.001 1.196 1.082 1.322

0.070 0.134 1.073 0.979 1.176

0.022 0.576 1.022 0.947 1.102

0.017 0.639 1.017 0.948 1.091
0.003 0.945 1.003 0.929 1.083

0.014 0.686 1.015 0.946 1.088

-0.277 <0.001 0.758 0.720 0.797

-0.141 <0.001 0.869 0.826 0.914
0.101 0.014 1.106 1.021 1.199

0.099 <0.001 1.104 1.044 1.167
-0.109 <0.001 0.897 0.846 0.951

0.079 0.005 1.082 1.024 1.144
0.063 0.090 1.065 0.990 1.145

-0.216 <0.001 0.806 0.755 0.861

0.173 <0.001 1.189 1.119 1.262

-0.091 <0.001 0.913 0.865 0.963
-0.049 0.053 0.952 0.905 1.001

-0.216 <0.001 0.806 0.755 0.861

-0.782 <0.001 0.458 0.357 0.587
-0.431 <0.001 0.650 0.556 0.760

-0.103 0.502 0.902 0.667 1.219
-0.614 <0.001 0.541 0.449 0.652

-0.200 0.004 0.819 0.714 0.940
-0.410 <0.001 0.663 0.549 0.801

-0.618 <0.001 0.539 0.477 0.609
-0.379 <0.001 0.684 0.634 0.739

-0.035 0.330 0.966 0.900 1.036

-0.616 <0.001 0.540 0.480 0.607

-1.138 <0.001 0.320 0.298 0.345
-1.357 <0.001 0.258 0.236 0.281

-1.232 <0.001 0.292 0.270 0.316

多重代入法（プールされた結果）
Nagelkerke R2＝0.278 / AUC=0.774**

B P OR
ORの95%CI
下限 上限

-0.554 <0.001 0.575 0.466 0.708
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図表Ⅱ-3-94 高齢者虐待防止のための「担当者の選任」の有無を従属変数とするロジスティック回帰分析の結果 

 

n＝46120

定数（切片） **
整備している人材育成の体制（実施している取り組みが"ない"） **
（以下「整備している人材育成の体制」選択肢）
人材育成や職場内の教育・研修等について検討する委員会組織の設置 **
施設・事業所全体の人材育成計画の策定 **
介護・看護職員ごと、もしくは職員階層別の研修計画の策定 *
初任者育成のための研修等の体系化
OJT（職務現場での業務を通じての指導）による指導体制の構築 *
リーダー等指導的立場の職員を育成する体制の構築 **
研修等の効果を測定・評価するしくみの導入 **
サービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制・取り組み（実施している取り組みが"ない"） **
（以下「サービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制・取り組み」選択肢）
第三者評価・外部評価等の導入
利用者評価もしくは家族評価の導入
介護サービス相談員（介護相談員）の受入 **
ボランティア・職場体験等の受入
苦情処理体制の整備、窓口設置 **
ヒヤリハット報告の導入・分析検討
入所（利用）者家族等との意見交換等を行う機会の設定
地域の住民、機関等との連携・交流機会の確保
認知症カフェ、サロン等通いの場などの設置・開催（運営協力・共同開催等を含む）
施設・事業所の改善課題について、現場の従業者と幹部とが合同で検討するしくみの導入 **
実施している職場内研修（選択項目数） **
外部研修への職員派遣（選択項目数） **
職員支援等のために整備している体制や行っている取り組み（選択項目数） **
サービスの自己評価（合計点） **
離職率
非正規職員率
従業員の過不足の有無（やや不足・不足・大いに不足を選択した場合）
サービス区分２（サービス提供方法による区分）

1 訪問サービス **
2 通所サービス **
3 その他居宅系サービス **
4 一時的な入所・入居を伴うサービス **
（参照カテゴリ：長期入所・入居サービス）

回答日現在の入所（利用）者数
2 20～29人
3 30～49人
4 50～79人 *
5 80人以上 **
（参照カテゴリ：1 ～19人）

開設年度
2 第1期（2000～2002年）
3 第2期（2003～2005年）
4 第3期（2006～2008年）
5 第4期（2009～2011年）
6 第5期（2012～2014年） **
7 第6期（2015～2017年）
8 第7期以降（2018年～） *
（参照カテゴリ：1 介護保険施行前（～1999年））

法人の種別
1 民間企業（株式会社、有限会社等） **
2 社会福祉協議会 **
4 医療法人 **
5 NPO（特定非営利活動法人） **
6 社団法人 *
7 財団法人  
8 協同組合（農協・生協） **
9 地方自治体（市町村、広域連合を含む） **
10 その他 **
（参照カテゴリ：3 社会福祉協議会以外の社会福祉法人）

同一敷地内もしくは隣接した同一法人施設・事業所の有無 **
*p  < .01, **p  < .05          結果欄が網掛けの項目はモデルに投入しなかったもの

0.690-0.436 <0.001 0.646 0.605

0.552 <0.001 1.736 1.649 1.828

0.035 0.161 1.036 0.986 1.089
0.007 0.779 1.007 0.962 1.054

0.035 <0.001 1.035 1.028 1.042
-0.009 0.708 0.991 0.948 1.037

0.066 <0.001 1.069 1.056 1.081
0.046 <0.001 1.047 1.037 1.058

0.062 0.009 1.064 1.016 1.115

0.072 <0.001 1.075 1.065 1.085

0.105 0.024 1.111 1.014 1.217

0.121 0.009 1.129 1.030 1.237
0.073 0.122 1.076 0.981 1.181

0.051 0.308 1.052 0.954 1.160
0.087 0.082 1.090 0.989 1.202

-0.071 0.121 0.932 0.852 1.019
-0.051 0.281 0.950 0.866 1.043

-0.078 0.036 0.925 0.859 0.995
-0.143 <0.001 0.867 0.806 0.932

0.025 0.471 1.025 0.958 1.097
-0.010 0.772 0.990 0.925 1.059

0.076 0.055 1.079 0.998 1.166
-0.096 <0.001 0.908 0.865 0.954

-0.047 0.064 0.954 0.908 1.003

0.082 0.003 1.085 1.027 1.146

0.100 0.005 1.106 1.030 1.187

-0.098 0.004 0.907 0.848 0.969

-0.059 0.018 0.942 0.897 0.990
0.083 0.005 1.086 1.026 1.151

0.052 0.040 1.054 1.002 1.108

-0.436 <0.001 0.646 0.605 0.690

0.142 <0.001 1.153 1.096 1.212

-0.282 <0.001 0.754 0.648 0.878

-0.658 <0.001 0.518 0.432 0.621
-0.535 <0.001 0.586 0.459 0.748

-0.204 0.031 0.815 0.677 0.982
-0.121 0.427 0.886 0.656 1.195

-0.407 <0.001 0.665 0.617 0.717
-0.176 0.010 0.838 0.733 0.958

-0.176 <0.001 0.839 0.784 0.897
-0.850 <0.001 0.427 0.379 0.482

-1.085 <0.001 0.338 0.311 0.367
-0.665 <0.001 0.514 0.460 0.575

<0.001 0.361 0.335 0.388
-1.167 <0.001 0.311 0.291 0.333

多重代入法（プールされた結果）
Nagelkerke R2＝0.212 / AUC=0.739**

B P OR
ORの95%CI
下限 上限

-0.294 0.004 0.746 0.610 0.912

-1.020
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図表Ⅱ-3-95 「虐待の疑い・可能性があったが、市町村等への通報には至らなかった事例」の有無を従属変数とするロジスティック回帰分析の結果 
n＝26913

定数（切片） **
整備している人材育成の体制（実施している取り組みが"ない"）
（以下「整備している人材育成の体制」選択肢）
人材育成や職場内の教育・研修等について検討する委員会組織の設置
施設・事業所全体の人材育成計画の策定
介護・看護職員ごと、もしくは職員階層別の研修計画の策定
初任者育成のための研修等の体系化
OJT（職務現場での業務を通じての指導）による指導体制の構築 *
リーダー等指導的立場の職員を育成する体制の構築
研修等の効果を測定・評価するしくみの導入
サービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制・取り組み（実施している取り組みが"ない"）
（以下「サービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制・取り組み」選択肢）
第三者評価・外部評価等の導入 *
利用者評価もしくは家族評価の導入
介護サービス相談員（介護相談員）の受入 *
ボランティア・職場体験等の受入
苦情処理体制の整備、窓口設置 *
ヒヤリハット報告の導入・分析検討 *
入所（利用）者家族等との意見交換等を行う機会の設定
地域の住民、機関等との連携・交流機会の確保
認知症カフェ、サロン等通いの場などの設置・開催（運営協力・共同開催等を含む）
施設・事業所の改善課題について、現場の従業者と幹部とが合同で検討するしくみの導入
実施している職場内研修（選択項目数）
外部研修への職員派遣（選択項目数）
職員支援等のために整備している体制や行っている取り組み（選択項目数）
サービスの自己評価（合計点） **
離職率 **
非正規職員率
従業員の過不足の有無（やや不足・不足・大いに不足を選択した場合） **
サービス区分２（サービス提供方法による区分）

1 訪問サービス
2 通所サービス
3 その他居宅系サービス
4 一時的な入所・入居を伴うサービス
（参照カテゴリ：長期入所・入居サービス）

回答日現在の入所（利用）者数
2 20～29人
3 30～49人
4 50～79人 **
5 80人以上 **
（参照カテゴリ：1 ～19人）

開設年度
2 第1期（2000～2002年）
3 第2期（2003～2005年）
4 第3期（2006～2008年）
5 第4期（2009～2011年）
6 第5期（2012～2014年）
7 第6期（2015～2017年）
8 第7期以降（2018年～）
（参照カテゴリ：1 介護保険施行前（～1999年））

法人の種別
1 民間企業（株式会社、有限会社等）
2 社会福祉協議会
4 医療法人
5 NPO（特定非営利活動法人） *
6 社団法人
7 財団法人  
8 協同組合（農協・生協）
9 地方自治体（市町村、広域連合を含む）
10 その他
（参照カテゴリ：3 社会福祉協議会以外の社会福祉法人）

同一敷地内もしくは隣接した同一法人施設・事業所の有無
高齢者虐待防止のための委員会組織の設置の有無（実施あり）
高齢者虐待防止のための指針の有無（実施あり） **
高齢者虐待防止のための研修実施の有無（実施あり） **
高齢者虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の有無（実施あり）
*p  < .01, **p  < .05   結果欄が網掛けの項目はモデルに投入しなかったもの

-0.036 0.678 0.965 0.814 1.143

0.238 0.003 1.269 1.087 1.482
0.240 0.005 1.272 1.075 1.504

0.282 <0.001 1.326 1.156 1.521

0.126 0.162 1.134 0.951 1.353

0.166 0.003 1.180 1.058 1.316
-0.067 0.304 0.935 0.824 1.062

0.017 0.228 1.017 0.989 1.046
-0.134 0.000 0.875 0.859 0.890

0.002 0.891 1.002 0.974 1.030
0.008 0.547 1.008 0.981 1.036

0.123 0.077 1.130 0.987 1.295

0.170 0.154 1.186 0.938 1.499
0.112 0.373 1.118 0.875 1.430

0.109 0.384 1.115 0.873 1.425
0.135 0.239 1.145 0.914 1.433

0.116 0.314 1.123 0.896 1.408
0.155 0.199 1.168 0.922 1.480

0.034 0.795 1.035 0.800 1.337

0.457 <0.001 1.579 1.284 1.941

0.183 0.083 1.201 0.977 1.476
0.391 <0.001 1.479 1.211 1.806

0.153 0.095 1.165 0.974 1.393

0.100 0.135 1.105 0.969 1.260
0.153 0.067 1.166 0.990 1.374

0.191 0.043 1.211 1.006 1.457
-0.194 0.023 0.824 0.697 0.974

0.147 0.040 1.158 1.007 1.333

0.067 0.538 1.069 0.864 1.322

0.137 0.047 1.147 1.002 1.312

0.145 0.031 1.156 1.013 1.319

0.067 0.538 1.069 0.864 1.322

0.059 0.873 1.061 0.513 2.192
-0.067 0.800 0.935 0.558 1.569

-0.699 0.332 0.497 0.121 2.039
0.273 0.373 1.313 0.721 2.392

0.457 0.016 1.580 1.087 2.295
-0.207 0.654 0.813 0.328 2.011

0.260 0.216 1.296 0.859 1.955
-0.035 0.716 0.966 0.802 1.164

0.124 0.152 1.132 0.955 1.341

0.039 0.726 1.040 0.837 1.292
-0.140 0.100 0.870 0.736 1.027

多重代入法（プールされた結果）
Nagelkerke R2＝0.057 / AUC=0.678**

B P OR
ORの95%CI
下限 上限

-1.044 <0.001 0.352 0.203 0.609
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図表Ⅱ-3-96 「虐待の疑いがあり、市町村等への通報や報告・情報提供に至ったが、市町村・都道府県から虐待とは判断されなかった事例」の有無を従属変数とするロジスティック回帰分析の結果 

 

n＝26913

定数（切片） **
整備している人材育成の体制（実施している取り組みが"ない"）
（以下「整備している人材育成の体制」選択肢）
人材育成や職場内の教育・研修等について検討する委員会組織の設置
施設・事業所全体の人材育成計画の策定
介護・看護職員ごと、もしくは職員階層別の研修計画の策定
初任者育成のための研修等の体系化
OJT（職務現場での業務を通じての指導）による指導体制の構築 **
リーダー等指導的立場の職員を育成する体制の構築
研修等の効果を測定・評価するしくみの導入
サービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制・取り組み（実施している取り組みが"ない"）
（以下「サービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制・取り組み」選択肢）
第三者評価・外部評価等の導入
利用者評価もしくは家族評価の導入
介護サービス相談員（介護相談員）の受入
ボランティア・職場体験等の受入
苦情処理体制の整備、窓口設置
ヒヤリハット報告の導入・分析検討
入所（利用）者家族等との意見交換等を行う機会の設定 *
地域の住民、機関等との連携・交流機会の確保
認知症カフェ、サロン等通いの場などの設置・開催（運営協力・共同開催等を含む）
施設・事業所の改善課題について、現場の従業者と幹部とが合同で検討するしくみの導入
実施している職場内研修（選択項目数）
外部研修への職員派遣（選択項目数）
職員支援等のために整備している体制や行っている取り組み（選択項目数）
サービスの自己評価（合計点） **
離職率 **
非正規職員率
従業員の過不足の有無（やや不足・不足・大いに不足を選択した場合） **
サービス区分２（サービス提供方法による区分）

1 訪問サービス
2 通所サービス
3 その他居宅系サービス
4 一時的な入所・入居を伴うサービス
（参照カテゴリ：長期入所・入居サービス）

回答日現在の入所（利用）者数
2 20～29人 *
3 30～49人
4 50～79人 **
5 80人以上 **
（参照カテゴリ：1 ～19人）

開設年度
2 第1期（2000～2002年）
3 第2期（2003～2005年）
4 第3期（2006～2008年） **
5 第4期（2009～2011年）
6 第5期（2012～2014年） *
7 第6期（2015～2017年）
8 第7期以降（2018年～）
（参照カテゴリ：1 介護保険施行前（～1999年））

法人の種別
1 民間企業（株式会社、有限会社等）
2 社会福祉協議会
4 医療法人
5 NPO（特定非営利活動法人）
6 社団法人
7 財団法人  
8 協同組合（農協・生協） *
9 地方自治体（市町村、広域連合を含む）
10 その他
（参照カテゴリ：3 社会福祉協議会以外の社会福祉法人）

同一敷地内もしくは隣接した同一法人施設・事業所の有無
高齢者虐待防止のための委員会組織の設置の有無（実施あり）
高齢者虐待防止のための指針の有無（実施あり）
高齢者虐待防止のための研修実施の有無（実施あり） **
高齢者虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の有無（実施あり） **
*p  < .01, **p  < .05          結果欄が網掛けの項目はモデルに投入しなかったもの

0.028 0.868 1.029 0.736 1.438

0.160 0.085 1.173 0.979 1.406

0.458 <0.001 1.581 1.238 2.019
0.350 0.005 1.419 1.108 1.817

-0.114 0.357 0.893 0.701 1.137
0.030 0.784 1.030 0.833 1.274

0.133 0.143 1.142 0.956 1.365
0.355 <0.001 1.426 1.173 1.733

-0.055 <0.001 0.947 0.924 0.970
0.255 <0.001 1.291 1.124 1.482

0.023 0.244 1.023 0.985 1.063
0.008 0.693 1.008 0.970 1.047

0.005 0.956 1.005 0.832 1.215

-0.005 0.786 0.995 0.956 1.034

0.229 0.198 1.257 0.888 1.781

0.377 0.017 1.458 1.070 1.986
0.289 0.086 1.335 0.960 1.857

0.441 0.007 1.555 1.126 2.146
0.269 0.128 1.309 0.926 1.851

0.258 0.148 1.294 0.913 1.836
0.132 0.436 1.142 0.818 1.593

0.624 <0.001 1.867 1.422 2.451
0.926 <0.001 2.525 1.928 3.309

0.279 0.030 1.322 1.027 1.701
0.171 0.266 1.186 0.878 1.601

-0.194 0.043 0.823 0.682 0.994

0.395 <0.001 1.484 1.232 1.789

0.028 0.868 1.029 0.736 1.438

-0.255 0.515 0.775 0.360 1.668

0.756 0.019 2.129 1.130 4.014
0.529 0.216 1.698 0.734 3.925

0.454 0.328 1.575 0.634 3.912
0.622 0.232 1.863 0.671 5.172

-0.123 0.360 0.884 0.680 1.150
0.337 0.221 1.401 0.816 2.403

-0.118 0.340 0.889 0.697 1.133
0.416 0.116 1.516 0.902 2.548

0.533 1.075 0.856 1.352
0.215 0.181 1.239 0.905 1.698

多重代入法（プールされた結果）
Nagelkerke R2＝0.044 / AUC=0.676**

B P OR
ORの95%CI
下限 上限

-4.346 <0.001 0.013 0.006 0.028

0.073

123 



図表Ⅱ-3-97 「市町村・都道府県から虐待と判断された事例」の有無を従属変数とするロジスティック回帰分析の結果 
n＝26913

定数（切片） **
整備している人材育成の体制（実施している取り組みが"ない"）
（以下「整備している人材育成の体制」選択肢）
人材育成や職場内の教育・研修等について検討する委員会組織の設置
施設・事業所全体の人材育成計画の策定
介護・看護職員ごと、もしくは職員階層別の研修計画の策定 *
初任者育成のための研修等の体系化
OJT（職務現場での業務を通じての指導）による指導体制の構築
リーダー等指導的立場の職員を育成する体制の構築
研修等の効果を測定・評価するしくみの導入
サービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制・取り組み（実施している取り組みが"ない"）
（以下「サービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制・取り組み」選択肢）
第三者評価・外部評価等の導入
利用者評価もしくは家族評価の導入
介護サービス相談員（介護相談員）の受入
ボランティア・職場体験等の受入
苦情処理体制の整備、窓口設置
ヒヤリハット報告の導入・分析検討
入所（利用）者家族等との意見交換等を行う機会の設定
地域の住民、機関等との連携・交流機会の確保
認知症カフェ、サロン等通いの場などの設置・開催（運営協力・共同開催等を含む）
施設・事業所の改善課題について、現場の従業者と幹部とが合同で検討するしくみの導入
実施している職場内研修（選択項目数）
外部研修への職員派遣（選択項目数）
職員支援等のために整備している体制や行っている取り組み（選択項目数）
サービスの自己評価（合計点） **
離職率
非正規職員率 *
従業員の過不足の有無（やや不足・不足・大いに不足を選択した場合）
サービス区分２（サービス提供方法による区分）

1 訪問サービス
2 通所サービス
3 その他居宅系サービス
4 一時的な入所・入居を伴うサービス
（参照カテゴリ：長期入所・入居サービス）

回答日現在の入所（利用）者数
2 20～29人
3 30～49人 *
4 50～79人 **
5 80人以上 **
（参照カテゴリ：1 ～19人）

開設年度
2 第1期（2000～2002年）
3 第2期（2003～2005年）
4 第3期（2006～2008年）
5 第4期（2009～2011年）
6 第5期（2012～2014年）
7 第6期（2015～2017年）
8 第7期以降（2018年～）
（参照カテゴリ：1 介護保険施行前（～1999年））

法人の種別
1 民間企業（株式会社、有限会社等）
2 社会福祉協議会 *
4 医療法人
5 NPO（特定非営利活動法人）
6 社団法人
7 財団法人  
8 協同組合（農協・生協）
9 地方自治体（市町村、広域連合を含む）
10 その他
（参照カテゴリ：3 社会福祉協議会以外の社会福祉法人）

同一敷地内もしくは隣接した同一法人施設・事業所の有無
高齢者虐待防止のための委員会組織の設置の有無（実施あり）
高齢者虐待防止のための指針の有無（実施あり） **
高齢者虐待防止のための研修実施の有無（実施あり） **
高齢者虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の有無（実施あり）
*p  < .01, **p  < .05   結果欄が網掛けの項目はモデルに投入しなかったもの

0.629 1.005-0.229 0.056 0.795

0.264 0.124 1.302 0.930 1.823

0.482 0.002 1.619 1.198 2.189
0.675 <0.001 1.963 1.380 2.794

0.157 0.203 1.170 0.919 1.490

0.143 0.396 1.153 0.830 1.603

0.173 0.051 1.189 1.000 1.413
0.264 0.028 1.302 1.029 1.648

0.034 0.174 1.034 0.985 1.086
-0.068 <0.001 0.935 0.906 0.965

-0.020 0.426 0.980 0.932 1.030
0.035 0.148 1.036 0.988 1.086

-0.041 0.743 0.960 0.749 1.228

0.115 0.566 1.122 0.757 1.664
-0.478 0.059 0.620 0.378 1.018

-0.130 0.561 0.878 0.567 1.360
-0.048 0.808 0.953 0.646 1.406

-0.258 0.230 0.773 0.507 1.177
-0.059 0.784 0.943 0.620 1.435

-0.054 0.811 0.947 0.608 1.475

1.237 <0.001 3.447 2.435 4.879

0.389 0.044 1.475 1.011 2.152
0.753 <0.001 2.124 1.484 3.038

0.283 0.108 1.327 0.940 1.874

-0.106 0.627 0.900 0.588 1.377

0.275 0.020 1.316 1.045 1.657

-0.106 0.627 0.900 0.588 1.377

0.821 0.060 2.272 0.966 5.346
0.055 0.905 1.057 0.426 2.622

-0.196 0.847 0.822 0.113 5.987
0.770 0.075 2.161 0.926 5.041

0.609 0.082 1.838 0.926 3.650
0.618 0.299 1.855 0.577 5.960

0.653 0.039 1.921 1.032 3.578
-0.344 0.075 0.709 0.486 1.035

0.139 0.389 1.149 0.837 1.578

0.327 0.133 1.387 0.905 2.125
0.282 0.058 1.326 0.990 1.776

多重代入法（プールされた結果）
Nagelkerke R2＝0.058 / AUC=0.708**

B P OR
ORの95%CI
下限 上限

-4.909 <0.001 0.007 0.003 0.020
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１）調査結果の総括 

本調査では、厚生労働省を通じて都道府県・市町村へ管内施設・事業所への調査の周知を依頼

し、周知先全 206,621 施設事業所のうち、46,120 施設・事業所から回答が得られた。ここでは、

調査の結果を踏まえて総括するとともに、今後の課題を整理した。 

(1) 体制整備の現状 

①省令改正により体制整備は後押しされているが、一層の取り組みの促しが必要 

○省令改正により求められた体制整備 4 項目（委員会、指針、研修、担当者）のすべてを整備

している施設・事業所の割合は 32.7%であった。一方、すべて未整備の割合は 14.9%であり、

今後一層の周知や取り組みの促しが必要と考えられた。 
○体制整備 4 項目をすべて整備している割合は、長期入所・入居を伴うサービスで 60%超であ

るのに対し、居宅系サービスでは概ね低かった。回収率の状況にも同様の差が認められてお

り、また回答状況からは養介護施設従事者等による虐待と養護者による虐待との混同の可能

性が一部うかがわれ、省令改正の対象となっていること自体の周知にも課題がありうること

が示唆された。そのため、①省令改正自体、及び②省令改正の対象であることを含めた周知

も必要と思われる。 
○一方で、各項目について、整備されている場合の開始年度が令和 3 年度である割合は、委員

会が 20.6％、指針が 17.5％、研修が 9.2%であり、加えて令和 3 年度内整備予定であるとす

る回答もそれぞれ 2 割程度あり、省令改正が一定の後押しとなっていることがうかがえる。 

②体制整備の内容・方法や留意事項については、具体的な提示が必要 

○委員会における検討事項、指針に盛り込まれている項目は、必ずしも解釈通知上の要求事項

を満たしていない面があった。省令改正によって求められている体制整備は、単に形式が整

えば充足されるものではなく、内容や水準が伴ってはじめて意味があるものである。そのた

め、具体的かつ必要十分な整備内容について説明・周知を行っていくことが必要と考えられ

た。 
○委員会の開催頻度や構成員、研修の内容・実施形態にもばらつきがあり、必ずしも統一化を

要するものではないものの、適切な水準となるよう、検討の参考となる内容を提示すること

が必要と考えられた。 
○委員会や研修の他委員会・研修との合同開催、法人内外の他事業所との合同開催が一定程度

実施されており、このことは解釈通知等でも認められている。ただし、合同開催を行う場合、

一体化することにより必要な内容が不足する可能性や、本来施設・事業所ごと・個別事例ご

とに対策すべき課題への取り組みが抽出・実施されにくくなることも懸念される。そのため、

①合同開催時の内容・役割の異同関係を踏まえた適切な実施、②居宅系サービスを中心とし

た小規模事業所における体制整備促進の観点から、取り組み例や留意事項等を提示すること

が必要と考えられた。 
○研修内容に含まれる事項の状況等からは、居宅系サービス（居宅介護支援事業所や訪問系事

業所等）における養介護施設従事者等による虐待の防止・対応、入所系サービスにおける養

護者による虐待の防止・対応に関する取り組みは、それぞれ問題の理解を含めて必ずしも十

４．まとめ 
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分とはいえないことが示唆された。両者それぞれにおいて取り組みの必要性について周知を

はかり、必要な体制整備を促すことが必要と考えられた。またこの際、本調査では記述回答

によりさまざま取り組み上の「工夫」を収集しかつ分類・整理しており、これらの結果を共

有していくことも有用と考えられる。

③高齢者虐待防止と身体拘束適正化の取り組みは、両者の異同関係を踏まえてさらに推進すべき

○身体拘束適正化のための体制整備（平成 30 年度省令改正）は、省令上いわゆる身体拘束の禁

止規定があるサービス種別全体で、委員会の設置と定期開催が 82.0%、指針の策定が 90.7%、

研修の定期的実施が 73.5%であった。また身体拘束廃止未実施減算の対象となるサービス種

別に限ると、それぞれ 89.1%、94.1%、79.3%であった。一定程度未整備の施設・事業所が存

在することから、改めて体制整備の促しが必要である。特に、緊急やむを得ず例外的に行わ

れる場合以外の身体拘束は高齢者虐待にも該当するため、虐待防止の観点からも、改めて注

意喚起が必要と思われた。

○委員会・研修において、虐待防止・身体拘束適正化に関するものは一体的に設置・運営され

ている割合が高くなっていた。両者の関係からは、委員会・研修を合同で開催することは有

用な面があるものの、両者の内容・役割には異同があるため、いずれの側からも十分なもの

となるよう、注意喚起が必要と考えられた。

(2) 体制整備に影響する要因、体制整備の効果等

①体制整備の取り組みの進展には、必要性に加えて具体的な内容・方法の積極的な周知が必要

○本調査で得られたデータに対し、体制整備が求められる各項目（委員会、指針、研修、担当

者）をそれぞれ従属変数、各施設・事業所で虐待防止以外で整備している体制や取り組みを

独立変数としたロジスティック回帰分析を実施した。結果から、体制整備項目によってやや

相違があったものの、概ね共通して、人材育成等の体制、職場内外の研修、サービスの質担

保や地域貢献等のための体制、職員支援等のための体制等に資する取り組みを行っている場

合に虐待防止の体制が整備されやすいことが示唆された（ただし、これらの要因単独の影響

はそれほど大きくない）。また、「長期入所・入居サービス」以外、「社会福祉法人」以外であ

る場合、体制整備がされにくいことが示唆されるとともに、同一法人の隣接・併設施設等が

ある場合、体制整備がされやすいことが示唆された。さらに、分析においては操作的に回答

日現在の利用者数「1～19 人」を小規模事業所として設定したが、小規模事業所であること

が体制整備の有無に不利に働く影響は確認されなかった。

○これらのことから、必ずしも「小規模事業所」ということではないものの、施設・事業所全

体の組織体制が整っていない場合には、虐待防止の体制整備も進みにくいことが考えられる。

そのため、省令改正（義務化）の事実によって自然と体制整備が行われることを期待するだ

けでなく、取り組みの必要性とともにその具体的な内容・方法等を積極的に周知し、促して

いくことが求められる。

②虐待（疑い）事例の発生との関係については、さらなる調査研究が必要

○「訪問系」「その他居宅系」事業所を除いて、養介護施設従事者等による虐待（疑い）事例の

発生状況を従属変数、整備している体制や取り組み（虐待防止の体制整備を含む）を独立変

数としたロジスティック回帰分析を実施した。結果から、虐待防止の体制整備が行われてい

ること、離職率や職員の不足感が高いこと、施設規模が大きいこと等が、該当事例があるこ
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とに寄与していることが示唆された。ただし、寄与率及びモデルの適合度は低かった（「訪問

系」「その他居宅系」事業所を除いたのは、養護者による虐待事例との混同の可能性が排除で

きないため）。 
○これらのことから、推察の域を出ないものの、寄与率・適合度が低いことも含めて、虐待等

の発見を促す要因と、発生を促す要因とが混在している等の可能性が考えられる。そもそも

レアケースに過ぎることも踏まえて、今後、より適切に実態をみることができる調査デザイ

ンを検討することも必要となろう。例えば、本調査は横断的なデザインにより行われたが、

やや時間はかかるものの、縦断的なデザインによる検討は有効かもしれない。また、施設等

の管理者側の認識と直接介護等にあたる従事者の認識は必ずしも整合しないことや、管理者

のこの問題への認識・姿勢が回答上のバイアスになりうることが知られており、従事者への

直接的な調査との対照等の取り組みも望まれる。 
 

２）今後の施策展開等への提案 

(1) 国が経年実施する調査の利活用、及び調査内容の検討等に資する提案 

①本調査の結果と「法に基づく対応状況調査」の連結による行政施策の効果測定 

  ○国が経年実施する調査（法に基づく対応状況調査）では、市町村・都道府県における体制整

備の状況、及び虐待等に関する相談・通報と虐待判断事例の状況を調査しており、今年度の

同調査内で、両者の関係性についても検討が行われる見込みである。しかし、実際には法令

や行政施策が各施設・事業所での取り組みを後押しし、その結果潜在化していた事例が発見

されやすくなったり、虐待の発生が抑制されたりする、という影響関係が存在すると考えら

れる。あるいは、その影響関係を確認することで、法令や行政施策の効果の有無が確認でき

る。本調査の内容・結果はその間を補完できる可能性があり、「法に基づく対応状況調査」デ

ータと連結しての分析が求められる。本調査の実施時においても、国が実施する調査と関連

付けた分析を実施することを回答依頼時の説明に含めていた。しかし、法に基づく対応状況

調査は調査実施年度の前年度の状況を対象としており、本調査が省令改正後の実施であるこ

とも踏まえて、来年度（令和 4 年度）に、令和 3 年度を対象に実施される同調査データとの

連結分析を行うことが適切と考えられる。 

②法令や行政施策の効果検証のための継続的な取り組み 

○今回の省令改正による体制整備は、令和 5 年度までは努力義務であり、令和 6 年度から完全

義務化される。①と同様の趣旨で、完全義務化後の状況について、本調査と同趣旨の実態把

握を行うとともに、市町村・都道府県等の体制整備状況との関係を検討することが必要と思

われる。 
○法に基づく対応状況調査においては、虐待が生じた施設・事業所においても一定程度研修等

の取り組みが行われていることが確認されている。一方、虐待が生じた事例のうち約 25%の

ケースで過去にもサービス提供上の指導が行われ、約 15%のケースで過去にも虐待が発生し

ていた。加えて、今年度当センターにより別途実施している事業（老人保健健康増進等事業

「高齢者虐待における死亡・重篤事案等にかかる個別事例検証による虐待の再発防止策への

反映についての調査研究事業」）では、虐待事例への行政指導・処分の根拠・内容等が不透明

であることも一部示唆されている。折しも、介護保険施設等への実地指導マニュアルが改定

される見込みであることも踏まえて、かつ未然防止の観点も含めて、行政等による指導等の
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実態の深掘りや、必要な観点等の整理をはかっていく必要があるのではないか。

(2) 具体的な資料提示等に関する提案

①具体的な資料提示等を伴う体制整備の促し

○本調査の結果からは、省令改正により求められた体制整備の取り組みについて、今後一層の

促しが必要であることが示唆された。加えて、その際には体制整備の具体的な内容や方法の

提示が必要であることも考えられた。これらのことは、本事業のそもそもの動機、かつ所期

の目的のひとつでもあったが、本調査の結果を踏まえて、改めてその必要性が確認されたと

いえる。

○本事業においては、次章に示すように、必要な体制整備の内容や取り組み方法を取りまとめ

た資料（報告書別冊と位置付けた冊子資料）の作成を計画した。この際、本項でここまで示

してきた内容を踏まえて資料を構成し、有用性を高めることが必要と考えられた。なお、調

査結果を踏まえて検討された冊子資料の具体的な構成・内容については次章に示した。

②資料提示等を含めた体制整備を促す機会の確保

○本事業において作成を計画した資料は、各施設・事業所において必要な体制整備や取り組み

を開始する際の参考資料、またはすでに整備している体制、実施している取り組みが必要十

分なものであるか確認し、改善をはかる際の参考資料となることを期待して作成を試みた。

こうした資料の作成に加えて重要なのが、資料提示等を含めた、体制整備を促す機会をつく

ることである。近年、いくつかの調査から、行政による集団指導や研修会、特に市町村単位

での集団指導の実施率が低く、行政単位での必要な取り組みの周知・促しが十分に行えてい

ないことが危惧されている。また新型コロナウイルス感染症流行の影響により、従来の集団

指導が資料送付や自治体ウェブサイトへの掲載に代替されるなど、そうした状況に拍車がか

かっていることも懸念される。高齢者虐待防止のための体制整備の取り組みについても、そ

うした状況下での省令改正、義務化という側面があり、それが本調査の結果にも影響してい

た可能性がある。したがって、資料作成にあたっては、資料を用いての周知や取り組みの促

しの機会それ自体を促す必要があると考えられた。そのため、資料をダイジェスト化した短

い動画、及び動画に使用したスライド資料の作成・提供も併せて実施することとした。これ

は、集団指導等での利活用をしやすくするためである。

○集団指導や研修会の機会以外にも、実地指導の機会などにおいて、具体的な資料提示を行い

ながら取り組みを促すことも有効と思われる。また、指定申請や更新申請の際なども、必要

な体制整備について理解を促す機会として活用できよう。したがって、本事業において作成

する資料については、そうした機会での活用も念頭に置くこととした。

(3) サービスの質の担保、及び包括的な施設・事業所支援の必要性について

○個別の課題や法令上の義務について、個々に取り組み方法等を提示することは確かに必要で

あり、本事業もそれを極力具体的に実施すべく、次章に示す資料作成に取り組んだ。しかし、

本来それらの取り組みは、適正な施設・事業運営、サービス提供の確保に集約されるべきで

ある。その意味では、高齢者虐待防止のための体制整備の取り組みも、単に形式上の充足が

目指されるべきではなく、よりよい施設・事業所、よりよりサービスをつくり、利用者の生

活の質の向上に資することを目的に行われるべきである。本調査の結果をとりまとめるにあ
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たって、このことは強調しておきたい。 
○本調査の結果において、規模の面を含めて一定の体力があり、すでに法人や施設・事業所全

体としての取り組みが進んでいると思われる場合に虐待防止の体制整備が行われている割合

が高かったことについては、介護現場の現状を踏まえて理解すべき側面がある。介護人材不

足や離職率の高さ等、高齢者介護に関わる事業運営の厳しさは昨今よく知られるようになっ

てきた。そうした状況の中で、かつ昨年度から続くコロナ禍の中で、さまざまな法令上の義

務が個別に課されることに対して、必要な取り組みであることは間違いない反面、特に小規

模な法人や事業所においては過重な負担に感じられる場合もあるだろう。こうした問題への

対策は本事業の守備範囲を大きく超えるものではあるが、本調査の結果、また本事業の成果

は、このような問題の存在を理解した上でとりまとめたことは記しておきたい。 
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第Ⅲ章 
体制整備に資する資料 
（報告書別冊）の作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 



１）作成の目的

本事業では、計画当初より、令和 3 年度介護報酬改定・基準省令改正による高齢者虐待防止体

制整備の義務化に伴い、必要な体制整備や取り組みの内容について、施設・事業所における虐待

防止体制整備に具体的に参考となり、かつ保険者・監督権者において集団指導等によって伝達す

べき内容の参考ともなる事項を、具体例等を含めて整理することを目的としていた。

また、本報告書第Ⅱ章に示した結果からは、上記の内容を満たす資料の必要性が改めて確認さ

れた。また、特に注意して内容等を整理すべき事項が確認されるとともに、各施設・事業所で現

状取り組まれている様々な工夫事例も多数収集することができた。そのため、調査結果を踏まえ

て、本事業の所期の目的を果たすために、体制整備に資する内容を、冊子資料としてとりまとめ

ることとした。

ただし、体制整備義務化は、正確には令和 6 年度からであり、その間は努力義務期間である。

したがって、この期間の初年度の調査データからの提案であること、完全義務化のタイミングで

の恒常的資料整備の必要性等を鑑み、完全に独立した冊子資料ではなく、事業報告書の別冊とし

て位置づけることとした。

２）作成の経過と結果

(1) 作成経過

本事業では合計 3 回の検討委員会を開催したが、その各回において、段階的に資料（報告書

別冊）の作成を進めていった。また委員会間の期間にも、適宜意見集約と修正を重ねながら作

業を進めた。

第 1 回委員会では、事業全体の目的、及び調査計画を共有した後、それらを踏まえた成果物

としての資料作成の想定について説明し、基本的な位置づけ等について検討を行った。

第 2 回委員会では、基本的な性質、使用場面・対象施設等・周知や公開・体裁等の想定につ

いて具体的に検討するとともに、構成案を示して構成・内容の検討を行った。併せて、調査結

果の概要整理から、資料作成において反映すべき事項等についても検討した。その後、素案を

作成し、第 3 回委員会までの間に意見集約をはかった。 
最終の第 3 回委員会では、素案に対する修正・増補等の作業を行った。さらにその後修正案

を提示し、意見集約を重ねて最終版を作成した。

(2) 使用場面等の想定とダイジェスト動画資料の作成

作成する資料の使用場面として、次のようなものを想定した。

①各施設・事業所において、

・必要な体制整備や取り組みを開始する際の参考資料

・すでに整備している体制、実施している取り組みが必要十分なものであるか確認し、改

第Ⅲ章 体制整備に資する資料（報告書別冊）の作成 

１．作成概要 
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善をはかる際の参考資料

②各市町村（保険者）・都道府県において

・集団指導、主催研修会等において取り組みを促すための説明（補足）資料

・実地指導等において、体制整備が不足している場合の具体的な指導内容の参考資料

・指定申請や更新申請の際に、必要な体制整備について理解を促す際の資料

また、対象とする施設・事業所の種別については、第Ⅱ章に示した調査における対象はやや

限られていたものの、省令改正の範囲や趣旨を踏まえて、下記の全サービス種別に向けたもの

となるようにした。

①すべての介護保険施設・事業所、ならびに養護・軽費老人ホーム（基準省令）

②有料老人ホーム（設置運営標準指導指針）

さらに、第Ⅱ章のまとめでも言及したが、集団指導等での利活用をしやすくするため、資料

をダイジェスト化した短い動画、及び動画に使用したスライド資料の作成・提供も併せて実施

することとした。

(3) 冊子資料化と公開

以上の経過を踏まえて、冊子資料を報告書別冊としてとりまとめた（図表Ⅲ-1-1）。
名称は『施設・事業所における高齢者虐待防止のための体制整備―令和３年度基準省令改正

等に伴う体制整備の基本と参考例―［令和４年３月版］』とした。

また、全体で「Ⅰ 高齢者虐待防止のために求められる体制整備の概要」と「Ⅱ 具体的な体

制整備にむけて」の 2 章構成とした。体裁は A4 版本文 2 色刷り 46 ページの冊子形態とし、

印刷版及び PDF 版を作成した。加えて、本文内容の Word 版も作成し、自治体等からの依頼

があった場合に提供できるようにした。

印刷版は都道府県・市町村、関係機関・団体等に送付するとともに、PDF 版は認知症介護研

究・研修仙台センターの web サイト「認知症介護情報ネットワーク（DCnet）」上で公開した

（https://www.dcnet.gr.jp/）。また、資料をダイジェスト化した動画資料を作成し、動画に使用

したスライドデータとともに、「認知症介護情報ネットワーク（DCnet）」から閲覧できるよう

にした。
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図表Ⅲ-1-1 本事業で作成した冊子資料（報告書別冊）の概要 

名称 
施設・事業所における高齢者虐待防止のための体制整備 
―令和 3年度基準省令改正等に伴う体制整備の基本と参考例―［令和 4年 3月版］ 

体裁 
A4版本文 2色刷り 46ページの冊子形態 
（公表用として印刷版及び PDF版、資料提供用にWord版を作成） 

構成 

Ⅰ 高齢者虐待防止のために求められる体制整備の概要 
 １．高齢者虐待の防止 
１）高齢者虐待防止法が施設・事業所に求める責務
２）基準省令等が求める体制整備（義務）

 ２．身体拘束に対する取り組みの適正化 
１）身体拘束の禁止規定と高齢者虐待との関係
２）身体的拘束等の適正化の推進（身体拘束廃止未実施減算）

【注意】 高齢者虐待防止のための体制整備（義務）との関係 

Ⅱ 具体的な体制整備にむけて 
 １．委員会組織の設置と運営 
１）委員会組織の設置・運営の基本
２）具体的な取り組みにおける工夫の例

 ２．指針の策定と活用 
１）指針の策定
２）指針の参考例
３）具体的な取り組みにおける工夫の例

 ３．研修の企画と運営 
１）制度上求められている研修
２）研修の企画
３）研修の内容
４）研修の方法
５）具体的な取り組みにおける工夫の例

次ページ以降に、作成した資料の全内容を掲載する。

２．内容 
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巻末 
資料 

「介護保険施設・事業所における高齢者虐待防止に資する
体制整備の状況等に関する調査」調査項目 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 



巻 末 資 料 
令和３年度老人保健健康増進等事業「介護保険施設・事業所における高齢者虐待防止に資する体制整備の状況等に関する調査研究事業」 

「介護保険施設・事業所における高齢者虐待防止に資する 
体制整備の状況等に関する調査」 調査項目 

※以降に本調査における調査項目を示す。ただし、本調査はオンライン調査（web 調査）の形式で行われたた

め、回答サイト上での体裁とは異なる。

※回答サイト上では、以降に示す内容以外に、調査に関する倫理的配慮に関する説明、回答条件・手順等に

関する説明等を掲載した。また、回答にあたり、調査上の用語の定義として下記の内容を掲載した。

■本調査における用語について

【高齢者虐待（虐待）】

本調査では、特に断りがない場合、高齢者虐待防止法における「養介護施設従事者等」（老人福祉法・介護保険法に定

める養介護施設・事業の業務に従事する者）による高齢者虐待のことを指します。 

【身体拘束】 

身体的拘束その他入所（利用）者の行動を制限する行為のことを、本調査では総称して「身体拘束」と呼びます。具体的

な例として、下記のような行為があげられます。 

 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む

 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る

 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型

の手袋等をつける

 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける

 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する

 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる

 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る

 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する  …等  

（出典）厚生労働省身体拘束ゼロ作戦推進会議「身体拘束ゼロへの手引き」2001 

（以下調査項目） 

調査は大きく６問に分かれています。以下の設問をお読みいただき、各問にご回答ください。 

※法人単位ではなく、施設・事業所ごとにご回答ください。

問１．貴施設・事業所について、次の事項にご回答ください。 

１）①都道府県名（下記より選択してください） 

※選択肢割愛

②市町村名（下記より選択してください） ※特別区（東京 23区）含む

※選択肢割愛

２）サービス種別（下記より選択してください） 

※選択肢割愛

３）回答日現在の入所（利用）者数（下記入欄に入力してください） 
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※通所介護・訪問介護等においては、回答日当日にサービスを提供した（する予定の）実人数を

入力してください。

※予防給付、総合事業を介護給付サービスと一体的に実施している場合は、利用者数を合計して

ください。

※算出が難しい場合は空欄としてください。

（    ）人 

４）開設年度（下記入欄に半角英数字で入力してください） ※西暦 

（    ）年度 

５）法人の種別 

1.民間企業（株式会社、有限会社等）

2.社会福祉協議会

3.社会福祉協議会以外の社会福祉法人

4.医療法人

5.NPO（特定非営利活動法人）

6.社団法人

7.財団法人

8.協同組合（農協・生協）

9.地方自治体（市町村、広域連合を含む）

10.その他

６）同一敷地内もしくは隣接した同一法人施設・事業所（該当するサービス種別を選択） 

※該当する施設・事業所がない場合は、選択肢上部の「なし」を選択してください。

1.あり 2.なし

 「あり」を選んだ場合、該当するものをすべて選択してください。 

※選択肢割愛 ←３）の選択肢＋末尾に「なし」

問２．貴施設・事業所における 高齢齢者虐待防止 に向けた体制整備や取り組みの状況に関して、今

年度（令和３年度）の実施・整備状況（予定含む）を、次の項目についてそれぞれご回答ください。 

１）虐待の防止のための対策を検討する委員会（虐待防止検討委員会等）組織の設置・開催 

①委員会組織の設置の有無（組織の名称に関わらず、虐待の防止対策を検討する役割をになうも

のであれば、「設置している」に含めてください）

1.設置している（→関連する質問が表示されますので、あわせてご回答ください）

2.現時点で設置していないが今年度中に設置する予定

3.現時点で設置しておらず今年度中に設置する予定はない

4.未定もしくは不明

…以下、②～⑦は①で「1.設置している」と回答した場合のみご回答ください。… 

②委員会組織の設置時期
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1.平成 30年度以前  2.平成 30年度～令和 2年度  3.令和 3年度（今年度）  4.不明 

③委員会の開催頻度（新型コロナウイルス感染症の影響で延期・中止したものについては、頻度

に含めて回答してください）

1.定期的には開催していない

2.年 1回程度

3.年 2回（半年に 1回）程度

4.年 3回（4ヶ月に 1回）程度

5.年 4回（3ヶ月に 1回）程度

6.年 5～6回（2ヶ月に 1回）程度

7.年 7回以上

8.不明

④委員会において検討することとしている事項（必要が生じた場合に検討することとしている事

項も含めて回答してください）

※該当するものをすべて選択してください。

1.虐待防止検討委員会その他施設・事業所内の組織に関すること

2.虐待の防止のための指針の整備に関すること

3.虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

4.虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること

5.従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

6.虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

7.再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

8.その他

⑤一体的に設置・運営している委員会（委員会の主従の関係は問いません）

※該当するものをすべて選択してください。

1.身体拘束の適正化のための対策を検討する委員会

2.入所（利用）者の権利擁護に関して包括的に検討する委員会

3.事故防止、安全管理等に関する委員会

4.感染症等の対策のための委員会

5.法人内の複数事業所の虐待防止検討委員会（合同で実施している場合）

6.法人外を含む他施設・事業者の虐待防止検討委員会（連携して実施している場合）

7.運営推進会議（地域密着型サービス）

8.その他

9.なし（単独で設置・運営）

⑥委員会の構成員として含まれる方

※該当するものをすべて選択してください。

1.施設長・管理者等の施設・事業所の責任者

2.介護部長等の介護部門の責任者

3.リーダー・主任等、ケアチーム単位の責任者

11.栄養士

12.法人外の精神科専門医等の専門医

13.法人外の弁護士等の法律専門職
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4.事務長等、事務部門の役職者

5.医師（法人内）

6.看護職員

7.役職者以外の介護職員

8.生活相談員

9.理学療法士

10.作業療法士

14.他法人の理事、施設長等の役職者

15.法人外の学識経験者等の有識者

16.外部評価委員等の法人外の第三者

17.家族等の代表者

18.地域住民等の代表者

19.その他

⑦委員会組織の設置・運営において工夫したことや効果が認められた取り組み等

※下の記入欄に具体的に入力してください。特にない場合は回答不要です。

２）虐待の防止のための指針 

①指針の有無（名称に関わらず、虐待防止に関する方針や手続き、組織等について定めているも

のがあれば、「策定している」に含めてください）

1.策定している（→関連する質問が表示されますので、あわせてご回答ください）

2.現時点で策定していないが今年度中に策定する予定

3.現時点で策定しておらず今年度中に策定する予定はない

4.未定もしくは不明

…以下、②～④は①で「1.策定している」と回答した場合のみご回答ください。… 

②指針の策定時期

1.平成 30年度以前  2.平成 30年度～令和 2年度  3.令和 3年度（今年度）  4.不明 

③指針に含まれている項目

※該当するものをすべて選択してください。

1.施設・事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

2.虐待防止検討委員会その他施設・事業所内の組織に関する事項

3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

6.成年後見制度の利用支援に関する事項

7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

8.入所（利用）者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

9.その他虐待の防止の推進のために必要な事項

④指針の策定・運用において工夫したことや効果が認められた取り組み等
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    ※下の記入欄に具体的に入力してください。特にない場合は回答不要です。 

 

 

 

 ３）虐待の防止のための従業者に対する研修（職場内研修） 

  ※「研修」は身体拘束適正化に関するものと一体的に実施している場合を含みます。その場合、下

記のチェック欄にチェックを入れてから、以降の設問にご回答ください。 

   （チェック欄） 

➡☑身体拘束適正化に関する研修と一体的に実施している 

 

①研修実施の有無 

1.実施している（→関連する質問が表示されますので、あわせてご回答ください） 

2.現時点で実施していないが今年度中に実施する予定 

3.現時点で実施しておらず今年度中に実施する予定はない 

4.未定もしくは不明 

    

…以下、②～⑪は①で「1.実施している」と回答した場合のみご回答ください。… 

   ②研修の開始時期（虐待の防止に関する職場内の研修を定期的に開催し始めた時期） 

1.平成 30年度以前  2.平成 30年度～令和 2年度  3.令和 3年度（今年度）  4.不明 

 

   ③研修の実施回数（同一内容・同一対象者の研修を期日や時間帯をずらして複数回実施している

場合は併せて 1回として計上してください。また、新型コロナウイルス感染症の影響で延期・

中止したものについては、回数に含めて回答してください） 

1.定期的には開催していない 

2.年 1回程度 

3.年 2回（半年に 1回）程度 

4.年 3回（4ヶ月に 1回）程度 

5.年 4回（3ヶ月に 1回）程度 

6.年 5～6回（2ヶ月に 1回）程度 

7.年 7回以上 

8.不明 

    

   ④研修の受講率（研修を受講した、もしくは受講予定の職員の、全職員に占める割合を概算で回

答してください） 

1.9 割以上     2.7～8 割程度    3.5～6割程度    4.3～4割程度    

5.2 割以下     6.不明 

 

   ⑤研修 1回あたりの時間（実施回によって違いがある場合は平均的な時間を回答してください） 

1.30分未満          2.30分以上 1時間未満    3.1時間以上 1時間半未満 

4.1 時間半以上 2時間未満    5.2時間以上         6.不明 
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   ⑥職員の新規採用時の研修実施（もっとも当てはまるものを選択してください） 

1.新規採用者むけに研修を実施（※採用者用の一連の研修に含まれる場合もこちらを選択） 

2.定期開催の研修時に実施 

3.実施していない 

4.その他 

    

   ⑦研修の実施形態（研修を複数回実施している場合は、1 回でも実施していれば選択してください） 

    ※該当するものをすべて選択してください。 

1.講義（施設・事業所、法人内職員が講師のもの） 

2.グループ討論 

3.事例検討 

4.ロールプレイ、実演等 

5.チェックリスト・ワークシート等の記入・解説 

6.職場内での取り組み等の報告・発表 

7.eラーニングやオンライン講座・教材等 

8.動画教材・録画資料等の視聴 

9.外部講師の招へい 

10.その他 

 

   ⑧研修内容（研修を複数回実施している場合は、1回でも含まれていれば選択してください） 

    ※該当するものをすべて選択してください。 

Ａ：養介護施設従事者等（施設・事業所の従業者等）による高齢者虐待に関するもの  

1.高齢者虐待防止法の概要 

2.高齢者虐待の定義や具体例 

3.施設・事業所の責務や責任、義務 

4.高齢者虐待防止法に基づく通報義務及び関連事項 

5.高齢者虐待の発生要因や背景 

6.高齢者虐待の防止策 

7.虐待（疑い事例を含む）発生時の対応方法 

8.「不適切ケア」「不適切対応」等 

9.身体拘束との関係 

10.身体拘束の適正化・廃止等に関する事項 

11.高齢者の権利擁護 

12.コンプライアンス（法令順守） 

13.職業倫理・サービス理念等 

14.事故防止・リスクマネジメント等 

15.ストレスマネジメント・メンタルヘルス等 

16.苦情対応 

17.接遇・コミュニケーション 

18.アセスメント・ケア 

19.職員間の連携 

20.その他 

21.養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する内容は含んでいない 

Ｂ：養護者（家族、親族、同居人等高齢者を現に養護する人）による高齢者虐待に関するもの 

1.高齢者虐待防止法の概要 

2.高齢者虐待の定義や具体例 

3.高齢者虐待防止法に基づく通報義務及び関連事項 

4.市町村の通報窓口 

5.高齢者虐待の発生要因や背景 

6.家族等からの相談への対応方法 

7.利用者から市町村への届出に関する対応 

8.法人・事業所等の報告・相談体制 

9.セルフ・ネグレクトに関すること 

10.消費者被害に関すること 

11.成年後見制度、日常生活自立支援事業に関すること 

12.その他 

13.養護者による高齢者虐待に関する内容は含んでいない 

 

   ⑨研修の実施内容に関する記録 
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1.記録している     2.記録していない     3.不明 

 

   ⑩研修の開催方法に関する工夫として実施しているもの 

    ※該当するものをすべて選択してください。 

1.法人内の複数事業所での合同開催 

2.身体拘束適正化に関する研修会と一体的に開催 

3.身体拘束適正化に関するもの以外の研修会との合同開催 

4.都道府県や市町村、社会福祉協議会、事業所団体や職能団体等が実施する研修会への参加 

5.法人外の複数事業所による合同開催 

6.その他（具体的な内容を下記入欄に入力してください） 

7.特になし 

 →「その他」の内容（                             ） 

 

⑪研修の企画・運営等において工夫したことや効果が認められた取り組み等 

    ※下の記入欄に具体的に入力してください。特にない場合は回答不要です。 

 

 

 

 ４）虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者 

    ※該当するものをすべて選択してください。 

1.虐待防止検討委員会の責任者と同一の職員を担当者として定めている 

2.上記以外の職員を担当者として定めている 

3.担当者は定めていない 

4.不明 

 

 

次の問 3は、省令において身体拘束が原則禁止とされている、下記の施設・事業所の皆様にのみおたず

ねします。該当しない場合、「次へ」をクリックすると問 4に移動します。 

○特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） ※地域密着型を含みます。 

○介護老人保健施設       

○介護療養型医療施設                  ○介護医療院 

○特定施設入居者生活介護 ※地域密着型を含みます。   

○グループホーム（認知症対応型共同生活介護） 

○ショートステイ（短期入所生活介護、短期入所療養介護）   

○小規模多機能型居宅介護                ○看護小規模多機能型居宅介護 

○養護老人ホーム                    ○軽費老人ホーム 

※問 3 の体制整備が省令上明示されていないサービス種別もありますが、共通しておたずねします。 
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問３．貴施設・事業所における 身体拘束の適正化 に向けた体制整備や取り組みの状況に関して、今年

度（令和３年度）の実施（整備）状況もしくは実施計画を、次の項目についてそれぞれご回答くださ

い。 

１）身体拘束の適正化のための対策を検討する委員会（身体拘束適正化委員会）組織の設置・運営 

①委員会組織の設置・開催（新型コロナウイルス感染症の影響で延期・中止したものについて

は、「開催」に含めて回答してください）

1.設置しており、定期的（3ヶ月に 1回以上のペース）に開催している

2.設置しているが、定期的（3ヶ月に 1回以上のペース）には開催していない

3.現時点で設置していないが今年度中に設置する予定

4.現時点で設置しておらず今年度中に設置する予定はない

5.未定もしくは不明

②委員会組織の設置・運営において工夫したことや効果が認められた取り組み等

※下の記入欄に具体的に入力してください。特にない場合は回答不要です。

２）身体拘束適正化のための指針 

①指針の有無

1.策定している

2.現時点で策定していないが今年度中に策定する予定

3.現時点で策定しておらず今年度中に策定する予定はない

4.未定もしくは不明

②指針の策定・運用において工夫したことや効果が認められた取り組み等

※下の記入欄に具体的に入力してください。特にない場合は回答不要です。

 ３）身体拘束適正化のための従業者に対する研修（職場内研修） 

※「研修」は虐待の防止に関するものと一体的に実施している場合を含みます。その場合、下記の

チェック欄にチェックを入れてから、以降の設問にご回答ください。

（チェック欄） 

➡☑虐待の防止に関する研修と一体的に実施している

①研修実施の有無と開催頻度（新型コロナウイルス感染症の影響で延期・中止したものについて

は、「開催」に含めて回答してください）
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1.研修を定期的（年 2回以上）に実施している

2.研修は実施しているが、開催頻度は年 1回以下である

3.現時点で実施していないが今年度中に実施する予定

4.現時点で実施しておらず今年度中に実施する予定はない

5.未定もしくは不明

②研修の企画・運営等において工夫したことや効果が認められた取り組み等

※下の記入欄に具体的に入力してください。特にない場合は回答不要です。

４）身体拘束適正化に関する措置を適切に実施するための担当者 

※該当するものをすべて選択してください。

1.虐待防止検討委員会の責任者と同一の職員を担当者として定めている

2.上記以外の職員を担当者として定めている

3.担当者は定めていない

4.不明

※以降の設問は、すべての施設・事業所の皆様がご回答ください。

問４．貴施設・事業所における高齢者虐待や身体拘束に関係する状況に関して、次の項目についてそれ

ぞれご回答ください。 

１）昨年度（令和２年度：令和 2年 4月 1日以降）から回答日現在までの、貴施設・事業所の職員に

よる高齢者虐待（養介護施設従事者等による高齢者虐待）が疑われる事例の発生状況 

※該当するものをすべて選択してください。

1.該当する事例はなかった

2.虐待の疑い・可能性があったが、市町村等への通報には至らなかった事例があった

3.虐待の疑いがあり、市町村等への通報や報告・情報提供に至ったが、市町村・都道府県か

ら虐待とは判断されなかった事例があった（通報等の主体は問いません）

4.市町村・都道府県から虐待と判断された事例があった

5.不明

２）回答日現在の、入所（利用）者に対する身体拘束の実施状況 

※指定基準等による身体拘束の禁止規定や身体拘束廃止未実施減算等の有無に関わらず、すべて

の皆様がご回答ください。 
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   ※該当する入所（利用）者の実人数を選択してください。該当する入所（利用）者がいない場合

は、必ず「0」を選択してください。 

   ※居宅においてサービスを提供する事業者においては、家族等が行っている身体拘束に相当する

行為をサービス提供中も継続している場合や、サービス終了時にサービス提供者が身体拘束さ

れた状況に戻している場合を含めてください。 

 

 ①回答日現在、身体拘束を受けている入所（利用）者数 

※選択肢割愛 

 

 ②身体拘束を受けている人のうち、「当該入所（利用）者または他の入所（利用）者等の生命ま

たは身体を保護すするため緊急やむを得ない場合」に該当し、必要な手続き・記録のもとで行

った身体拘束を受けている入所（利用）者数   

※選択肢割愛 

 

 ③身体拘束を受けている人のうち、上記②に該当しない（「緊急やむを得ない場合」に該当する

かどうか不明、必要な手続きをとっていない、記録がない・不十分等）が、身体拘束を受けて

いる入所（利用）者数   

※選択肢割愛 

 

 ３）昨年度（令和２年度：令和 2年 4月 1日以降）から回答日現在までの、高齢者虐待もしくは身体

拘束に関係する市町村もしくは都道府県からの個別の指導等の状況 

   ※該当するものをすべて選択してください。 

1.下記に該当するような指摘・指導等を受けることはなかった 

2.高齢者虐待発生の疑いによる任意の調査を受けた 

3.高齢者虐待発生の疑いによる実地指導もしくは監査を受けた 

4.高齢者虐待が発生したことを理由とする行政指導もしくは行政処分を受けた 

5.身体拘束の実施手続きや関係する体制整備等について改善指導を受けた 

6.身体拘束廃止未実施減算の適用を受けた 

7.不明 

 

 ４）虐待の防止や身体拘束適正化の取り組みや体制整備を進めていくための課題や必要な支援等 

   ※下の記入欄に具体的に入力してください。 
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問５．貴施設・事業所における教育・研修の取り組みや体制に関して、次の項目について、今年度（令

和３年度）に実施している、もしくは年度内に実施予定のものを、それぞれご回答ください。 

※以前から実施しており、新型コロナウイルス感染症対策として一時休止等している場合は、行っ

ているものとして回答してください。

１）貴施設・事業所内で整備している人材育成等の体制 

※実施している（する予定）ものとして該当するものをすべて選択してください。

1.人材育成や職場内の教育・研修等について検討する委員会組織の設置

2.施設・事業所全体の人材育成計画の策定

3.介護・看護職員ごと、もしくは職員階層別の研修計画の策定

4.初任者育成のための研修等の体系化

5.OJT（職務現場での業務を通じての指導）による指導体制の構築

6.リーダー等指導的立場の職員を育成する体制の構築

7.研修等の効果を測定・評価するしくみの導入

8.上記のうち、実施している（する予定）のものはない

２）貴施設・事業所内で実施している職場内研修（複数テーマを一体的に実施している場合を含む） 

※実施している（する予定）ものとして該当するものをすべて選択してください。

1.認知症介護（予防含む）

2.身体介護（予防含む）

3.生活援助（食事・入浴・排泄介助等）

4.接遇・コミュニケーション

5.ストレスマネジメント・アンガーマネジメント 

6.リスクマネジメント・事故防止

7.感染症対策、衛生管理等

8.非常災害時対応

9.職業倫理・サービス理念等

10.法令順守、プライバシー保護等

11.上記のうち、実施している（する予定）ものはない

３）外部研修への職員派遣（複数テーマを一体的に実施している場合を含む） 

※職員を派遣・参加等させる（予定含む）ものとして該当するものをすべて選択してください。

1.市町村・都道府県等が開催する高齢者虐待防止に関するもの

2.市町村・都道府県等が開催する身体拘束適正化に関するもの

3.認知症介護基礎研修（都道府県・指定都市等または委託・指定団体が実施するもの）

4.認知症介護実践者研修（同上）

5.認知症介護実践リーダー研修（同上）

6.市町村・都道府県等が開催するその他のサービスの質向上に関するもの

7.施設・事業所団体、職能団体、学会等が開催する高齢者虐待防止に関するもの

8.施設・事業所団体、職能団体、学会等が開催する身体拘束適正化に関するもの

9.施設・事業所団体、職能団体、学会等が開催するその他のサービスの質向上に関するもの

10.上記のうち、派遣・参加等させる（する予定）のものはない
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 ４）上記３）で 1,2,7,8（高齢者虐待防止や身体拘束適正化に関する外部研修）を選択した場合の、

貴施設・事業所内での活用・反映方法 

   ※伝達研修や委員会への反映等、具体的な内容を、予定を含めて下記入欄に入力してください。 

 

 

 

 

 

問６．貴施設・事業所における組織運営上の取り組みや体制に関して、次の項目について、今年度（令

和３年度）に実施している、もしくは年度内に実施予定のものを、それぞれご回答ください。 

※以前から実施しており、新型コロナウイルス感染症対策として一時休止等している場合は、行っ

ているものとして回答してください。 

 

 １）貴施設・事業所がサービスの質担保や地域貢献等のために整備している体制や行っている取り組み 

   ※実施している（する予定）ものとして該当するものをすべて選択してください。 

1.第三者評価・外部評価等の導入        2.利用者評価もしくは家族評価の導入 

3.介護サービス相談員（介護相談員）の受入   4.ボランティア・職場体験等の受入 

5.苦情処理体制の整備、窓口設置        6.ヒヤリハット報告の導入・分析検討 

7.入所（利用）者家族等との意見交換等を行う機会の設定 

8.地域の住民、機関等との連携・交流機会の確保 

9.認知症カフェ、サロン等通いの場などの設置・開催（運営協力・共同開催等を含む） 

10.施設・事業所の改善課題について、現場の従業者と幹部とが合同で検討するしくみの導入 

11.上記のうち、実施している（する予定）ものはない 

  

 ２）貴施設・事業所内で職員支援等のために整備している体制や行っている取り組み 

   ※実施している（する予定）ものとして該当するものをすべて選択してください。 

1.キャリアパス制度*の導入 

2.ストレスチェックの実施 

3.業務効率化のための調査・分析 

4.利用者・家族等からのハラスメント対策 

5.介護職員処遇改善加算：加算(Ⅰ)の取得 

6.介護職員等特定処遇改善加算：加算(Ⅰ)の取得 

7.超過勤務・休日出勤等の把握・低減化策 

8.年5日の年次有給休暇の確実な取得 

9.育児・介護休業を取得しやすい環境の構築 

10.生理休暇等の必要な休暇のための規定整備 

11.人事考課の指標の公開、結果の個々 人への開示 

12.国家資格等取得のための資金・休暇等の支援 

13.上記のうち、実施している（する予定）ものはない 

*キャリアパス制度：昇進・昇格等するための基準や条件を明確に定めた人事制度 

  

３）サービスの自己評価 

   ※下記の項目について、貴施設・事業所の現在の状況を評価してください。各項目について、あ

てはまる番号を選択してください。 
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できて 

いる 

まあ 

できて 

いる 

あまり 

できて 

いない 

できて 

いない 

①サービスの理念や基本方針を明文化し、職員に周知している …… ４ ３ ２ １ 

②利用者の意思を確認し、それを尊重したサービスを提供している …… ４ ３ ２ １ 

③利用者のプライバシーへの配慮や個人情報の保護を適切に行えている …… ４ ３ ２ １ 

④アセスメントに基づく個別のサービス内容を計画し、実践している …… ４ ３ ２ １ 

⑤サービス提供記録が適切に行われ、職員間で共有されている …… ４ ３ ２ １ 

⑥ケアプランの評価・モニタリングを適切な時期に十分に行っている …… ４ ３ ２ １ 

⑦サービスの提供内容が、利用者の生活の質の維持・向上につながっている …… ４ ３ ２ １ 

⑧チームリーダー等の指導により、職員のケアの質に向上がみられている …… ４ ３ ２ １ 

４）職員の雇用状況 

※①②は、職種・職位に関係なく、介護サービス事業に従事する従業員の数として回答してください。

①今年度（令和 3年度）当初の在職者数、昨年度 1年間の採用者数及び離職者数（いずれも実人数）

※同一団体内での転出入者、産休・育児休暇取得中の者を除く。

今年度当初の在職者数 

（ ※選択肢割愛 ）人

昨年度 1年間の採用者数 

（ ※選択肢割愛 ）人

昨年度 1年間の離職者数 

（ ※選択肢割愛 ）人

②正規／非正規別の従業員数（実人数）

正規職員（労働時間に関わらず雇用期間の定めがない職員） 

（ ※選択肢割愛 ）人

非正規職員（正規職員以外） 

（ ※選択肢割愛 ）人

③従業員の過不足の状況*

1.大いに不足   2.不足    3.やや不足  4.適当  5.過剰

*データ上は得点を逆転

質問項目は以上です。ご協力いただき誠にありがとうございました。 

173 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和 3 年度老人保健健康増進等事業（老人保健事業推進費等補助金） 

介介護護保保険険施施設設・・事事業業所所ににおおけけるる高高齢齢者者虐虐待待防防止止  
にに資資すするる体体制制整整備備のの状状況況等等にに関関すするる調調査査研研究究事事業業  

報報告告書書 

令和 4 年 3 月 
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